
資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

基本目標１　地域における子育て支援体制を充実します

個別目標１－１　子育て家庭に対する相談体制の充実

◎ 2

子・未来
子ども家庭支援セン
ターの相談
【地域子育て支援
拠点事業】

子どもや子育て家庭の
抱える問題や不安、悩
み、疑問など、あらゆる
ことについて、相談員が
相談に応じます。「子育
てひろば」で子どもと過ご
しながら相談することも
可能です。

子ども家
庭支援セ
ンター

・相談件数（ひろば相談含
む）は10,205件（４月～３
月）。

・子育てひろば延べ利用者
数は81,987人（４月～３
月）。

・子ども家庭支援センター
相談件数（ひろば相談含
む）は9,673件。

・子育てひろば延べ利用者
数は79,178人。

子ども家庭支援センター相
談件数（子育てひろば相談
を含む）は、11,037件。

子育てひろばの延べ利用者
数は、74,807人。

子ども家庭支援センター相
談件数（ひろば相談含む）
は、11,992件。
子育てひろばの延べ利用者
数は、71,142人。

B

早期に子育て家庭の孤立
化及び養育不安の解消を
図り、虐待未然防止につな
げるため、相談件数（ひろば
相談含む）8,700件をめざ
し、子ども家庭支援センター
４か所の総合相談及び子
育てひろばで、育児不安や
悩みの相談を受ける。

子ども家庭支援センター相
談件数（ひろば相談含む）
は、12,623件。
子育てひろばの延べ利用者
数は、58,078人。

A

目指した相談件数を超える
相談実績があった。子ども
や子育て家庭の抱える問
題や悩みなどあらゆることに
ついて専門の相談員が相
談に応じることにより、不安
や疑問の解消を図ることが
できた。また、気軽に親子で
利用できる「子育てひろば」
では親子で過ごしながら、
子育ての不安や相談ができ
ることで早期に子育て家庭
の孤立化及び養育不安の
解消を図ることができた。
平成27年度～令和元年度
子ども家庭支援センター相
談件数（子育てひろば相談
を含む）は、55,530件。
子育てひろばの延べ利用者
数は、365,192人。
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「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 1

子・未来
保育サービスアドバ
イザーによる相談
【利用者支援事業】

多様な教育・保育施設
や地域の子育て支援事
業等の情報提供及び相
談・助言を行います。

保育サー
ビス課

・4月～3月の相談件数は
目標件数より約28％上回る
7,057件であった。また、事
業案内リーフレット（630部
本庁、キッズな、児童館）、
両親学級用案内チラシ
（750枚　地域健康課）、出
張相談チラシ（2,480枚　特
別出張所、キッズな、児童
館、保育園、生活福祉課、
洗足区民センター）を配布
した。
・保育サービスアドバイザー
の出張相談を29回実施し
た。

○相談件数（6.533件）
○施設の視察を行った。認
証・小規模・認可私立・定
期利用・保育ママ・ショート
ステイ計５３施設
○保育サービスアドバイ
ザー出張相談の施設に4地
域庁舎を加え３６回実施し
た。
○ 子ども連れの保護者が
安心して相談ができるよう
キッズコーナー（本庁舎）を
配置し、安全性・衛生面等
配慮を徹底した。
○大田区内の保育施設
（児童館を含）が一覧できる
マップを作成し、利用者が
保育園選びをする参考資
料とした。

○相談件数：8,077件
○認証・小規模・認可私
立・定期利用・保育ママ・事
業所内保育所計66施設の
視察を実施。小規模保育
園については、視察後「小
規模ガイド」を作成。
○出張相談　４６回実施。
需要の高い馬込地区につ
いては、馬込文化センター
にて定期的に4回実施。
○夜間臨時相談窓口を7
日間開設。日中就労してい
る方に対しての相談業務の
充実を図る。
○大田区内の保育施設が
一覧できるマップを随時更
新し、利用者が保育園選び
をする参考資料とした。
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○小規模・認可私立・企業
主導型など新規開設の施
設を中心に計44施設の視
察を計画。視察後報告書を
基に情報共有し相談業務
に活かす。
○出張相談　80回実施予
定。馬込文化センター調
布・大森地域庁舎・子育て
ひろば羽田・仲六郷にて定
期開催。
○昨年度のイトーヨーカドー
大森店での出張相談会に
加え、新たにマチノマ大森で
の相談会を実施予定。
○夜間相談窓口は毎月第
1火曜日と4月入園申請の
時期を中心に17日間開
設。日中就労している方へ
の相談業務充実を図る。
○区内保育施設の一覧
マップを随時更新、個別の
相談窓口で使用する出張
所管内ごとの地域マップも
活用する。

〇相談件数　9,809件
○小規模・認可私立・企業
主導型など新規開設の施
設を中心に計38施設の視
察を実施。
○出張相談　79回実施（コ
ロナの影響で未実施１回）
馬込文化センター、調布・
大森地域庁舎、子育てひろ
ば羽田・仲六郷にて定期開
催を実施。
○マチノマ大森での相談会
を実施。
○夜間相談窓口は毎月第
１火曜日と４月入園申請の
時期を中心に17日間開
設。日中就労している方へ
の相談業務充実を図った。
○区内保育施設の一覧
マップを随時更新し、個別
の相談窓口で使用する出
張所管内ごとの地域マップ
も活用することで利用者が
保育園選びをする参考資
料となった。

B

○保育園の利用希望者数
の増加に応じて課内の体制
を整え、令和元年度の相談
件数は9,000件を超えるも
のとなった。
○出張相談は80回まで増
やし、区内すべてをカバー
できるようになった。
○平成30年度から開始し
た商業施設型出張相談会
は多くの来場者を集めた。
令和元年度は会場を増や
し、より多くの世帯に向けて
サービスを展開した。

4

○相談件数　8,776件
○小規模・認可私立・保育
ママ・企業主導型の計64施
設及び豊島区・港区のアド
バイザー窓口を視察。
○出張相談　80回実施。
需要の高い馬込や調布地
区については、馬込文化セ
ンターや地域健康課にて定
期的に実施。
○セブン＆アイ・ホールディ
ングスとの包括連携協定に
基づき、初の商業施設型出
張相談会を実施（11・12
月）
○夜間臨時相談窓口は4
月入園受け付けの時期を
中心に18日間開設。日中
就労している方に対しての
相談業務の充実を図った。
○大田区内の保育施設が
一覧できるマップは随時更
新、新園の情報を盛り込む
ことで利用者が保育園選び
をする参考資料となった。

B

◎は重要施策 1 
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計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績
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事業計画

令和元年度
事業実績
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H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 3

子・未来
児童館の子育て相
談
【地域子育て支援
拠点事業】

児童館で子育て全般に
関する相談に対応しま
す。

子育て支
援課

情報提供を含む子育て相
談の充実を図るため、来館
者に声かけなどを実施し来
館、相談しやすい環境を整
備した。

（学童保育施設での相談を
含む）
　相談（情報提供を含む）
件数　17,580件（H28.2月
末現在）
　実施施設数　84施設

○情報提供を含む子育て
相談の充実を図るため、来
館者に声かけなどを実施し
来館、相談しやすい環境を
整備した。
（学童保育施設での相談を
含む）
　相談（情報提供を含む）
件数　39,417件（H29.2月
末現在）
　実施施設数　95施設

○情報提供を含む子育て
相談の充実を図るため、利
用者に声かけなどを実施
し、来館・相談しやすい環境
を整備した。
（学童保育施設での相談を
含む）
　相談（情報提供を含む）
件数　50861件
　実施施設数　96施設
(H28 年度…相談件数
41923件、95施設)

○情報提供を含む子育て
相談の充実を図るため、利
用者に声かけなどを実施
し、来館・相談しやすい環境
を整備した。
（学童保育施設での相談を
含む）
　相談（情報提供を含む）
件数　46,387件
　実施施設数　96施設

B

児童館職員が保護者の子
育てに関する悩みや相談に
応じる。また相談内容や要
保護の必要性に応じて専門
関係機関と連携して対応す
る。

○情報提供を含む子育て
相談の充実を図るため、利
用者に声かけなどを実施
し、来館・相談しやすい環境
を整備した。
（学童保育施設での相談を
含む）
　相談（情報提供を含む）
件数　48,378件
　実施施設数　96施設

B

児童館職員による情報提
供や、子育て相談が広く認
知され、相談件数が増加傾
向にある。
児童館が子育て拠点として
も周知が進み、利用する児
童とその家族だけでなく、近
隣の区民も来館しやすい環
境の整備が推進できた。
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◎ 4
保育所の子育て相
談

認可保育所で、来所ま
たは電話による育児相
談を行い、地域の子育
てを支援します。

保育サー
ビス課

認可保育所で地域の保護
者等に対して、保育の経験
を活かした子育てのアドバイ
スを行った。
相談件数
・区立保育園　241件

○認可保育所で、地域の
保護者等に対して、保育の
経験を活かした子育てのア
ドバイスを行った。
○相談件数
・区立保育園　302件

認可保育所で地域の保護
者等に対して保育の経験を
活かした子育てのアドバイス
を行った。相談件数（区立
保育園）211件

○認可保育所で、地域の
保護者等に対して、保育の
経験を活かした子育てのア
ドバイスを行った。
○相談件数・区立保育園
186件

B

認可保育所で、地域の保
護者等に対して、保育の経
験を活かした子育てのアド
バイスを行う。

○認可保育所で、地域の
保護者等に対して、保育の
経験を活かした子育てのア
ドバイスを行った。
○相談件数・区立保育園
296件

B

相談件数は、年により増減
はあるもののおよそ同程度
で推移している。在宅子育
て世帯からの育児相談の
ニーズを考え、今後も、地
域の気軽な育児相談場所
として、保護者の育児不安
の精神的な負担軽減を図
るため、継続実施していくこ
とが必要である。
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◎ 5
私立幼稚園におけ
る子育て相談

子育て全般に関する相
談に応じています。（全
体会や個別対応など）

教育総務
課（私学
行政担
当）

各園における保育活動の中
で保護者等の相談に対し個
別に対応した。
　私立幼稚園48園

各園における保育活動の中
で保護者等の相談に対し個
別に対応した。
　私立幼稚園48園

各園における保育活動の中
で保護者等の相談に対し個
別に対応した。
　私立幼稚園48園

各園における保育活動の中
で保護者等の相談に対し個
別に対応した。
　私立幼稚園48園

B
保護者等からの相談に対
し、必要な情報の提供及び
助言を行う。

各園における保育活動の中
で保護者等の相談に対し個
別に対応した。
　私立幼稚園48園

B

私立幼稚園における子育て
相談は、保護者や地域の
方々にとって、子育てに関
する身近な相談場所となっ
ている。今後も引き続き事
業を実施する。
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◎ 6
子
地域健康課の相談
【利用者支援事業】

随時、子どもや家庭の
抱える健康上の問題に
ついて医師、保健師、
栄養士、歯科衛生士
が、面接・電話や家庭
訪問などで相談に応じ
ます。

各地域健
康課

保健師による訪問や保健
師、栄養士、歯科衛生士に
よる電話・面接（延人数　）
6,942人

保健師による訪問や保健
師、栄養士、歯科衛生士に
よる電話・面接
延人数　6,328人

保健師による訪問や保健
師、栄養士、歯科衛生士に
よる電話・面接
延人数6,413人

保健師による訪問や保健
師、栄養士、歯科衛生士に
よる電話・面接
延人数6,848人

B

子どもや家庭の抱える健康
上の問題について専門職が
相談対応することにより、養
育者の育児不安の解消に
努める。

保健師による訪問や保健
師、栄養士、歯科衛生士に
よる電話・面接
延人数8,937人

B

随時、子どもや家庭の抱え
る健康上の問題について保
護者の相談に応じることで、
安心した子育て支えてい
る。
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7
家庭相談・女性相
談

①夫婦・親子関係や結
婚、離婚、相続、扶養な
どの家庭内の悩みや心
配ごとの相談
②母子家庭等および寡
婦の経済上の問題・児
童の就学などに関する
相談
③緊急の保護やパート
ナーの暴力などに関す
る相談

各生活福
祉課

４生活福祉課に担当職員、
非常勤職員を配置し、必要
な支援を実施
【実績】
①408件
②7,082件
③780件

４生活福祉課に担当職員、
非常勤職員を配置し、必要
な支援を実施
【実績】
   ①    362件
   ② 7,610件
   ③    709件

４生活福祉課に担当職員、
非常勤職員を配置し、必要
な支援を実施
【実績】
   ①    345件
   ②　6,258件
   ③    873件

４生活福祉課に担当職員、
非常勤職員を配置し、必要
な支援を実施
【実績】
   ①   377件
   ②　5281件
   ③    684件

B

相談内容が複雑・多岐に
なっているが、相談員が内
容に応じて適切に対応す
る。また必要に応じて専門
機関を活用していく。

４生活福祉課に担当職員、
非常勤職員を配置し、必要
な支援を実施
【実績】
   ①    338件
   ②　5,106件
   ③    768件

B

来所・電話等の相談があっ
た際、相談員が費用に応じ
て、子ども家庭支援セン
ター、東京都女性相談セン
ター、児童相談所等の専門
機関と連携の上、相談者に
合わせた対応を行ってき
た。
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◎は重要施策 2 
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計画策定時の
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H27～R1
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「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

8 幼児教育相談

幼稚園児、保育園児、
在宅児の保護者を対象
とし、幼児教育に関する
情報提供･相談事業を
行います｡

幼児教育
センター

来所相談　106件
電話相談　109件
訪問相談　46園（134人）

来所相談　136件
電話相談　   85件
訪問相談　　46園(141人)

来所相談　168件
電話相談　124件
訪問相談　　35園(138人)

来所相談　170件
電話相談　116件
訪問相談　　47園(153人)

B

関係機関との連携を強化
し、その情報を相談に反映
させることで、幼児教育機
関の学級運営や在宅子育
ての相談に対する支援の充
実を図っていく。

来所相談　150件
電話相談　103件
訪問相談　　35園(119人)

B

幼児教育をはじめとして、子
育て全般の幅の広い相談
窓口として、又、発達に関
する相談など専門的な分野
にも対応しつつ、一人ひとり
の子どもの困り感に寄り添い
ながら、保護者や保育者の
悩みに丁寧に向き合ってき
た。今後も事業を継続す
る。

4
1-
1-
8

9 教育相談

子どもの性格・行動・生
活・友人関係・学習や進
路等の悩みついて、電
話や面接による相談に
応じます。

教育セン
ター

・学校訪問、保護者からの
電話相談、保護者・児童生
徒の来室相談等を通し、学
校不適応の解消等を目指
した相談を実施した。相談
に当たっては学校並びにス
クールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカーと連
携して行った。
・学校訪問　年3回
・来室相談　2,839件
・電話相談　3,006件
・スクールソーシャルワー
カーの対応　1,430件
・適応指導教室での相談
417件

・学校訪問、保護者からの
電話相談、保護者・児童生
徒の来室相談等を通し、学
校不適応の解消等を目指
した相談を実施した。相談
に当たっては、学校、適応
指導教室並びにスクールカ
ウンセラー、スクールソー
シャルワーカーと連携して対
応した。
・学校訪問　年3回
・来室相談　3,936件
・電話相談　2,591件
・メール相談　5件
・スクールソーシャルワー
カーの対応　2,294件
・適応指導教室での相談
719件

・学校訪問、保護者からの
電話相談、保護者・児童生
徒の来室相談等を通し、学
校不適応の解消等を目指
した相談を実施した。相談
にあたっては、学校、適応
指導教室並びにスクールカ
ウンセラー、スクールソー
シャルワーカーと連携して対
応した。
・学校訪問　年３回
・来室相談　5,014件
・電話相談　2,399件
・メール相談　80件
・スクールソーシャルワー
カーの対応　2,112件
・適応指導教室での相談
793件

・学校訪問、保護者からの
電話相談、保護者・児童生
徒の来室相談等を通し、学
校不適応の解消等を目指
した相談を実施した。相談
にあたっては、学校、適応
指導教室並びにスクールカ
ウンセラー、スクールソー
シャルワーカーと連携して対
応した。
・学校訪問　年３回
・来室相談　5,706件
・電話相談　3,193件
・メール相談　７件
・スクールソーシャルワー
カーの対応　2,593件
・適応指導教室での相談
805件

B

引き続き、教育相談員によ
る児童生徒及び保護者から
の電話相談・来室相談及
び、教育相談員が各学校を
訪問し、相談、助言を行う
学校訪問を実施する。
平成30年度から６名に増員
したスクールソーシャルワー
カーが、児相、子ども家庭
支援センター、福祉事務所
等の関係機関と連携し、家
庭に対する支援の一層の
充実を図る。

・学校訪問、保護者からの
電話相談、保護者・児童生
徒の来室相談等を通し、学
校不適応の解消等を目指
した相談を実施した。相談
にあたっては、学校、適応
指導教室並びにスクールカ
ウンセラー、スクールソー
シャルワーカーと連携して対
応した。
・学校訪問　年３回
・来室相談　5,638件
・電話相談　2,727件
・メール相談　17件
・スクールソーシャルワー
カーの対応　3,365件
・適応指導教室での相談
1,210件

B

　令和元年度の実績は平
成27年度と比較すると、来
室相談は約2倍、スクール
ソーシャルワーカーの対応
件数は約2.4倍、適応指導
教室での相談は約3倍に増
えている。
　この5年間は教育相談
員、心理相談員、スクール
カウンセラー、スクールソー
シャルワーカー等を増員し、
学校内外で連携すること
で、増加、複雑化する相談
に対応してきた。
　また、「こころの輪」メール
相談などの手法も取り入れ
てきたが、今後も様々な方
法で学校と連携し、児童・
生徒、保護者の教育に関す
る相談に対応し、支援して
いく必要がある。

4
1-
1-
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10 就学相談

関係機関（特別支援学
校、こども発達センター
わかばの家、医療機関
等）との緊密な連携のも
と、お子さんの障がいの
種別や程度に応じて、
一人ひとりの力をより伸
ばす教育環境への就学
や転学・通級の相談に
応じます。

教育セン
ター

・就学相談件数
　　小学校287件・中学校
93件　合計380件
・転学・通級相談
　　小学校473件・中学校
14件　合計487件
　（小学校の内、354件が
28年度より全小学校で実
施するサポートルーム利用
の可否を判定するものであ
る。）

・就学相談件数
　　小学校283件・中学校
96件　合計379件
・転学・通級相談
　　小学校354件・中学校
13件　合計367件
　（小学校の内、285件につ
いては、28年度より全小学
校で実施しているサポート
ルーム利用の可否の判定
に関するものである）

・就学相談件数
　　小学校295件・中学校
109件　合計404件
・転学・通級相談
　　小学校335件・中学校
14件　合計349件
　（小学校の内、254件につ
いては、28年度から全小学
校で実施しているサポート
ルーム利用の可否の判定
に関する相談）

・就学相談件数
小学校301件
中学校157件
合計458件
・転学・通級相談
小学校458件
中学校27件
合計485件
（小学校の内、276件は、
28年度から全小学校で実
施しているサポートルーム
利用の可否の判定に関す
る相談）

B

引き続き、障がいのある児
童・生徒の生きる力を伸ば
す教育環境への就学や転
学、通級等の相談に、保護
者の気持ちに寄り添って進
めていく。
利用者の増加に対応できる
よう、就学相談員、心理職
相談員が力を合わせ、事務
の効率化を図る。

・就学相談件数
　小学校363件・中学校
166件　合計529件
・転学・通級相談
　小学校482件・中学校48
件　合計530件
（小学校の内、309件は、
28年度から全小学校で実
施しているサポートルーム
利用の可否の判定に関す
る相談）

B

サポートルーム事業を28年
度から全小学校で実施し、
令和元年度から中学校でも
モデル事業として実施して
いるため、令和元年度の相
談件数は平成27年度の約
1.2倍に増加した。
特別支援教育に関する保
護者の理解も徐々に進んで
おり、学校と就学相談員、
心理職相談員等が連携し
て、保護者の気持ちに寄り
添った就学相談に一定程
度対応することができた。
現在、相談件数や就学支
援委員会の回数の増加が
支援を行う関係者の負担と
なっているため、手法の検
討が必要である。

4
1-
1-
10

◎は重要施策 3 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

個別目標１－２　子育て情報の充実

1-
2-
1

2
子育て応援サイトの
運営

インターネットによる子育
て情報の提供を充実さ
せるため、子育てに関す
る地域密着サイトを運営
します。

子育て支
援課

ほっとカフェ事業の廃止によ
る子育て応援サイト統合の
ための準備（記事の選定や
レイアウトの構想）を行った。
年間合計　525,606件
最高値　50,255件/月（27
年6月）
（パソコン版、モバイル版の
合計値）

区ホームページへの統合の
ため、移行する記事の選定
や動画編集に向けた準備を
行った。
＜アクセス数＞
年間合計　312,262件
最高値　44,998件/月（28
年7月）
（パソコン版、モバイル版の
合計値）

子育て応援サイトは、平成
23年８月から運営されてき
ましたが、①「みんなの公式
サイト運用ガイドライン」(総
務省)への適合、②ＨＰ閲覧
ソフトのバージョンアップへの
対応、③スマートフォン対応
のため、大田区ホームペー
ジへ統合する。

子育て応援サイトは、平成
23年８月から運営されてき
ましたが、①「みんなの公式
サイト運用ガイドライン」(総
務省)への適合、②ＨＰ閲覧
ソフトのバージョンアップへの
対応、③スマートフォン対応
のため、平成29年６月、大
田区ホームページへ統合し
ました。

- ― ― -

子育て応援サイトは、子育
て世帯に必要な情報を手
軽に取得できる手段として
運営されてきました。大田
区ホームページへの統合に
より、スマートフォン対応な
ど、その機能が更に向上し
ています。今後も子育て世
帯への情報発信を更に推
進していきます。

3
1-
2-
2

3
子育てハンドブック
の作成・配付

子育ての不安や悩みが
少しでも解消できるよう
に、育児のアドバイス、
大田区の子どもや子育
てに関する事業を掲載
した手引書を作成・配布
します。

子育て支
援課

発行部数12,000部 発行部数12,000部 発行部数12,000部 発行部数12,000部 B

子育ての不安や悩みが少し
でも解消できるように、育児
のアドバイス、大田区の子ど
もや子育てに関する事業を
掲載した手引書を作成・配
布します。

発行部数12,000部 B

子育てハンドブックは、妊娠
期から学童期までの子ども
の成長に合わせた区の支
援策をまとめた冊子として、
区の子育て施策の発信の
役割を担っています。今後
も、子育て世帯への子育て
情報の発信を更に推進して
いきます。

4
1-
2-
3

4 児童館子育て講座
子育てに有益な知識を
得られる講座を開催しま
す。

子育て支
援課

（平成２７年度開催状況）
開催回数　５３回
参加人数　児童1383人
大人1410人　計2793人

57回実施し、2,925人参加
した。

開催回数　53回
参加人数　児童1,438人
　　　　　　　大人1,533人
　　　　　　　　 計2,971人

開催回数　53回
参加人数　児童1,438人
　　　　　　　大人1,602人
　　　　　　　　 計3,040人

B

各児童館で年に１回、幅広
い分野から講師を招き、講
座を実施する。
開催場所は、児童館に限ら
ず、区施設も活用する。
参加者は、児童館を利用し
ていない区民も対象にし、
地域の子育て支援のため
情報を発信する。

開催回数　55回
参加人数　児童1,587人
　　　　　　　大人1,738人
　　　　　　　　 計3,325人

B

地域の子育て拠点として、
広く情報提供を実施してき
たことが定着したと考える。
また、児童館を利用してい
ない世代にも認知され、児
童館外で実施する事業の
場合でも参加が定着してい
る。

4
1-
2-
4

○相談件数（6.533件）
○施設の視察を行った。認
証・小規模・認可私立・定
期利用・保育ママ・ショート
ステイ計５３施設
○保育サービスアドバイ
ザー出張相談の施設に4地
域庁舎を加え３６回実施し
た。
○ 子ども連れの保護者が
安心して相談ができるよう、
安全で衛生的な「キッズ
コーナー」（本庁舎）を配置
した。
○大田区内の保育施設
（児童館を含）が一覧できる
マップを作成し、利用者が
保育園選びをする参考資
料とした。

○相談件数：8,077件
○認証・小規模・認可私
立・定期利用・保育ママ・事
業所内保育所計66施設の
視察を実施。小規模保育
園については、視察後「小
規模ガイド」を作成した。
○出張相談　４６回実施。
需要の高い馬込地区につ
いては、馬込文化センター
にて定期的に4回実施し
た。
○ 夜間臨時相談窓口を7
日間開設。日中就労してい
る方に対しての相談業務の
充実を図った。
○大田区内の保育施設が
一覧できるマップを随時更
新し、利用者が保育園選び
をする参考資料とした。

○小規模・認可私立・企業
主導型など新規開設の施
設を中心に計44施設の視
察を計画。視察後報告書を
基に情報共有し相談業務
に活かす。
○出張相談　80回実施予
定。馬込文化センター調
布・大森地域庁舎・子育て
ひろば羽田・仲六郷にて定
期開催。
○昨年度のイトーヨーカドー
大森店での出張相談会に
加え、新たにマチノマ大森で
の相談会を実施予定。
○夜間相談窓口は毎月第
1火曜日と4月入園申請の
時期を中心に17日間開
設。日中就労している方へ
の相談業務充実を図る。
○区内保育施設の一覧
マップを随時更新、個別の
相談窓口で使用する出張
所管内ごとの地域マップも
活用する。

〇相談件数　9,809件
○小規模・認可私立・企業
主導型など新規開設の施
設を中心に計38施設の視
察を実施。
○出張相談　79回実施（コ
ロナの影響で未実施１回）
馬込文化センター、調布・
大森地域庁舎、子育てひろ
ば羽田・仲六郷にて定期開
催を実施。
○マチノマ大森での相談会
を実施。
○夜間相談窓口は毎月第
１火曜日と４月入園申請の
時期を中心に17日間開
設。日中就労している方へ
の相談業務充実を図った。
○区内保育施設の一覧
マップを随時更新し、個別
の相談窓口で使用する出
張所管内ごとの地域マップ
も活用することで利用者が
保育園選びをする参考資
料となった。

◎
1

（再
掲）

子未来
保育サービスアドバ
イザーによる相談
【利用者支援事業】

多様な教育・保育施設
や地域の子育て支援事
業等の情報提供及び相
談・助言を行います。

保育サー
ビス課

・4月～3月の相談件数は
目標件数より約28％上回る
7,057件であった。また、事
業案内リーフレット（630部
本庁、キッズな、児童館）、
両親学級用案内チラシ
（750枚　地域健康課）、出
張相談チラシ（2,480枚　特
別出張所、キッズな、児童
館、保育園、生活福祉課、
洗足区民センター）を配布
した。
・保育サービスアドバイザー
の出張相談を29回実施し
た。

○保育園の利用希望者数
の増加に応じて課内の体制
を整え、令和元年度の相談
件数は9,000件を超えるも
のとなった。
○出張相談は80回まで増
やし、区内すべてをカバー
できるようになった。
○30年度から開始した商
業施設型出張相談会は多
くの来場者を集めた。令和
元年度は会場を増やし、よ
り多くの世帯に向けてサービ
スを展開した。

4
（再掲）

B

○相談件数　8,776件
○小規模・認可私立・保育
ママ・企業主導型の計64施
設及び豊島区・港区のアド
バイザー窓口を視察。
○出張相談　80回実施。
需要の高い馬込や調布地
区については、馬込文化セ
ンターや地域健康課にて定
期的に実施。
○夜間臨時相談窓口は4
月入園受け付けの時期を
中心に18日間開設。日中
就労している方に対しての
相談業務の充実を図った。
○大田区内の保育施設が
一覧できるマップは随時更
新、新園の情報を盛り込む
ことで利用者が保育園選び
をする参考資料となった。

B
（再掲）

◎は重要施策 4 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

個別目標１－３　子育て家庭の地域交流の促進

◎ 1

子
ファミリールーム
【地域子育て支援
拠点事業】

児童館等を子育ての交
流の広場として乳幼児
親子に提供し、情報交
換や仲間作りを進めま
す。

子育て支
援課

乳幼児親子が気軽に利用
できる施設。
　58施設　261,742組

乳幼児親子が気軽に利用
できる施設。
　58施設　274,890組

29年度は28年度に続き11
施設の遊具等を拡充した。
乳幼児親子が気軽に利用
できる施設…58施設・
269881組利用

11施設の遊具等を拡充し
た。
乳幼児親子が気軽に利用
できる施設（57施設
273,942組利用）

B

地域子育て支援の拠点と
なるべく、これまで児童館の
利用対象者ではなかった世
代にも、広く児童館を利用し
てもらうため、施設整備を促
進する。

６施設の遊具等を拡充し
た。
乳幼児親子が気軽に利用
できる施設（55施設
246,284組利用）

B

児童館等の施設において、
子育て中の区民が相互交
流ができるよう、整備が進ん
だ。

4
1-
3-
1

◎ 2

子
子育てひろば
【地域子育て支援
拠点事業】

親子でゆったり過ごしな
がら、子育ての不安や
悩みを気軽に相談でき
る場所です。子育ての
情報を提供し、親子で
の交流を進めます。

子ども家
庭支援セ
ンター

・利用者数
キッズな大森　25,602人
キッズな洗足池　15,720人
キッズな蒲田　24,782人
キッズな六郷　15,883人
合計81,987人

・利用者数
キッズな大森　23,747人
キッズな洗足池　13,373人
キッズな蒲田　25,087人
キッズな六郷　16,971人
合計79,178人

延べの利用者数は、キッズ
な大森25,998人、キッズな
洗足池13,322人、キッズな
蒲田19,454人、キッズな六
郷16,033人、合計74,807
人。

・延べ利用者数
キッズな大森    23,390人
キッズな洗足池12,317人
キッズな蒲田　 20,029人
キッズな六郷   15,406人
合計　           71,142人

B

保護者が話しやすい雰囲気
の中、育児不安や悩みの相
談を受けることで、早期に子
育て家庭の孤立化及び養
育不安の解消を図り、虐待
未然防止みつなげる。

・延べ利用者数
キッズな大森  16,615人
キッズな洗足池10,598人
キッズな蒲田　 16,516人
キッズな六郷   14,349人
合計　           58,078人

B

保護者が話しやすい雰囲気
の中、育児不安や悩みの相
談を受けることで、早期に子
育て家庭の孤立化及び養
育不安の解消を図り、虐待
未然防止につなげることが
できた。
H 27～31　延べ利用者数
キッズな大森　115,352人
キッズな洗足池 65,330人
キッズな蒲田  105,868人
キッズな六郷　　78,642人
合計　　　　　 365,192 人

4
1-
3-
2

3 保育所の園庭開放

地域の子育ての拠点と
して認可保育所の園庭
を乳幼児親子に提供
し、情報交換や仲間づく
りを進めます。

保育サー
ビス課

認可保育所で親子が気軽
に立ち寄り遊べる場として園
庭を開放し、情報交換や仲
間つくりを図った。
園庭開放件数
・区立保育園　252件

○認可保育所で親子が気
軽に立ち寄り遊べる場として
園庭を開放し、情報交換や
仲間つくりを図った。
○園庭開放件数
・区立保育園　247件

利用者：167名

認可保育所で親子が気軽
に立ち寄り遊べる場として園
庭を開放し、情報交換や仲
間つくりを図った。
園庭開放件数
・区立保育園　149件

B

地域の子育ての拠点として
認可保育所の園庭を乳幼
児親子に提供し、情報交換
や仲間づくりを進める。

認可保育所で親子が気軽
に立ち寄り遊べる場として園
庭を開放し、情報交換や仲
間つくりを図った。
園庭開放件数
・区立保育園　192件

B

在宅の児童と保育園児との
関わりは、双方の運動機能
及び情緒面での発達に良
い効果があり、また育児の
情報交換や地域の子育て
世代で仲間づくりの場とも
なっている。
ついては、引き続きの事業
実施が必要である。

4
1-
3-
3

4 体験保育

家庭で育児をしている
方に、親子で保育所で
の遊びや子ども同士の
交流を体験する機会を
提供します。

保育サー
ビス課

子どもの年齢や興味に沿っ
た楽しい遊びや子ども同士
のふれあいの体験を実施し
た。
体験保育件数
・区立保育園　107件

○子どもの年齢や興味に
沿った楽しい遊びや子ども
同士のふれあいの体験を実
施した。
○体験保育件数（育児応
援事業実績）
・区立保育園　239件
（特別養護老人ホームや老
人いこいの家などを訪問し、
交流を図った。）

参加者：２３４名
○主な相談内容：乳幼児の
食事や生活、健康管理など
育児全般に関すること

参加者：163名
○主な相談内容：乳幼児の
食事や生活、健康管理など
育児全般に関すること
○体験保育件数（育児応
援事業実績）
・区立保育園　214件
（特別養護老人ホームや老
人いこいの家などを訪問し、
交流を図った。）

B

育児応援事業（保育体験・
子育て相談・情報提供）を
通じて、子育て支援を実施
する。

○主な相談内容：乳幼児の
食事や生活、健康管理など
育児全般に関すること
○体験保育件数（育児応
援事業実績）
・区立保育園　418件
（特別養護老人ホームや老
人いこいの家などを訪問し、
交流を図った。）

B

本事業は、保育園を知る
きっかけづくりとなるだけでな
く、子育ての悩みを気軽に
相談できるものとして、徐々
に認知されてきており、今後
も力を注いでいく必要があ
る。

4
1-
3-
4

5 地域の子育て支援
地域の中での育児グ
ループ活動を支援しま
す。

福祉管理
課

子育て支援部会、児童福
祉部会、主任児童委員部
会の3部会を中心に各18地
区による子育て支援、親子
交流活動を実施、または児
童館の祭りへの参加や区乳
幼児健診の補助等による子
育て支援

子育て支援部会、児童福
祉部会、主任児童委員部
会の3部会を中心に子育て
支援、親子交流活動を実
施。また、児童館の祭りへ
の参加や区乳幼児健診の
補助等による子育て支援を
実施。（18地区で実施）

子育て支援部会、児童福
祉部会、主任児童委員部
会の3部会を中心に子育て
支援、親子交流活動を実
施。また、児童館の祭りへ
の参加や区乳幼児健診の
補助等による子育て支援を
実施。（18地区で実施）

子育て支援部会、児童福
祉部会、主任児童委員部
会の3部会を中心に子育て
支援、親子交流活動を実
施。また、児童館の祭りへ
の参加や区乳幼児健診の
補助等による子育て支援を
実施。（18地区で実施）

B

民生委員・児童委員協議
会における３部会（子育て
支援部会、児童福祉部会、
主任児童委員部会）の活
動を支援し、子育て支援の
向上を図る。

子育て支援部会、児童福
祉部会、主任児童委員部
会の３部会を中心に子育て
支援、親子交流活動を実
施。また、児童館の祭りへ
の参加等による子育て支援
を実施。（18地区で実施）

B

概ね計画通りに実施でき
た。
今後も継続して支援を実施
する。

4
1-
3-
5

◎は重要施策 5 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

個別目標１－４　子育てをサポートする地域のネットワークの充実

◎ 1

子
ファミリー・サポート・
センター事業
【ファミリー・サポー
ト・センター事業】

育児の手伝いをしてほし
い人（利用会員）と育児
の手伝いをしたい人（提
供会員）の両者を会員と
し、援助活動により仕事
と育児の両立や子育て
する家庭の育児を支援
します。

子ども家
庭支援セ
ンター

・会員数　提供会員　701
人　利用会員　3,006人
合計　3,707人　援助活動
数12,218件　提供会員養
成講座実績　4回　修了者
113人

・会員数　提供会員　707
人　利用会員3,158人　合
計　3,865人　援助活動数
12,674件　提供会員養成
講座実績　4回　修了者96
人

・会員数　提供会員708人
利用会員3,303人　合計
4,011人　援助活動数
12,766件　提供会員養成
講座実績4回　修了者100
人

・会員数　提供会員725人
利用会員3,451人　合計
4,176人　援助活動数
13,193件　提供会員養成
講座実績4回　修了者96
人

B

援助活動によって、仕事と
育児の両立や子育て中の
家庭の育児支援を行ってい
るが、様々な利用会員の需
要を満たすためには、提供
会員の登録数が引き続き
不足している。提供会員養
成講座を４回実施し、提供
会員の育成に取り組む。

・会員数　提供会員703人
利用会員3,548人　合計
4,251人　援助活動数
12,550件　提供会員養成
講座実績４回　修了者69
人

B

利用会員の需要を満たす
ため、提供会員を育成する
養成講座を計画どおり開催
し、登録者数の増加を図っ
た。援助活動により仕事と
育児の両立や子育て中の
家庭の育児支援に取り組ん
だ。
平成27～31会員数724人
増、うち提供会員44人増、
利用会員768人増となっ
た。援助活動は延べ
63,401件、提供会員養成
講座は20回開催した。

4
1-
4-
1

2
民生委員・児童委
員協議会との連携

子育てに関する相談・
虐待等に関する通報を
受けて、地域と連携して
課題を解決します。

福祉管理
課

子ども・子育てに関する相
談件数　357件
要保護児童の発見の報告・
仲介　　54件

子ども・子育てに関する相
談件数　268件
要保護児童の発見の報告・
仲介　　 47件

子ども・子育てに関する相
談件数　229件
要保護児童の発見の報告・
仲介　  35件

子ども・子育てに関する相
談件数　195件
要保護児童の発見の報告・
仲介　 39件

B

児童相談所、子ども家庭支
援センター等の関係機関と
連携を取りながら、地域の
子育てに関する相談対応に
努めていく。

子ども・子育てに関する相
談件数　175件
要保護児童の発見の報告・
仲介　 30件

B

概ね計画通りに実施でき
た。
地域の子育てに関する相
談対応件数は年々減少し
ているが、個別課題におけ
る児童相談所、子ども家庭
支援センター等との連携は
より強化する必要があるた
め、今後も継続して取り組
んでいく。

4
1-
4-
2

3
子育てすくすくネット
事業

児童館等を活用し、地
域の子育て支援ネット
ワークの拡大を図りま
す。

子育て支
援課

地域の方々にすくすくネット
員として登録していただき、
児童館を中心に、子どもの
話し相手、行事への参加、
生活や登下校の安全見守
り等の活動を行った。
（すくすくネット員登録状況）
５３施設　９０８名　　※平成
２７年度末現在

「子育てすくすくネット員」
は、53施設で923名が登録
した。

「子育てすくすくネット員」
は、52施設で891名が登録
した。

「子育てすくすくネット員」
52施設、899名が登録。
（平成30年４月１日現在）

B

地域の方に「すくすくネット
員」を広く周知し、児童館を
中心に地域での子育て支
援を拡充させていく。

「子育てすくすくネット員」
52施設、885名が登録。
（平成31年４月１日現在）

B

行事への参加や、子どもた
ちの話し相手など、参加い
ただく内容は多岐にわたる
が、多くの地域の方に登録
いただけた。

4
1-
4-
3

4
子育て力向上支援
事業

子育てに悩む乳幼児を
持つ親達が相互に学び
合うグループを支援する
人材（ファシリテーター）
を養成し、親支援のため
のプログラムを子ども家
庭支援センターや児童
館などで実施します。

子ども家
庭支援セ
ンター

子育て支
援課

・親支援グループワーク　実
施回数　12回　参加者数
118人
・ファシリテーター養成講座
参加者数　区職員8人　区
民4人　計12人

・親支援グループワーク　実
施回数　12回　（試行３週
コース２回含む）参加者数
118人

・親支援グループワーク
実施回数　13回
（試行３週コース２回含む）
参加者数１２４人

・ファシリテーター養成講座
参加者数　区職員12人
区民0人　計12人
・親支援プログラム
実施回数　13回
（試行３週コース２回含む）
参加者数125人

B

育児支援と虐待の未然防
止を図るため、親支援プロ
グラムを16回実施します。
（６日コース８回・３日コース
８回）

・親支援プログラム
実施回数　16回
（６日コース８回・３日コース
８回）
参加者数147人

B

子育てに悩む乳幼児を持
つ親達が相互に学び合うグ
ループを支援する人材
（ファシリテーター）を養成し
た。平成27～31　延べ24
人。また、親支援のための
プログラムを実施。延べ66
回（6日コース52回・3日
コース14回）、632人プログ
ラムの参加者へのアンケー
トから、子育てに前向きにな
れたなど育児支援と子育て
力の向上につながった。

4
1-
4-
4

◎は重要施策 6 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

基本目標２　仕事と子育ての両立を支援します

個別目標２－１　保育サービス等の充実・整備

◎ 1

子・未来
私立（認可）保育園
の整備支援
【教育・保育の確
保】

認可保育所の入所希望
者の増加や待機児童の
状況を踏まえ、多様な
ニーズに応える保育
サービス基盤の拡充を
進めるため、民間事業
者による認可保育所の
新規開設を支援しま
す。

保育サー
ビス課

キッズガーデン大森駅前
(大森北１丁目）
馬込ここわ保育園（南馬込
１丁目）
グローバルキッズ大森西園
(大森西２丁目）
の３か所を整備した。

〇私立認可保育所９カ所を
整備
・ポピンズナーサリースクー
ル馬込
・蒲田保育専門学校ふぞく
　糀谷駅前保育園
・ベネッセ西馬込保育園
・にじいろ保育園南馬込
・はぐはぐキッズ洗足池
mother
・ケンパ西馬込≪認可化≫
・くがはらさくらさくほいくえん
　≪認可化≫
・美奈見ここわ保育園
・キッズラボ蒲田園

増加した待機児童解消のた
め、当初計画を変更して私
立認可保育所22施設を新
規に整備した。

開園時期
平成29年６月　1施設
平成29年７月　1施設
平成29年10月　1施設
平成30年４月　18施設
平成30年５月　1施設

待機児童解消のため、私立
認可保育所24施設を新規
に整備した。

開園時期
平成30年10月　1施設
平成31年４月　22施設
平成31年６月　1施設

A

認可保育所への入所希望
者の増加や待機児解消の
ため、認可保育所を16か所
整備し、保育サービス基盤
の拡充を図る。

待機児童解消のため、私立
認可保育所15施設を新規
に整備した。
また事業者変更に伴い１園
の改築を行った。

【新規整備】
開園時期
令和元年10月　１施設
令和２年４月　13施設
令和２年６月　１施設

【改築】
令和２年４月　１施設

B

〇５年間で74施設整備し、
保育定員を約4,600人拡充
した。
〇就学前人口及び保育所
申込の増加を受け、整備計
画を前倒しする等積極的に
整備を進め、令和２年4月
には待機児童数は35名ま
で減少した。

5
2-
1-
1

2-
1-
2

◎ 3

子未来
認証保育所の整備
支援
【教育・保育の確
保】

長時間保育や駅からの
利便性などのニーズに
応えるため、民間事業
者による認証保育所の
新規開設や保育の質の
向上を支援します。

保育サー
ビス課

チャレンジキッズ北千束園
（北千束２丁目）
ヒューマンアカデミー蒲田保
育園（西蒲田8丁目）
ナーサリーベリーベア大森
西（大森西３丁目）
の３か所を整備した。

〇認証保育所１カ所を整備
・羽田空港第２アンジュ保
育園

平成30年度７月開園予定
として認証保育所１施設を
新規に整備した。

認証保育所2施設を新規に
整備した。

開園時期
平成31年４月　2施設

B

多様な保育ニーズに応える
ため、民間事業者による認
証保育所の新規開設や保
育の質の向上を支援する。

事業者からの提案がなかっ
たため、新規開設は行って
いない。事業者変更を１施
設行った。

B
５年間で７施設整備した。ま
た、保育の質の向上を図
り、認可化移行を支援した。

5
2-
1-
3

保育ルームOhana大森西
園(大森西３丁目）
こどもが丘保育園雑色園
(仲六郷２丁目）
このえ鵜の木小規模保育
園（鵜の木２丁目）
このえ雑色小規模保育園
（南六郷２丁目）
こどもが丘保育園東矢口園
（東矢口３丁目）
チャレンジキッズ長原園（上
池台１丁目）
キャリー保育園田園調布
（田園調布２丁目）
小鳩スマート保育所北馬込
（北馬込２丁目）
ディルーカ保育園新蒲田園
（新蒲田１丁目）
キッズラボ西馬込園（西馬
込２丁目）
保育ルームOhana梅屋敷
駅前園（大森西６丁目）
の１１か所を整備した。

〇小規模保育所4カ所を整
備
・こどもケ丘保育園平和島
園
・このえ石川台小規模保育
園
・BaBy Pearl Nursery
・ぽれぽれ保育園西蒲田

地域型保育事業である小
規模保育所２施設、事業所
内保育所１施設を新規に整
備した。

卒園後の受け皿等となる、
連携園が確保できる計画を
推進する。

17施設の小規模保育所に
対し、46施設の連携施設を
確保した。

C◎ 2

子未来
小規模保育所の拡
充支援
【教育・保育の確
保】

低年齢児の待機児解消
を進めるため、民間事
業者による定員19人以
下の小規模保育所の新
規開設や保育の質の向
上を支援します。

保育サー
ビス課

卒園後の受け皿となる、連
携園が確保できる計画がな
かったため、整備を見送っ
た。

A

○5年間で17施設の小規
模保育所を整備し、保育定
員を約270人拡充した。
○全ての施設の卒園後の
受け皿となる連携園の確保
に向けて取り組んだ。

5

◎は重要施策 7 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 4

子未来
定期利用保育事業
の充実支援
【教育・保育の確
保】

パートタイムなどの多様
な就労形態や、ライフス
タイルに対応した定期利
用保育事業を推進しま
す。

保育サー
ビス課

定期利用保育専用施設は
計5施設において実施。延
べ1,147人の受け入れを
行った。

○平成28年度の私立認可
保育所に併設した定期利
用保育施設の利用状況は
以下のとおり。
・施設数　　11施設
・利用人数　13,710人
○定期利用保育専用施設
で実施した。
・施設数　　５施設
・利用人数　1,325人

29年４月の新規開設園の
空き定員を利用し、定期利
用保育を３か所開設して実
施した。
実施施設：ケンパ西馬込、
美奈見ここわ、くがはらさくら
さく

31年４月の新規開設園の
空き定員を利用し、定期利
用保育事業を８施設で実施
した。

B

多様な保育ニーズや低年
齢の待機児童に対応するた
め、認可保育所の空き定員
等を定期利用保育事業に
活用する。

31年４月の新規開設園の
空き定員も利用し、令和元
年度は定期利用保育事業
を計16施設において実施。
延べ13,476人の受け入れ
を行った。

B

定期利用保育専用施設の
整備とともに、新規開設園
の空き定員を活用し、定期
利用保育事業を実施し、多
様な保育ニーズへの対応
や低年齢児の待機児解消
に取り組んだ。
また、年間延利用数は増加
傾向にある。次年度も地域
のニーズにあわせて、引き
続き受け入れ可能施設で
保護者支援の継続に取り組
んでいく。

4
2-
1-
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◎ 5

子未来
家庭福祉員（保育
ママ)制度の充実
【教育・保育の確
保】

2歳未満の乳児を対象
に、家庭福祉員（保育マ
マ）が、自宅又はグルー
プ保育室で実施する保
育事業を推進します。ま
た、グループ保育室の
整備を進めます。

保育サー
ビス課

・増加する保育ニーズに対
応するため、平成28年１月
１日に下丸子グループ保育
室を開設（定員：家庭福祉
員３人、受託児９人）した。

・家庭庭福祉員に対して家
庭福祉員基礎研修を開催
（3日間コース2回、第1回
9/19・20・26　参加者28
人　　第2回1/23・30・31
参加者24人）した。

・区立保育園の嘱託医によ
る受託児に対する定期健
康診断を実施した。

・区立直営園による代替保
育を開始した。

○平成29年１月１日に中馬
込グループ保育室を開設
（定員：家庭福祉員３人、
28年度中受託児4人）し
た。
○5人を家庭福祉員として
新規認定した（平成29年3
月末時点家庭福祉員53
人）。
○家庭福祉員の資質向上
を目的とした研修を実施し
た。
・家庭的保育者認定研修）
・前期研修（受託時の健
康・安全衛生等）
・後期研修（保育の理論と
実践、健康・安全衛生等）
○区立保育園の嘱託医に
よる受託児に対する定期健
康診断を実施した（対象児
童131人）。

平成29年度中の開設には
至らなかった。

グループ保育室に適した区
施設の該当がなかったた
め、開設には至らなかった。
候補地調査は継続して実
施している。

○グループ保育室に適した
区施設がなかったことから、
30年度中の開設には至ら
なかった。

○家庭福祉員の資質向上
を目的とした研修を実施。
前期（食事と栄養・事故と
対策）
後期（安全衛生・保護者と
のコミュニケーション・環境
づくり）

C

グループ保育室については
現行８施設での保育を継続
するとともに、家庭福祉員に
対して保育能力の向上を目
的とした研修を実施する。

〇家庭福祉員の資質向上
を目的とした研修を実施。
前期（健康・栄養・安全衛
生・心肺蘇生法）
後期（リスクマネジメント）
〇子ども子育て支援法に基
づく家庭的保育事業につい
てのアンケートを実施。

B

○家庭福祉員の保育能力
向上を目的とし、年２回以
上の研修を実施。
○27年度、28年度に各１
か所のグループ保育室を開
設し、全８か所となったが、
その後は適した区施設の該
当がなく開設には至ってい
ない。

4
2-
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◎ 6

子
認定こども園
【教育・保育の確
保】

民間事業者による認定
こども園の新規開設を
支援します。

保育サー
ビス課

(実績なし) (実績なし)
平成29年度中の開設には
至らなかった。

開設の支援に向け、他自治
体（新宿区、品川区）への
視察を行う等、情報収集に
取り組んだ。
あわせて、各区の状況を調
査し、課題の整理を行っ
た。

B

民間事業者による認定こど
も園の新規開設に向けて、
情報収集等支援の取組み
を行う

他自治体等の情報収集を
行ったが、新規開設の提案
がなかったため、実績はな
かった。

C

既実施の自治体での状況
や実施に至った経緯、現状
における課題等をヒアリング
することができた。これらを
今後の検討材料として、引
き続き開設支援に取り組ん
でいく。

3
2-
1-
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◎ 7

子
事業所内保育所開
設等の支援
【教育・保育の確
保】

区内事業所の従業員が
育児と仕事を両立でき
るよう事業所内保育所
の開設等の企業の取り
組みを支援します。

保育サー
ビス課

事業所内保育室の開設に
向けた支援を行った。
支援した事業所　２事業所

〇事業所内保育所２カ所を
整備
・てくてく保育園
　　　【東京工業大学】
・ヤクルト新蒲田
　　　【東京ヤクルト販売】

事業所内保育所１施設に
ついて、次年度に新規開園
に向けて整備した。

開園時期
平成30年4月１日

平成30年度中の開設には
至らなかった。

C

区内事業所の従業員が育
児と仕事を両立できるよう
事業所内保育所の開設等
の企業の取り組みを支援す
る。

事業者からの提案がなかっ
たため、新規開設は行って
いない。

B

５年間で３施設の事業所内
保育所の開設を支援した。
地域枠の保育定員を16人
確保し、待機児解消に取り
組んだ。

4
2-
1-
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◎は重要施策 8 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 8

子
時間外保育
【時間外保育事業】

就労等で通常の開園時
間を超えて保育を必要
とする人に対応する時
間外保育（延長保育）
事業を実施します。

保育サー
ビス課

区立保育園　49園
月極利用児童　2,879人
スポット延長保育延べ利用
児童　7,226人

私立保育園　55園

区立保育園47園
月極め延べ利用児童
7,116人
スポット延長保育延べ利用
児童
10,624人

区立保育園　　４５施設
私立保育園　　７３施設

区立保育園43園
月極利用児童数
6,151人
スポット延長保育利用児童
数
9,714人

B
区立保育園　41施設
私立保育園119施設

区立保育園　41園
月極延長利用児童数
　延　5,581人
スポット延長利用児童数
　延　9,255人

B

認可保育園のほぼ全園で
実施されており、保護者の
多様な就労実態に合わせ
ながら開所時間内に児童を
迎えにくることのできない世
帯には必要なサービスであ
る。
特に、３歳以上の延長保育
についてはほぼ定員を満た
している状況にある。

4
2-
1-
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◎ 9

子
一時預かり保育
【保育所等における
一時預かり事業】

家庭において、緊急また
は一時的に保育が困難
となった児童を、区内保
育施設等で保育しま
す。また、地域子育て支
援拠点等で保護者の用
事やリフレッシュ等に利
用できる一時預かり事
業を実施します。

保育サー
ビス課

子ども家
庭支援セ
ンター

子育て支
援課

認証・指定保育室（緊急保
育）延べ利用日数　1,823
人

区立保育園（緊急一時保
育）延べ利用人数　136人

私立保育園（一時預かり事
業）１施設　延べ利用人数
２人

私立保育園（定期利用保
育）13施設　延べ利用人数
14,607人

私立保育園（緊急一時保
育）12施設　延べ利用人数
361人

小規模保育所２施設　延べ
利用人数　18人

・保育室サン御園3,311人
・キッズな大森一時保育室
3,388人
・キッズな六郷一時保育室
1,411人
＜区立保育園＞
○緊急一時保育事業
・施設数　　47施設
・利用人数　148人
＜私立保育園＞
○一時預かり事業
・施設数　　２施設
・利用人数　40人
○緊急一時保育事業
・施設数　　16施設
・利用人数　495人
＜小規模保育所＞
○一時預かり事業
・施設数　　２施設
・利用人数　４人

（延べ利用人数）
①保育室サン御園4,054人
②キッズなルーム大森一時
保育室4,167人
③キッズなルーム六郷一時
保育室2,378人
④おおたみんなの家　18人
⑤糀谷駅前保育園　 178
人
⑥クオリスキッズくがはら保
育園 実績なし

（延べ利用人数）
①保育室サン御園3,305人
②キッズなルーム大森一時
保育室3,415人
③キッズなルーム六郷一時
保育室1,391人
④糀谷駅前保育園130人
⑤クオリスキッズくがはら保
育園 　実績なし
⑥萩中児童館160人

B

引き続き多様な保育ニーズ
に対応するため、6か所の
保育施設（保育室サン御
園、キッズな大森一時保育
室、キッズな六郷一時保育
室、クリオスキッズくがはら
保育園、糀谷駅前保育園、
萩中児童館）で要件を問わ
ない一時預かりを実施す
る。

（延べ利用人数）
・保育室サン御園3,243人
・キッズなルーム大森一時
保育室2,968人
・キッズなルーム六郷一時
保育室1,355人

＜私立保育園＞
・糀谷駅前保育園121人
・クオリスキッズくがはら保育
園 11人
＜区立保育園＞
・緊急一時保育事業
施設数　　47施設
利用人数　148人

・萩中児童館619人

B

家庭において緊急的または
一時的に保育が困難となっ
た児童の保育を行った。ま
た、保護者のリフレッシュや
用事のため等要件を問わな
い一時預かりを行い多様な
保育ニーズに対応した。
私立保育園（糀谷駅前保
育園、クリオスキッズくがは
ら保育園）については、定員
数に見合うスペースと職員
数の確保が前提であり、事
業として継続的に実施する
園を増やしていくことが課題
でもある。
一方で、私立保育園での年
間延利用数は増加傾向に
ある。次年度も地域のニー
ズにあわせて、引き続き一
時預かり事業の受け入れ可
能施設で保護者支援の継
続に取り組んでいく。

4
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◎ 10

子
病後児保育
【病児・病後児保育
事業】

病気や怪我等により保
育園等に通えない児童
を、医療機関等に併設
された専用スペース等
で保育します。

保育サー
ビス課

事業委託施設数５施設（総
定員29人）、利用児童数
3,885人
利用実績内訳：病後児保
育ルームアリエル（391
人）、OCFC病後児保育室う
さぎのママ（2,155人）、キッ
ズメディカルステーション
（861人）、病後児保育室ラ
イオンのこどもべや（398
人）、山崎こじか園（80人）
28.4月新規事業委託ろくご
う病後児保育室へ開設準
備補助を行う。

○28年4月1日にろくごう病
児保育室が開設し、事業委
託施設数は計6施設、総定
員33人、利用児童数4,560
人となった。
※利用実績内訳：病後児
保育ルームアリエル（349
人）、OCFC病後児保育室う
さぎのママ（2,274人）、キッ
ズメディカルステーション
（940人）、病後児保育室ラ
イオンのこどもべや（463
人）、山崎こじか園（62人）、
ろくごう病児保育室（472
人）

（延べ利用人数）
①ｱﾘｴﾙ315名、②うさぎの
ママ2,963名、
③ｷｯｽﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ1,123名、
④ライオンこどもべや448
名、⑤ろくごう812名、⑥山
崎こじか62人　計5,723名
また、次年度新規開設案
件２施設に対して開設経費
の補助を行った。

○30年4月1日に大森医師
会病児保育室、7月1日にう
さぎのママⅡの２施設が新
規開設した。
○既存施設の定員増を実
施し、総定員52人となっ
た。
○次年度新規開設１施設
に対して開設経費の補助を
行った。

B

・新規開設１施設を含め、９
施設（総定員70人）で事業
を実施する。
・利用実績に基づく需要を
勘案し、定員数の拡充を図
り、児童が病気でも仕事を
休めない保護者の就労を
支援する環境の整備を目
指す。

〇元年５月１日に病児保育
室ドリーミーキッズが新規開
設した。
〇既存施設の定員増を実
施し、総定員70人となっ
た。
〇元年度延べ利用人数が
8,854人となった。

B

27年度５施設（定員29人）
利用実績3,885人から元年
度９施設（定員70人）実績
8,854人と増加。保育所の
整備・定員の拡充に伴い、
今後も潜在的な保育需要
があるものと見込まれる。新
規開設には医療機関等の
主体的関与が必須であるた
め、関係各所との連携強化
を図る。
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◎は重要施策 9 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 11

子
ショートステイ・トワイ
ライトステイ
【子育て短期支援
事業】

ショートステイ：宿泊型一
時保育サービスを実施
します。
トワイライトステイ：夜間
一時保育サービスを実
施します。

子ども家
庭支援セ
ンター

・ショートステイ：利用者延
べ487人
・トワイライトステイ：利用者
延べ683人
・送迎サービス：利用者延
べ944人

・ショートステイ：利用者延
べ447人
・トワイライトステイ：利用者
延べ
　358人
・送迎サービス：利用者延
べ587人

・ショートステイ：利用者延
べ８０６人
・トワイライトステイ：利用者
延べ
　７４６人
・送迎サービス：利用者延
べ1,194人

・ショートステイ：利用者延
べ580人
・トワイライトステイ：利用者
延べ
　1,391人
・送迎サービス：利用者延
べ1,272人

B

保護者が児童を養育するこ
とが困難になった場合に備
え、ニーズの変化に対応し
ながら引き続き現在の提供
体制を継続していく。

・ショートステイ：利用者延
べ819人
・トワイライトステイ：利用者
延べ
　1,267人
・送迎サービス：利用者延
べ1,395人

B

保護者が児童を養育するこ
とが困難になった場合に対
応し、在宅サービスを提供
した。
（延べ利用人数）
平成27～31年度
・ショートスティ　　3,139人
・トワイライトスティ　4,445人
・送迎サービス　　　5,392
人
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◎ 12

子
私立幼稚園預かり
保育事業
【幼稚園における一
時預かり事業】

私立幼稚園が実施す
る、在園児を対象とした
預かり保育事業を支援
します。

教育総務
課（私学
行政担
当）

私立幼稚園43園で実施し
た。
前年度と比べて、始業前実
施で4校、教育終業後実施
で1校、冬季休業で2校、春
季休業で1校、それぞれ実
施校が増加した。

私立幼稚園43園で実施し
た。
前年度と比べて、始業前実
施で3園、春季休業で2園、
夏季休業で3園、冬季休業
で3園、それぞれ実施園が
増加した。

私立幼稚園45園で実施し
た。
前年度と比べて、始業前実
施で２園、春季休業で１園、
夏季休業で５園、冬季休業
で２園、それぞれ実施園が
増加した。

私立幼稚園45園で実施し
た。
前年度と比べて、始業前実
施で2園、春季休業で1園、
夏季休業で1園、それぞれ
実施園が増加した。

B
実施園の増加、実施時間
の増加、長期休業期間での
実施園の増加を目指す。

私立幼稚園45園で実施し
た。
前年度と比べて、始業前実
施で１園、春季休業で１園、
夏季休業で２園、冬季休業
で２園、それぞれ実施園が
増加した。

B

私立幼稚園預かり保育事
業は、実施園数のほか、始
業前及び長期休業期の実
施園数が着実に増加してき
ており、待機児解消の一助
となっている。今後も引き続
き事業の充実を図る。
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◎ 13
未来
区立保育園の改
築・改修

耐震診断結果に基づく
耐震改修や、老朽化し
た保育園の改築・改修
を進め、良好な保育環
境を整備します。

子育て支
援課

保育サー
ビス課

・東蒲田保育園の耐震改
修工事について、３月に竣
工した。
・六郷保育園の改築につい
て、３月に竣工し、５月に新
園舎へ移転した。
・仲六郷保育園の改築につ
いて、設計に着手した。
・羽田保育園の改築につい
て、10月に仮設園舎に移
転し、３月に基本設計を完
了した。

・六郷保育園の改築が完了
し、５月に新園舎へ移転し
た。
・仲六郷保育園の改築につ
いて、10月に仮設園舎へ
移転し、12月に実施設計が
完了した。
・羽田保育園の改築につい
て、12月に複合施設の実
施設計が完了した。
・新蒲田保育園の改築につ
いて、3月に複合施設の基
本計画が策定された。

・仲六郷保育園の改築工
事について、6月に着工し
た。
・羽田保育園の改築をにつ
いて、仮称羽田四丁目複
合施設建設の一環として6
月にに着工した。
・新蒲田保育園の改築につ
いて、仮称新蒲田一丁目
複合施設建設の一環とし
て、3月に基本設計を完了
した。

・羽田保育園の改築工事に
ついて、10月に竣工し、11
月に仮設園舎から新園舎
へ移転した。
・仲六郷保育園の改築工
事について、10月に竣工
し、11月に仮設園舎から新
園舎へ移転した。
・新蒲田保育園の改築工
事について、（仮称）新蒲田
一丁目複合施設の実施設
計を行った。また、５月に仮
設園舎へ移転し、旧園舎を
含む大田区民センターの解
体工事に着手した。

B

・新蒲田保育園の改築工
事について、（仮称）新蒲田
一丁目複合施設建設の一
環として、33年度の竣工を
目指し、12月に旧園舎（大
田区民センター）の取壊し
工事を完了し、建設工事に
着手する。

新蒲田保育園の改築
（仮称）新蒲田一丁目複合
施設建設の一環として、令
和３年度の竣工を目指し、
12月に旧園舎の取壊しを
完了し、建設工事に着手し
た。

大森西保育園の改築
（仮称）大森西二丁目複合
施設の整備計画の検討を
関係部局とともに行い、基
本設計に着手した。

B

保育園等改築基本計画に
基づき、保育園の耐震改修
及び改築を行った。
今後は着手済みの工事や
計画を進めるとともに、新た
な改築計画を策定し、保育
園舎の改修及び改築を進
める。
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◎は重要施策 10 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 14
未来
区立保育園の拠点
機能強化

地域の保育水準の向上
のため、18の区立拠点
園を中心として、家庭福
祉員への訪問支援、認
証保育所、小規模保育
所等との交流保育、拠
点園での公開保育研修
など、保育連携推進事
業を実施します。

保育サー
ビス課

・家庭福祉員訪問支援は
月に2回程度実施。訪問回
数1,030回、来園支援260
回
・認証、小規模保育所、定
期利用保育室交流訪問は
2ヶ月に1回程度実施。訪
問回数308回、来園交流
290回
・公開保育研修は20回実
施。参加人数４９６人
・地域保育施設会議年2回
（36回）実施。参加人数
449人

○家庭福祉員訪問支援訪
問回数1,101回、来園回数
は312回　　　　　　　○保育
施設への交流訪問回数は
349回、その他の交流回数
は314回　　　○私立保育
園交流は204回　　　　　○
公開保育研修は20回実
施。参加人数483人
○地域保育施設会議年2
回(36回)実施。参加人数
435人

○家庭福祉員49名への訪
問支援1068回　（1名平均
21回）、来園支援３７６回
（１名均7.6回）
○小規模、事業所内、認証
保育所、定期利用保育室８
０施設との交流保育３８６回
（1施設4.8回）
○私立保育園75施設との
交流保育252回（1施設3.3
回）
○公開保育研修18回実
施、参加者数487名
○地域会議36回実施、参
加者数延べ553名

○家庭福祉員45名への訪
問支援942回（1名平均
20.9回）、来園支援344回
（1名平均7.6回）
○小規模、事業所内、認証
保育所、定期利用保育室
85施設との交流保育288
回（1施設3.3回）
○私立保育園97施設との
交流保育366回（1施設3.7
回）
○公開保育研修18回実
施、参加者数495名
○地域会議36回実施、参
加者数延べ628名
○区立保育園庭の運動会
場としての提供システムの
構築

B

○家庭福祉員支援-大田
区家庭福祉員として認定し
ている保育ママについて、
担当者が定期的に訪問す
ることでサポートを行う。
○認証保育所等交流-認
証保育所・小規模保育所・
事業内保育所・定期利用
保育施設など主に低年齢
児を対象とした保育施設に
ついては定期的に交流訪
問を行う。
○私立園との交流事業-地
域会議での情報交換や公
開保育での交流事業を行
う。
○公開保育研修は保育交
流のきっかけとするため実
施する。
○地域の保育施設が運動
会の会場として19園の園庭
及び遊戯室の提供を実施
する。

○家庭福祉員40名への訪
問支援792回（1名平均
19.8回）、来園支援228回
（1名平均5.7回）
○小規模、事業所内、認証
保育所、定期利用保育室
80施設との交流保育343
回（1施設4.3回）
○私立保育園122施設との
交流保育452回（1施設3.7
回）
○公開保育研修18園実
施、参加者数503名
○地域会議36回実施、参
加者数延べ692名
○区立保育園庭の運動会
場としての提供システムの
構築

B

○認証保育所などの施設
来園・交流は、平均609回
お互いの保育を観あうことで
保育水準向上につながっ
た。令和元年度は650回を
超える見込み。
○18拠点園で実施する公
開保育・地域会議では参加
者が450人から670人に増
加したことにより地域施設の
連携に貢献。
○運動会場としての園庭及
び遊戯室の提供には、各保
育施設からの問合せもあ
り、今後保育の場所の確保
につなげていく。

4
2-
1-
14

15 休日保育

年末年始を除く日曜
日、祝祭日に保護者が
就労の為家庭で保育出
来ない児童を、認可保
育所で保育します。

保育サー
ビス課

認可保育所で休日保育を
実施した。
休日保育件数
・区立保育園　78件
・私立保育園　123件

○認可保育所で休日保育
を実施した。
○休日保育件数
・区立保育園　46件

利用日：日曜日、祝日、祭
日（年末年始12/29から
1/3は除く）
利用実績件数：107名

○認可保育所で休日保育
を実施した。
○休日保育件数
・区立保育園　116件

B

日曜日、祝日（年末年始
12/29から1/3は除く）に認
可保育所８施設で実施す
る。

○認可保育所で休日保育
を実施した。
○休日保育件数
・区立保育園　323件

B

利用状況は、昨年度大型
連休による大幅な利用増と
なったが、それ以外の各年
で大きな変化はなく、ニーズ
に対して的確に対応できて
いる。
平成30年度から実施した
時間延長は、利用者からも
好評である。
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16 年末保育

12月29・30日に保護者
が就労等のため家庭で
保育ができない児童を、
認可保育所で保育しま
す。

保育サー
ビス課

認可保育所で年末保育を
実施した。
年末保育人数
・区立保育園　195人

○認可保育所で年末保育
を実施した。
○年末保育人数
・区立保育園　149人

年末保育申込実績：１２月
29日：103名、１２月30日：
44名
合計147名（平成29年度は
私立保育園７園でも実施。
うち12/29は30名、12/30
は9名）

○認可保育所で年末保育
を実施した。
○年末保育人数
・区立保育園　88人

B
12月29日、30日の二日
間、認可保育所6園で年末
保育を実施する。

○認可保育所で年末保育
を実施した。
○年末保育人数
・区立保育園　67人

B

年末に就労のため家庭で
保育ができない保護者の
ニーズに対応できている。
また、利用人数については
実施曜日（土日）によって増
減があるが、毎年一定程度
の利用があることから、今後
も継続していく。
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17 休日デイサービス
日曜・祝祭日の日中に
おける保育サービスを実
施します。

子ども家
庭支援セ
ンター

・休日ディサービス：利用者
延べ218人

・休日ディサービス：利用者
延べ285人

・休日デイサービス：利用者
延べ３２６人

・休日デイサービス：利用者
延べ482人

B

保護者が児童を養育するこ
とが困難になった場合に備
え、ニーズの変化に対応し
ながら引き続き現在の提供
体制を継続していく。

・休日デイサービス：利用者
延べ530人

B

保護者が児童を養育するこ
とが困難になった場合に対
応し、在宅サービスを提供
した。
（延べ利用人数）
平成27～31年度見込み
・休日デイサービス1,841人
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◎は重要施策 11 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

19
保育士等研修の実
施

区内の保育施設で従事
する職員の専門知識・
技術のスキルアップを
図ります。
相談事業・サービス向
上のための研修を実施
します。

保育サー
ビス課

2230人参加。
内部講師（区立保育園長）
による保育の基礎に関する
研修、保育中の子ども同士
のトラブル（かみつきや引っ
掻き）に関する研修を実
施。小規模、認証等の若い
保育士の身近な保育の悩
みに即した内容であり、参
加者多数であった。

○職場研修、区立保育園
公開保育研修へは区立保
育園だけでなく、私立、小規
模、認証、定期利用保育も
参加した。
・研修参加人数　2,239人
○東京都社会福祉協議会
へ参加。
・参加人数　87人

○職場研修、区立保育園
公開保育研修は私立、小
規模、認証、事業所内、定
期利用保育室も参加。参
加人数：2,352名
○東京都社会福祉協議会
は74名が参加

職場研修24種40回実施延
べ2604名参加。区立保育
園対象研修は複数参加
は、職場還元の向上につな
がった。
公開保育研修は19回32日
開催延べ470名参加。午後
や複数日の設定し近隣保
育施設が参加しやすよう環
境整備をした。
派遣研修では医療的ケア
教員講習会を保育園看護
師が受講し、レベルアップし
た。

B

○職場研修38回研修テー
マに防災、虐待防止に関す
ることを入れる。公開保育
研修18回(外部講師９回）
新規採用者研修６回2,221
名の参加予定
○東京都社会福祉協議会
等への派遣研修12種76名
を予定
医療的ケア講習会に看護
師８名が参加予定

・職場研修24種37回延べ
1831名参加人数減は新規
採用者、直営保育園数の
減少と考える
・公開保育研修は19回37
日開催延べ503名が参加
・東京都社会福祉協議会
等への派遣研修12種90名
を派遣
・医療的ケア講習会に看護
師８名参加
・保育施設従事職員の専
門知識、技術のスキルアッ
プを図った。

B

平成30年度に研修の見直
しをし、職場へ還元と実践
を目指し、区立保育園職員
参加枠を１名から２名と増
加した。過去５年間の平均
参加者数は2251名。医療
的ケア、防災、虐待防止、
危機管理に関すること、ま
た対人援助職として求めら
れる内容をテーマとした、社
会事情に沿った研修開催を
継続した。引き続き外部講
師から最新の知識、技術を
学び、公開保育研修で区
立保育園の保育実践を高
めていく。

4
2-
1-
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2-
1-
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〇保育士人材確保支援事
業
・保育人材情報ポータルサ
イトの設置→平成28年8月
23日開設
掲載法人64法人求人数
118件
　掲載求人閲覧数274,748
件
　総登録者数193人
・人事確保アドバイザー派
遣→6法人に実施
㈱ネス・コーポレーション、
㈱グローバルキッズ、プリ
メックス㈱、NPO法人ケン
パ・ラーニング・コミュニティ
協会、（社福）翼友会、（社
福）二葉福祉会
・採用力強化研修支援→
平成28年6月23日開催
法人の採用担当者：参加
者35人
・私立保育園就職フェア→
平成28年10月1日開催
参加法人等　63法人
参加者326人
〇保育士試験資格取得補
助→10人（認可7人、小規
模2人、認証1人）
〇保育士養成施設受講経
費補助
・保育士用養成施設受講
料等
→2人（認可2人）
・保育従事職員の代替に伴
う雇上費→実績なし
〇保育士宿舎借上げ支援
→認可保育所の対象者
441人に補助実施
認証保育所等の対象者
254人に補助実施

〇保育士人材確保支援事
業
・保育人材情報ポータルサ
イトの運用
　　 掲載法人81法人
　　 掲載求人閲覧数
231,465件
・人材確保アドバイザー派
遣
　  6法人に実施した。
・採用力強化研修支援
　→平成29年7月26日開
催
　　　法人の採用担当者：
参加者34名
・私立保育園就職フェア
　→平成29年10月28・29
日：研修
　　11月17～25日：保育園
見学
　　12月2日：就職相談会
〇保育士試験資格取得補
助
　→21名（認可7名、小規
模4名、認証7名、定期利
用3名）
〇保育士養成施設受講経
費補助
・保育士用養成施設受講
料等
　→4名（認可4名）
・保育従事職員の代替に伴
う雇上費
　→実績なし
〇保育士宿舎借上げ支援
　→143事業所1,019名
〇保育士応援手当（新規
事業）
・同一の職場で6か月間継
続して勤務した1,806名の
保育士に対して支給した。

〇保育士人材確保支援事
業
・保育人材情報ポータルサ
イトの運用
・人材確保アドバイザー派
遣
・採用力強化研修支援
・保育園就職フェア

〇保育士試験資格取得補
助

〇保育士養成施設受講経
費補助
・保育士養成施設受講料
等
・保育従事職員の代替に伴
う雇上費

〇保育士宿舎借上げ支援

〇保育士応援手当

・保育人材情報ポータルサ
イトの運用
掲載法人105法人
掲載求人閲覧数697,305
件
・人材確保アドバイザー派
遣
　  3法人に実施した。
・採用力強化支援研修
　→令和元年7月18日開
催
　　　法人の採用担当者：
参加者11名
・保育園就職フェア
　→令和元年9月1日開催
　　就職相談会及び講演会
を実施
〇保育士試験資格取得補
助
　→15名（認可8名、認証7
名）
〇保育士養成施設受講経
費補助
・保育士養成施設受講料
等
　→実績なし
・保育従事職員の代替に伴
う雇上費
　→実績なし
〇保育士宿舎借上げ支援
　→200事業所1,724名
〇保育士応援手当（新規
事業）
　→2,403名（同一の施設
で6か月間継続して勤務し
た保育士に対して支給）

B

〇保育士人材確保支援事
業
・保育人材情報ポータルサ
イトの運用
　　 掲載法人92法人
　　 掲載求人閲覧数
441,000件
・人材確保アドバイザー派
遣
　  6法人に実施した。
・採用力強化研修支援
　→平成30年9月21日開
催
　　　法人の採用担当者：
参加者22名
・私立保育園就職フェア
　→平成30年8月4日開催
　　就職相談会及びセミ
ナーを実施
〇保育士試験資格取得補
助
　→22名（認可9名、小規
模3名、認証8名、家庭福
祉員2名）
〇保育士養成施設受講経
費補助
・保育士養成施設受講料
等
　→5名（認可1名、小規模
1名、認証3名）
・保育従事職員の代替に伴
う雇上費
　→実績なし
〇保育士宿舎借上げ支援
　→178事業所1,426名
〇保育士応援手当（新規
事業）
　→2,054名（同一の職場
で6か月間継続して勤務し
た保育士に対して支給）

B

掲載法人数、掲載求人閲
覧数ともに毎年増加してお
り、法人と求職者をつなぐ役
割を果たしている。

〇保育園就職フェアは私立
保育園連合会との共催によ
り毎年多くの運営法人が出
展しており、来場者からは保
育園の現場の様子を直接
聞くことができ、就職を考え
る上で参考になった等の評
価を得ている。

〇保育士宿舎借上げ支援
補助は、保育施設数の増
加に比例して毎年利用者
数が増加しており、利用率
も9割と非常に高いことか
ら、運営法人・職員の双方
にとって重要な支援施策と
なっており、保育人材の確
保に大きく寄与している。

○保育士応援手当は、保
育士の同一施設への定着
を促進し、保育の質の向上
につなげることを目的として
制度を創設した。開始から3
年が経過し、こちらも給付実
績は毎年増加しており、他
区で同様の制度を実施して
いるのは数区しかないことか
ら、保育士から好評を得て
いる。

418 保育士確保対策
民間保育施設の保育士
確保を支援します。

保育サー
ビス課

・就職フェア開催
　大田区私立保育園連合
会・大森ハローワークとの共
催により開催した。
　平成27年9月5日（日）区
民ホールアプリコ

・宿舎借り上げ支援事業
　保育従事職員用の宿舎
借り上げを行う保育事業者
に対し、借上げに係る費用
の一部の助成を行った。
　49事業所、242人分の助
成

◎は重要施策 12 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

個別目標２－２　仕事と子育ての両立を促す意識づくり

◎ 1
未来
女性のための相談

男女平等推進センター
で女性のための相談を
実施します。
働く女性のための相談
では、職場での人間関
係、雇用、セクシュア
ル・ハラスメント等に関す
る相談、適職相談、キャ
リアカウンセリングなど就
職に関する相談を実施
します。
こころの悩み相談では、
対人関係、自分の生き
方や性格、夫婦や親子
関係に関する相談を実
施します。

人権・男
女平等推
進課

○働く女性のための相談及
びこころの悩み相談を含む
女性の悩みに広く対応する
「女性のための相談」を実
施（月～土・929件）した。

○「女性のための相談」
　・相談実施日：月～土
　・相談件数（延べ件数）：
849件

○「女性のための相談」
　・相談実施日：月～土
　・相談件数（延べ件数）：
919件

○「女性のための相談」
　・相談実施日：月～土
　・相談件数（延べ件数）：
829件

B
○「女性のための相談」を
実施する。
　・相談実施日：月～土

○「女性のための相談」
　・相談実施日：月～土
　・相談件数（延べ件数）：
785件

B

定期的な実施により、安定
した相談の機会を提供でき
た。
多様化する相談の内容に
対しては、相談記録などか
ら相談者に寄り添った対応
ができている。

4
2-
2-
1

20 第三者評価の実施

保育サービスの内容や
質を公平な第三者機関
により評価し、比較可能
な情報として区民に提
供します。

保育サー
ビス課

保育サービスの内容や質を
公平な第三者機関により評
価した。
実施施設数
・区立直営保育園　６園
・区立民営保育園　２園

（区立）区立保育園に対し
て毎年６または８園ずつ第
三者機関による審査により
「適合」評価を受けてきた。
適切な保育運営を実施して
いくうえで必要であるため継
続する。

（私立）
私立認可保育所に対する
受審経費補助を実施した
結果、30年度受審率は26
年度比で約30％から40％
に上昇した。また、東京都
のガイドラインでは、原則3
年に1回以上の受審が求め
られる中、毎年度受審する
施設も増加傾向にある。
　引き続き、運営費・補助
事業を活用し、より多くの施
設が受審頻度を高められる
よう支援する。

4
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○保育サービスの内容や質
を公平な第三者機関により
評価した。
＜区立保育園＞
・直営保育園　６園実施
・民営保育園　２園実施
＜私立保育園＞
１　保育所入所者運営費に
よる経費補助
　①　対象施設　私立認可
保育園
　②　補助園数　14園
　③　補助金額
2,100,000円
２　保育推進サービス推進
事業
　①　対象施設　私立認可
保育園（社会福祉法人以
外）、小規模保育事業所
　②　補助園数　９園（私立
認可保育園）
　③　補助金額
3,884,600円
３　保育力強化事業
　①　対象施設　認証保育
所、定期利用保育事業
　②　補助園数　16園（認
証保育所）
　③　補助金額
7,664,400円

＜区立保育園＞
・直営保育園　６園実施
・民営保育園　２園実施

１　保育所入所者運営費に
よる経費補助
　①　対象施設　私立認可
保育園
　②　補助園数　18園
　③　補助金額
2,700,000円

２　保育推進サービス推進
事業
　①　対象施設　私立認可
保育園（社会福祉法人以
外）　※小規模保育事業所
は制度対象外
　②　補助園数　19園
　③　補助金額
8,926,600円
 ３　保育力強化事業
①対象施設　認証保育所
②補助園数　20園
③補助金額　10,373,000
円

（区立）
保育サービスの質の向上を
図るため、５年に一度以上
の間隔で第三者評価を受
審する。
（８園受審予定）

（私立）
保育サービスの質の向上を
図るため、経費の一部を補
助することにより、定期的な
第三者評価の受審を促す。

（区立）
直営保育園　７園実施
民営保育園　１園実施

（私立）
１　保育所入所者運営費に
よる経費補助
　①　対象施設　私立認可
保育園
　②　補助園数　13園
　③　補助金額
1,924,070円
２　保育サービス推進事業
　①　対象施設　私立認可
保育園（社会福祉法人以
外）
　②　補助園数　13園（うち
11園は運営費による経費
補助対象施設に同じ）
　③　補助金額
9,752,540円
３　保育力強化事業
　①対象施設　認証保育所
　②補助園数　9園
　③補助金額　4,841,740
円

B

（区立）
直営保育園　６園実施
民営保育園　２園実施

（私立）
１　保育所入所者運営費に
よる経費補助
　①　対象施設　私立認可
保育園
　②　補助園数　13園
　③　補助金額
1,937,950円

２　保育サービス推進事業
　①　対象施設　私立認可
保育園（社会福祉法人以
外）
　②　補助園数　13園（うち
10園は運営費による経費
補助対象施設に同じ）
　③　補助金額
5,401,380円

３　保育力強化事業
　①対象施設　認証保育所
　②補助園数　23園
　③補助金額　11,774,692
円

B

◎は重要施策 13 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

2-
2-
2

○男性の家庭や地域への
参画を促すための講座
§乳児と両親向け講座
「パパの手で作る赤ちゃんの
ハッピータイム」 3回延240
人
§幼児と父親向け講座
「イクメンパパ講座」2回、延
34人
§中高年の男性向け講座
①「男の生き方塾」3回、延
64人
②「男の気楽なおしゃべりサ
ロン」10回、延155人
○ワーク・ライフ・バランスの
普及啓発
§展示
①「ワーク・ライフ・バランス」
厚生労働省のホームペー
ジから男性の家事・育児へ
の参画に関する記事を紹介
②「男女共同参画週間パネ
ル展」
男性が家事・育児・介護に
参画していくことへの理解を
広めるための資料展示
§エセナフォーラムにおけ
るワークショップ「仕事もくら
しも楽しみたい！」6/25、延
14人
性別による固定的役割分
担意識にとらわれず、自分
らしく仕事や生活をすること
の重要さを学ぶ
§企業向け講演会
「育児・介護休業法改正！
生産性アップ成長につなが
る職場づくり」2/14、51事
業者（67人）

○男性の家庭や地域への
参画を促すための講座
§乳児と両親向け講座
「パパの手で作る赤ちゃんの
ハッピータイム」3回、4/9・
23・5/7、延122人
§幼児と父親向け講座
「イクメンパパ講座」2回、
12/3・7、延64人
§小学生と父親向け講座
「夏休み！パパといっしょに
ワクワク体験」
２回、7/23・30、延66人
§中高年の男性向け講座
「男の生き方塾」3回、
11/8・15・22、延70人
○ワーク・ライフ・バランスの
普及啓発
§展示
①「ワーク・ライフ・バランス」
4/25～7/8 厚生労働省の
ホームページから男性の家
事・育児への参画に関する
記事を紹介
②「男女共同参画週間パネ
ル6/26,6/29男性が家事・
育児・介護に参画していくこ
とへの理解を広めるための
資料展示
§エセナフォーラムにおけ
るワークショップ「昔と違う!?
イマドキの子育て、孫育て
情」7/7、延14人
妊娠・出産（産後）、出産直
後の女性の実態を知り、
パートナーや地域、シニア
世代の子育てへの参画を
促し、社会で母親と子どもを
支えることの必要性を知る。
§企業向け講演会
「会社と社員そして家族の
ための「働き方・休み方改
革」へのファーストステップ」
12/5、24事業者（34人）

○男性の家庭や地域への
参画を促すための講座
§乳児と両親向け講座：2
回
§子どもと父親向け講座：2
回
§男性向け講座：3回

○ワーク・ライフ・バランスの
普及啓発
§展示
§企業向け講演会

○男性の家庭や地域への
参画を促すための講座
§乳児と両親向け講座
　「パパの手で作る赤ちゃん
のハッピータイム♪」
　2回、5/12・19、延べ96
人
§子どもと父親向け講座
　「パパといっしょにわくわくタ
イム♪～手作りアスレチック
と子育ての極意～」
　2回、11/17・24、延べ89
人
§男性向け講座
　「迫りくる親の介護に備え
る！介護男子の知恵と工
夫」
　3回、10/17・26・11/7、
延べ33人

○ワーク・ライフ・バランスの
普及啓発
§展示
　5/10～7/8
　　厚生労働省のホーム
ページから男性の家事・育
児への参画に関する記事を
紹介
§企業向け講演会
　　「『働き方改革法』順次
施行！-中小企業は、いつ
までに何をすれば良いの
か？-」
　　　8/27、28事業者（35
人）

B

○男性の家庭や地域への
参画を促すための講座
§乳児と両親向け講座
　「パパの手で作る赤ちゃん
のハッピータイム」
　　2回、4/15・22、延70人
§幼児と父親向け講座
　　「パパも子どもも笑顔に
なる♪スマホ撮影術と子育
てのコツ」
　　2回、12/2・16、延64人
§小学生と父親向け講座
　「夏休み！パパといっしょ
にワクワク体験」
　　２回、7/22・29、延52
人
§中高年の男性向け講座
　「男の生き方塾」
　　4回、10/31・11/7・
14・21、延98人
○ワーク・ライフ・バランスの
普及啓発
　§展示
　　「ワーク・ライフ・バラン
ス」　6/20～7/23
　　厚生労働省のホーム
ページから男性の家事・育
児への参画に関する記事を
紹介
§企業向け講演会
　　「『働き方改革法』成
立！中小企業が実践でき
る人材の活用法と職場環
境の整え方」
　　　10/3、34事業者（47
人）

B

講座等の実施内容につい
ては、参加者のアンケート結
果等からニーズ及び啓発が
必要な分野を分析・検討の
うえ設定し、計画的に実施
できた。
これにより、多くの講座で定
員を超える参加申込みとな
り、結果としてワーク・ライフ・
バランスを広めるとともに、
男性の家庭参画を促進す
ることができた。

4◎ 2
未来
ワーク・ライフ・バラ
ンスの啓発

ワーク・ライフ・バランス
への理解を深め、男性
の家庭参画を促すた
め、男性のための日常
的な家事や子育て参加
支援の講座などを開催
します。

人権・男
女平等推
進課

○男性の家庭や地域への
参画を促すため、以下の講
座を実施した（回数・日付・
参加者数）
・「中高年の男性向け講座」
として、『男の生き方塾』を
実施（５回、10/9・10/16・
10/22・10/30・11/5、延
89人）した。
・「小学生と父親向け講座」
として、『パパといっしょにワ
クワク体験』を実施（2回、
7/26・8/2、延54人）した。
・「乳幼児と父親向け講座」
として、『パパの手で作る赤
ちゃんのハッピータイム』を
実施（3回、4/12・4/26・
5/10、延200人）した。

○ワーク・ライフ・バランスの
普及啓発を以下のとおり実
施した。
・6/27～28開催のエセナ
フォーラムにおいて、『家事
男・イクメン・イク爺写真展」
を開催（応募数13件）した。
・区報「6/25人権特集号」
にて、ワーク・ライフ・バラン
ス普及啓発記事を掲載（発
行部数210,000部、新聞折
込み配布等）した。
・6/22～25「男女共同参
画週間展示」にて、企業向
けのワーク・ライフ・バランス
に関する情報（都補助金な
ど）及び男性向け子育て情
報などを展示した。
・「企業向けワーク・ライフ・
バランス講演会」として、
『今こそ考えよう！優秀な
人材の定着を目指して』を
実施（2/1、参加者62人）し
た。
・男女共同参画のための情
報誌「パステル」115号（３
月発行）にて、ワーク・ライ
フ・バランスに関する普及啓
発記事を掲載した。

◎は重要施策 14 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

3

男女平等・男女共
同参画に関する講
演会やセミナー等の
開催

男女共同参画に対する
理解を深め、家庭や職
場などあらゆる場で性別
役割分担意識を解消で
きるよう、講演会やセミ
ナー等を開催します。

人権・男
女平等推
進課

○男女共同参画に対する
理解を深め、あらゆる場に
おける性別役割意識の解
消を目的に以下の講演会、
講座を実施した（回数・日
付・参加者）
・講演会「落合恵子さんが
語る『恋と結婚』男女をめぐ
る人生案内の歴史30年」を
実施（1回、6/27、202人）
した。
・「女の生き方塾～女の節
目につまずかないために～」
を実施（5回、10/8・15・
22・29・11/5、延86人）し
た。
・「子育て中のあなたに贈る
ココロが笑顔になるマジカ
ル・レッスン」を実施（8回、
10/6・13・20・27・11/10・
17・24・12/3、延145人）し
た。

○中高年の女性向けジェン
ダー基礎講座
　「女の生き方塾」
　　4回、延46人
○子育て期のジェンダー基
礎講座
　「今のワタシが好きになる
「ココロときめく
　　にじいろレッスン」」
　　8回、延185人
○映画会
　「マダム・イン・ニューヨー
ク」
　　12/3、124人

○子育て期のジェンダー基
礎講座
　「心はずむ♪私に出会え
る8日間」
　　8回、10/6・13・20・27・
11/10・
　　17・26・12/1、延196人
○映画会
　「少女は自転車にのって」
　　12/2、87人

○子育て期のジェンダー基
礎講座
　「私をもっと好きになる８つ
のきらめき☆レッスン」
　　8回、10/11・19・26・
11/2・9・16・30・12/7、延
171人

B
○子育て期のジェンダー基
礎講座：8回

○子育て期のジェンダー基
礎講座
　「がんばる私にごほうびを
笑顔が生まれる８つのス
テップ」
　8回、10/8・15・29・
11/5・12・19・26・12/3、
延べ162人

B

子育て世代の意識改革は、
次世代に向けた意識改革
にもつながるため、重要であ
ると考え、他の事業と同様
に講座の内容を検討し、工
夫した。子育て中の女性に
も参加しやすいように講座
実施時の保育事業実施を
充実させることで、定員を超
える参加者を維持してい
る。これにより、子育て世代
の女性に対してジェンダー
に関する意識改革を推進
することができた。

4
2-
2-
3

4
男女平等に関する
情報誌「パステル」
の発行

男女平等・男女共同参
画に関する情報の提供
や、性別役割分担意識
の解消に向けた意識づく
りを図ります。

人権・男
女平等推
進課

○男女共同参画情報誌
「パステル」を以下のとおり
発行した。
27年度より区直営の発行と
なり、フルカラーや著名人の
インタビューを掲載するなど
啓発効果の拡大を図った。
・115号（27年夏号）　27年
9月、7,000部発行
・116号（28年春号）　28年
3月、7,000部発行

○情報誌「パステル」の発
行
　・116号（28年秋号）
　　　28年９月発行：7,000
部発行
　・117号（29年春号）
　　　29年３月発行：7,000
部発行

○情報誌「パステル」の発
行
　・118号（29年秋号）
　　　29年９月発行：7,000
部発行
　・119号（30年春号）
　　　30年３月発行：7,000
部発行

○情報誌「パステル」の発
行
　・120号（30年秋号）
　　　30年９月発行：7,000
部発行
　・121号（31年春号）
　　　31年３月発行：7,000
部発行

B

○情報誌「パステル」の発
行
　・122号（元年秋号）
　　　元年９月発行：7,000
部発行
　・123号（２年春号）
　　　２年３月発行：7,000部
発行

○情報誌「パステル」の発
行
・122号（元年秋号）
　【内容】
　女性活躍推進
　【巻頭インタビュー・テー
マ】
　マンガ家・里中満智子さん
　「自分の強さを信じ自分ら
しく輝く」
元年９月発行：7,000部発
行
・123号（２年春号）
　【内容】
　オリンピック・パラリンピック
特集号
　【巻頭インタビュー・テー
マ】
　元アーティスティックスイミ
ング選手・小谷実可子さん
　「スポーツ界で活躍する女
性たち」
２年３月発行：7,000部発行

B

巻頭インタビューへの著名
人の起用や区にかかわりが
ある方の特集記事など情報
発信のツールとしての役割
を意識して編集を行った。
また、年齢、性別にかかわ
らず、より多くの方に手に
取っていただけるよう、区内
施設等での配布を行った。
同時に掲載記事の内容等
に適した方にも届くよう、各
号ごとの配布先を工夫した
ことで、幅広く区民に対して
周知ができ、意識づくりにつ
ながった。

4
2-
2-
4
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

6
「テクノプラザ」等に
よる呼びかけ

子育てや女性の就労に
対する理解を深め、支
援する気運を盛り上げる
ため、記事を掲載しま
す。

（公財）大
田区産業
振興協会

テクノプラザ等のPR媒体に
女性の就労につながる情報
を提供。また、就労促進イ
ベントや相談事業において、
求人企業・求職者のマッチ
ングを行っている。
・テクノプラザ（各6,300部
発行）：特集1回含む年6回
で内職相談に関する記事を
掲載
・HP、おしごとナビ大田区掲
載：通年
・ヤングジョブクリエイション
おおた2015：年1回 （参加
企業数30社 求職者398
名）
・内職相談：通年 （相談件
数1,297件）

テクノプラザ等のPR媒体に
女性の就労につながる情報
を提供。また、就労促進イ
ベントや相談事業において、
求人企業・求職者のマッチ
ングを行った。
・テクノプラザ（各4,600部
発行）：特集1回含む年4回
で内職相談に関する記事を
掲載
・HP、おしごとナビ大田区掲
載：通年
・ヤングジョブクリエイション
おおた2016開催（11月21
日：参加企業数29社 求職
者425名）
・内職相談：通年 （相談件
数1,342件）

テクノプラザ等のPR媒体に
女性の就労につながる情報
を提供。また、ハローワーク
大森での出張内職相談（月
１回）や区内企業の採用支
援イベントも継続して行っ
た。
・テクノプラザ（各5,000部
発行）：年4回、内職相談に
関する記事を掲載。その
他、地域の法人会を通じて
内職案内のチラシを配布す
る等の周知を行った（計約
13,000部）。
・内職相談：通年 （H29相
談件数1,307件）＊求職者
の９割以上が女性
・HP、おしごとナビ大田区掲
載：通年

テクノプラザ等のPR媒体に
内職の求人募集情報を提
供。求職者向けには、ハ
ローワーク大森内のマザー
ズコーナーで出張内職相談
（月１回）を実施した。
・テクノプラザ（各5,000部
発行）：年4回、内職相談に
関する記事を掲載。その
他、地域の法人会を通じて
内職案内のチラシを同封す
る等の周知を行った（計約
5,200部）。
・内職相談：通年 （H30相
談件数1,281件）＊求職者
の９割以上が女性
・HP、おしごとナビ大田区掲
載：通年

B

テクノプラザ等のPR媒体に
女性の就労につながる情報
を提供。
・テクノプラザ（4,600部発
行）：年4回、内職相談に関
する記事を掲載
・HP、おしごとナビ大田区掲
載：通年

テクノプラザ等のPR媒体に
内職の求人募集情報を提
供。求職者向けには、ハ
ローワーク大森内のマザー
ズコーナーで出張内職相談
（年６回偶数月）を実施し
た。
・テクノプラザ（各4,600部
発行）：年４回、内職相談に
関する記事を掲載。その
他、地域の法人会を通じて
内職案内のチラシを同封す
る等の周知を行った（計約
4,800部）。
・内職相談：通年 （R01相
談件数1,004件）＊求職者
の９割以上が女性
・HP、おしごとナビ大田区掲
載：通年

B

　産業情報誌「テクノプラ
ザ」をはじめ、PR媒体で出
産予定や子育て中の女性
の相談が多い内職の情報
を提供した。求人企業募集
という紙面枠の都合上、子
育てや女性の就労に対する
理解を促す紙面内容として
充実できたかは課題が残
る。

4
2-
2-
6

5
女性のエンパワーメ
ントセミナーの実施

女性が様々な分野で
チャレンジできるよう、潜
在能力の引き出しとスキ
ルアップを図り、再就職
を支援する講座を実施
します。

人権・男
女平等推
進課

○再就職を望む女性に対し
就労を促進することを目的
に以下の講座を実施した
（回数・日付・参加者）
・「子育て中の女性のための
再就職準備講座」として、
『働きたいママのための再
チャレンジ応援ナビ』を実施
（1回、6/25、参加者延18
人）し、1名の就業に結びつ
いた。
・「再就職マインドアップ＆パ
ソコン実践講座として、『女
性のための再就職セミ
ナー・お仕事復活ナビ』を実
施（4回、7/13～7/16、参
加者延58人）し、1名の就
業に結びついた。
・「育休中の女性向け講座」
として、『育休ママのための
パワーチャージセミナー』を
実施（４回、11/9・11/16・
11/22・11/30、参加者延
111人）した。

「再就職」、「就労継続」に
対する不安解消や問題解
決の一助となるような内容
の講座としたこと、また、幅
広い世代へのアプローチを
行ったことにより、女性の活
躍推進のための働きかけを
行うことができた。
また、就職活動及び就労中
等の状況下にある女性の
ニーズに合った内容とする
ことで、募集人数を上回る
応募がある講座を多く実施
することができた。
これにより、女性の再就職
や就労継続に対する意識
の向上を図ることができた。

4
2-
2-
5

○子育て中の女性のための
再就職準備講座
　「ママのための再就職さ
ぽーとさろん」
　　2回、延44人
○育休中の女性向け講座
　「育休ママのためのパワー
チャージセミナー」
　　4回、延75人

○子育て中の女性のための
再就職準備講座
　「ママのための再就職さ
ぽーとさろん」
　　2回、5/16・23、延22人
○育休中の女性向け講座
　「育休ママのためのパワー
チャージセミナー」
　　4回、10/18・25・29・
11/1、延62人

○女性の再就職準備講
座：2回
○女性の再チャレンジ実践
講座Ⅰ：1回
○女性の再チャレンジ実践
講座Ⅱ：1回
○女性のための就労継続
支援講座Ⅰ：1回
○女性のための就労継続
支援講座Ⅱ：1回
○女性のための就労継続
実践講座Ⅲ：1回

○女性の再就職準備講座
　・「50代からの再就職サ
ポートセミナー」
　　2回、6/11・18、延べ48
人
○女性の再チャレンジ実践
講座Ⅰ
　・「私らしいワークスタイル
を創る 女性のための起業
応援セミナー」
　　1回、5/28、41人
○女性の再チャレンジ実践
講座Ⅱ
　・「ぷち起業応援セミナー
～ネットを活用した集客・販
売テクニック～」
　　1回、10/22、39人
○女性のための就労継続
支援講座Ⅰ
　・「～忙しくても家を快適
に！～「やらないこと」から
決める　時短家事3つの法
則」
　　1回、9/7、36人
○女性のための就労継続
支援講座Ⅱ
　・「心のクセ発見！私らしく
働くためのストレスケア」
　　1回、1/25、27人
○女性のための就労継続
実践講座Ⅲ
　・「働く私のセルフケア「心
とカラダをときほぐすふたりヨ
ガ体験」」
　　1回、2/15、28人

B

○女性の再チャレンジ実践
講座
　・「50代から始めるオトナ
女子のぷち起業のススメ」
　　1回、5/30、57人
　・「あなたの好きを仕事に
する　ぷち起業のススメ」
　　1回、8/29、46人
　・「女性起業家から学ぶは
じめの一歩の踏み出し方」
　　1回、1/21、39人
○女性のための就労継続
支援講座Ⅰ
　「育休ママの職場復帰応
援セミナー～仕事と育児は
両立できる！～」
　　2回、10/31・11/11、
延60人
○女性のための就労継続
支援講座Ⅱ
　「働く私のセルフケア『心と
カラダをときほぐすふたりヨ
ガ体験』」
　　1回、3/9、29人

B
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

7
商業団体他産業団
体への働きかけ

商業団体他産業団体の
情報誌等への掲載を働
きかけます。

産業振興
課

大田区商店街連合会の各
会合等の機会や、女性部
会などの研修会等において
も働きかけが実施できた。

大田区商店街連合会の各
会合等の機会や、女性部
会などの研修会等において
も働きかけが実施できた。

大田区商連HPをリニューア
ルしたことにより、団体加入
各種保険制度の紹介等、
仕事と子育を両立し安心し
て働くことができるメニュー
を見やすくするよう改善を
行った。

大田区商店街連合会の各
会合等の機会や、女性部
会などの研修会等において
も働きかけが実施できた。

B
仕事と子育ての両立を促す
意識づくりとなる宣伝活動を
働きかける。

　大田区商店街連合会の
各会合等の機会や、女性
部会などの研修会等におい
ても働きかけが実施でき
た。
　また、大田区商店街連合
会HPでは、団体加入各種
保険制度の紹介等、仕事と
子育を両立し安心して働く
ことができるメニューの掲載
を行っている。

B

　大田区商店街連合会の
各会合や女性部会などの
研修会等で働きかけるとと
もに、平成２９年度には大田
区商店街連合会HPのリ
ニューアルに伴い、仕事と
子育を両立し安心して働く
ことができるメニューを見や
すくするよう改善を行った。
　次年度以降も、仕事と子
育ての両立を促す意識づく
りとなる宣伝活動を働きか
けていく。

4
2-
2-
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基本目標３　親と子どもの健康の確保及び増進を図ります

個別目標３－１　親と子どもの健康の確保

◎ 1

子未来
すこやか赤ちゃん訪
問（新生児･産婦訪
問指導)
【乳児家庭全戸訪
問事業】

すべての乳児家庭を生
後４か月までに訪問し、
乳児とその保護者の心
身の状況や養育環境を
確認し、子育て情報の
提供を行います。

健康づくり
課
（各地域
健康課）

訪問人数5,838人/年（９
６．７％）
内指導人数5,495人/年（９
１．０％）
【おおた未来プラン庁議報
告数】

訪問人数5,662人/年
（98.4％）
内指導人数4,413人/年
（94.1％）
【おおた未来プラン庁議報
告数】

訪問人数5,637人/年
（96.0％）
内指導人数5,414人/年
（92.2％）
【おおた未来プラン庁議報
告数】

訪問人数5,421人/年
（92.4％）
内指導人数5,275人/年
（89.9％）
【おおた未来プラン庁議報
告数】

B
引き続き全数訪問めざし、
関係機関との連携を進め
る。

訪問人数5,144/年
（92.8％）
内指導人数5,000人/年
（90.2％）
【おおた未来プラン庁議報
告数】

B

出産後早期の支援により、
切れ目ない育児支援の一
つとして実施、子育ての孤
立化を防ぎ、育児の不安解
消につながっている。

4
3-
1-
1

◎ 2
子
妊婦健康診査
【妊婦健康診査】

妊婦健康診査の費用を
14回まで、超音波検査
の費用を1回助成しま
す。

健康づくり
課

1回目　　6,155人
2回目以降　　59,675件

1回目　　5,905人
2回目以降　　延57,880件
超音波検査　　5,127人
子宮頸がん検診　　3,938
人

1回目　　6,117人
2回目以降　　延58,993件
超音波検査　　5,325人
子宮頸がん検診　　5,216
人

1回目5,665人
2回目以降　56,896　延件
超音波検査　　5,257人
子宮頸がん検診　　5、040
人

B

妊婦や胎児の病気などの
早期発見のため、妊婦健康
診査の費用を14回まで、超
音波検査の費用を１回、子
宮頸がん検診の費用を１回
助成する。

1回目5,832人
2回目以降　55,960　延件
超音波検査　　5,046人
子宮頸がん検診　　5,346
人

B

妊婦健康診査、、超音波検
査、子宮頸がん検診の費
用を助成することで、妊婦
や胎児の病気などの早期
発見、早期治療、安心した
出産につながっている。

4
3-
1-
2

◎ 3
未来
両親学級

妊娠・出産・育児等の講
義、沐浴実習等を実施
します。

各地域健
康課

実施75回　実施延数151
回
参加実人数2587人　　延
人数3918人

実施76回　実施延数152
回
参加実人数2,831人
延人数3,940人

実施78回　実施延数154
回
参加実人数3,070人
延人数4,318人

実施回75実施延数151回
参加実数人2961人
延人数4100人

B

妊娠・出産・育児について
の知識普及啓発のほか、妊
婦同士の仲間づくりのきっか
け作りを引き続き行う。

実施回77実施延数150回
参加実数人2,958人
延人数3,954人

B

実習も含めた充実した教室
内容で、知識の習得や仲間
づくりができている。特に土
曜両親学級では、父親の育
児も推進している。

4
3-
1-
3

◎ 4
未来
子ども医療費助成
事業

児童の医療費を助成
し、児童の健康の確保
及び増進、保護者の経
済的負担の軽減を図り
ます。

子育て支
援課

子どもの健康を支えるため、
乳幼児及び義務教育就学
児の医療費助成を実施しま
した。
・助成件数：1,474,547件
・医療費助成額(扶助費)：
2,749,033,819円

パンフレットの変更をおこな
う
助成件数1,518,670件
医療助成額（扶助費）
　　2,824,413,618円

乳幼児受給者数及び医療
費助成額
35,923人/1,323,423,853
円
義務教育就学児数及び医
療費助成額
45,446人/1,486,668,912
円

乳幼児受給者数及び医療
費助成額
32,510人/1,337,292,397
円
義務教育就学児数及び医
療費助成額
45,617人/1,532,944,289
円

B

児童の医療費を助成し、児
童の健康の確保及び増進、
保護者の経済的負担の軽
減する。

乳幼児受給者数及び医療
費助成額
28,807人/1,356,043,236
円
義務教育就学児数及び医
療費助成額
45,560人/1,555,860,007
円

B
児童の育成と保健の向上と
保護者の経済的負担の軽
減を図ることがにできた。

4
3-
1-
4
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 5
未来
39歳以下区民健診

18歳以上39歳以下で、
職場などで健診を受け
る機会のない方に対し、
健康診査を実施しま
す。

各地域健
康課

健康診査 202回実施
受診者 3,019人

健康診査 207回実施
受診者 2,699人

健康診査209回実施
受診者2,514人

健康診査210回実施
受診者人2,332人

B

４か月児健康診査、３歳児
健康診査に併せての健診
実施は終了となる。今後は
39歳以下基本健康診査へ
引き継ぐ

平成３０年度で事業終了 -

日頃健診を受ける機会のな
い保護者にとって受診の機
会となったが、平成30年度
で廃止。今後は、かかりつけ
医で行う39歳以下健康診
査の受診勧奨を行う。

3
3-
1-
5

◎ 6
未来
39歳以下基本健診

18歳以上39歳以下で、
職場などで健診を受け
る機会のない方に対し、
健康診査を実施しま
す。

健康づくり
課

18歳以上39歳以下の区民
を対象に、7月1日から12月
31日まで健康診査を区内
医療機関で実施。
2,103人が受診しました。

実施期間内の受診者数
2,126人

区民の健診受診の機会を
増やすため、医師会に委託
して39歳以下基本健診を
実施した。（受診者2,047
人）

区民の健診受診の機会を
増やすため、医師会に委託
して39歳以下基本健診を
実施した。（受診者1,715
人）

B

若年層区民の健康診査受
診の機会を増やすため、医
師会に委託して39歳以下
基本健診を実施する。

区民の健診受診の機会を
増やすため、医師会に委託
して39歳以下基本健診を
実施した。（受診者1,803
人）

B

受診者数については減少
傾向になったが、健診を受
診する機会のない区民へ、
健診の提供手段としては、
一定数の確保がされてお
り、区民にも必要とされてい
る。

3
3-
1-
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7
母子健康手帳の交
付

妊娠の届出をした方に
母子健康手帳、母と子
の保健バックを交付しま
す。

健康づくり
課
各地域健
康課
特別出張
所等

各特別出張所において、届
出のあった2,855名に母子
健康手帳、母と子の保険
バックを交付をした。
7,085部

各特別出張所において、届
出のあった2,493名に母子
健康手帳、母と子の保険
バックを交付しました。
7,085部

6,523部
6、420部
特別出張所での交付数
1,977部

B

妊娠から出産・子育てへと
切れ目のない支援をめざ
し、母子健康手帳交付の機
会を捉えて保健師等の専
門職による妊婦面接を実施
する。

6、511部
特別出張所での交付数
1,915部

B

早期に妊娠届を交付し妊
婦面接を行うことで、支援が
必要な妊婦へ早期につな
がることができました。

4
3-
1-
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8 妊婦歯科健康診査
歯科医療機関に委託し
て歯科健診を実施しま
す。

健康づくり
課

受診者数　1,765人 受診者数　1,847人 受診者　1,919人 受診者　1,907人 B

妊娠中のむし歯、歯周病の
早期発見、予防のため地域
の歯科医師会に委託して歯
科健診を実施する。

受診者　1,943人 B

妊婦面接等での周知によ
り、受診者が増加.した。妊
婦歯科健康診査を実施す
ることにより妊娠中のむし
歯、歯周病の早期発見、予
防に寄与している

4
3-
1-
8

9 ４か月児健康診査

乳児の健全育成を図る
ため健康診査を実施、
あわせて栄養・育児相
談を実施します。

各地域健
康課

受診者数　5,864人/年（受
診率96.9%）

受診者数　5,768人/年
（受診率97.5%）

受診者数　5,636人/年
（受診率97.2％）

受診者数　5、752人/年
（受診率97.1％）

B

乳児期の発達のひとつの節
目であるこの時期に健診を
行うことにより、健全な発育
を確認し、必要な情報提供
の行うことにで、養育者が安
心して子育てができるよう支
援をしていく。

受診者数　5、061人/年
（受診率90.6％）

B

発育発達の確認と養育者
の支援の機会となり安心し
た子育て支援の場となって
いる。

4
3-
1-
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10 ６か月児健康診査
乳児の健康管理の向上
のため健康診査を実施
します。

健康づくり
課
各地域健
康課

受診者数　5,404人/年
（92.2％）

受診者数　5,207人/年 受診者数　5,264人/年 受診者数　5,587人/年 B

乳児期の発達のひとつの節
目であるこの時期に健診
で、疾病の早期発見・早期
対応を行う。

受診者数　5,084人/年 B

発育発達の確認と養育者
の支援の機会となり安心し
た子育て支援の場となって
いる。

4
3-
1-
10
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

11 ９か月児健康診査
乳児の健康管理の向上
のため健康診査を実施
します。

健康づくり
課
各地域健
康課

受診者数　5,245人/年
（89.5％）

受診者数　5,298人/年 受診者数　5,107人/年 受診者数　5,379人/年 B

乳児期の発達のひとつの節
目であるこの時期に健診
で、疾病の早期発見・早期
対応を行う。

受診者数　5,099人/年 B

発育発達の確認と養育者
の支援の機会となり安心し
た子育て支援の場となって
いる。

4
3-
1-
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12
１歳６か月児健康診
査

育成指導及び措置を行
うことで幼児の健全育成
を図るため健康診査・歯
科健診を実施、あわせ
て栄養・育児・歯の相談
を実施します。

各地域健
康課

受診者数　5,451人/年（受
診率95.4%）

受診者数5,698人/年
（受診率96.1%）

受診者数5,666人/年
（受診率96.2%）

受診者数5,475人/年
（受診率97.2%）

B

幼児期の発達のひとつの節
目であるこの時期に健診を
行うことにより、健全な発育
を確認し、必要な情報提供
を行うことで、養育者が安心
して子育てができるよう支援
をしていく。

受診者数5,324人/年
（受診率91.6%）

B

発育発達の確認と養育者
の支援の機会となり安心し
た子育て支援の場となって
いる。

4
3-
1-
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13 ３歳児健康診査

育成指導及び措置を行
うことで幼児の健全育成
を図るため健康診査・歯
科健診を実施、あわせ
て栄養・育児・歯の相談
を実施します。

各地域健
康課

受診者数　5,149人/年（受
診率95.2％）

受診者数5,301人/年
（受診率96.3％）

受診者数5,620人/年
（受診率96.6％）

受診者数5,587人/年
（受診率97.6％）

B

幼児期の発達のひとつの節
目であるこの時期に健診を
行うことにより、健全な発育
を確認し、必要な情報提供
を行うことで、養育者が安心
して子育てができるよう支援
をしていく。

受診者数5,131人/年
（受診率93.3%）

B

発育発達の確認と養育者
の支援の機会となり安心し
た子育て支援の場となって
いる。

4
3-
1-
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14 乳幼児歯科相談

乳幼児歯科相談を実施
します。
①歯科健康教育
②歯科健康相談
③歯科経過観察健診
④予防処置
⑤保健指導

各地域健
康課

継続実施
①1,045人
②   442人
③   298人
④   603人
⑤   740人

①　81回　1,036人
②　117回　　564人
③　48回　　389人
④　147回　805人
⑤　953人

①80回、896人
②130回。441人
③48回、356人
④147回、667人
⑤797人

①82回、777人
②121回。371人
③48回、382人
④155回、615人
⑤763人

B

乳幼児の歯の健全な発育
及び保護者の不安軽減の
ため、乳幼児歯科相談を実
施する
①歯科健康教育
②歯科健康相談
③歯科経過観察健診
④予防処置
⑤保健指導

①72回、605人
②117回。363人
③48回、333人
④146回、558人
⑤696人

B
乳幼児のむし歯予防及び
保護者の不安軽減等に寄
与している。

4
3-
1-
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15
幼児歯科健康診
査・う蝕予防

歯科医療機関に委託し
て歯科健診、フッ化物
塗布を実施します。

健康づくり
課
各地域健
康課

受診者数　6,366人（うち、
フッ化物塗布実施者数
6,327人）

受診者数　6,246人（うち、
フッ化物塗布実施者数
6,197人）

受診者数　6,147人（うち、
フッ化物塗布受診者数
6,094人）

受診者数　6,163人（うち、
フッ化物塗布受診者数
6,129人）

B

幼児のむし歯予防のため、
地域の歯科医師会に委託
して歯科健診、フッ化物塗
布を実施する。

受診者数　5,714人（うち、
フッ化物塗布受診者数
5,670人）

B
歯科健康診査及びフッ化
物塗布を実施し、幼児のむ
し歯予防に寄与している。

4
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

16 予防接種

予防接種法に基づき、
各種ワクチンを医療機
関に委託して行い、感
染症の感染・発病を予
防します。

感染症対
策課

ＢＣＧ5,824人、ＤＰＴ１期28
人、ＤＰＴ-ＩＰＶ１期23,216
人、ＤＴ２期2,954人、麻し
ん1人、ＭＲ１期5,645人、
ＭＲ２期4,774人、日本脳
炎１期15,832人、日本脳
炎２期3,726人、単独不活
化ポリオ638人、ヒブ
23,201人、小児肺炎球菌
23,261人、ＨＰＶ45人、水
痘11,090人

小児のワクチンのうち、製造
量によりワクチンの偏在が認
められたMRワクチンについ
ては、通常の定期接種のほ
か、任意接種助成事業も実
施。
ＢＣＧ5,815人、ＤＰＴ-ＩＰＶ１
期23,144人、ＤＴ２期3,092
人、ＭＲ１期5,767人、ＭＲ２
期4,765人、日本脳炎１期
15,718人、日本脳炎２期
3,911人、単独不活化ポリ
オ360人、ヒブ22,893人、
小児肺炎球菌22,855人、
ＨＰＶ32人、水痘10,727
人、Ｂ型肝炎8,766人

予防接種未接種者に対す
る接種勧奨を継続実施。
ＭＲ第1期未接種者接種勧
奨：569人
ＭＲ第2期未接種者接種勧
奨：2,039人
BCG未接種者接種勧奨：
914人
日本脳炎第2期未接種者
接種勧奨（18歳）：4,663人

予防接種未接種者に対す
る接種勧奨を継続実施。ま
た、30年度からはＢ型肝炎
未接種者に対しての接種勧
奨を開始。
ＭＲ第1期未接種者接種勧
奨：473人
ＭＲ第2期未接種者接種勧
奨：6,648人
BCG未接種者接種勧奨：
801人
Ｂ型肝炎未接種者接種勧
奨：1282人
日本脳炎第2期未接種者
接種勧奨（18歳）：4,458人

B
予防接種法に定められた各
種ワクチンの接種について、
区民に接種勧奨を行う。

予防接種未接種者に対す
る接種勧奨を継続実施。
ＭＲ第１期未接種者接種勧
奨：405人
ＭＲ第２期未接種者接種勧
奨：5,419人
BCG未接種者接種勧奨：
634人
Ｂ型肝炎未接種者接種勧
奨：1,179人
日本脳炎第２期未接種者
接種勧奨（18歳）：3,988人

B

予防接種法に基づき、各種
定期予防接種を適切に行う
ことができた。
また、未接種者に関する個
別勧奨を拡充し、単純な忘
却による接種忘れがないよ
うに整備を図ってきた。
引き続き、個別勧奨を継続
し定期予防接種の適切な
接種につなげていく。
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17
乳幼児経過観察健
康診査

小児科医による健診・
指導が必要な乳幼児に
健康診査を実施しま
す。

各地域健
康課

受診者数703人/年 受診者数673人/年 受診者数545人/年 受診者数528人/年 B

経過観察が必要と判断され
た乳幼児について定期的に
健診を実施し、異常の早期
発見に務めるとともに、適宜
育児相談に応じることで、養
育者が安心して子育てがで
きるよう支援していく。

受診者数581人/年 B

発育発達の確認と養育者
の支援の機会となり安心し
た子育てに大きな役割を果
たしている。

4
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18 育児学級等

保健師・栄養士・歯科
衛生士等による育児・
栄養・歯科指導を実施
します。

各地域健
康課

実施回数１２６回　参加人
数（保護者）　２５６６人

実施回数１２６回
参加人数（保護者）　2,420
人

実施回数126回
参加人数（保護者）　2,154
人

実施回数127回
参加人数（保護者）　1,968
人

B

それぞれの時期にあった離
乳食の進め方及び生えはじ
めの歯についてのアドバイス
や試食をすることで、育児
不安の解消を図る。

実施回数113回
参加人数（保護者）　1,475
人

B
適切な時期の助言により育
児不安の解消に繋がってい
る。

4
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19 養育医療給付
医療を必要とする未熟
児に対する養育に必要
な給付を実施します。

健康づくり
課
各地域健
康課

養育医療　実人数196人
延件数480件

養育医療　実人数191人
延件数419件

養育医療　実人数170人
延件数454件

養育医療　実人数128人
延件数602件

B
医療を必要とする未熟児に
対する養育に必要な給付を
実施します。

養育医療　実人数122人
延件数318件

B
必要な医療が受けられ、未
熟児の適切な養育を支援し
ている。

4
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20 育成医療費給付

身体の障がいのため手
術を必要とし、治療効果
が期待される18歳未満
の児童に対し医療給付
を実施します。

健康づくり
課
各地域健
康課

医療給付　実人数63人
延件数147件

育成医療　実人数43人
延件数143件

育成医療　実人数37人
延件数115件

育成医療　実人数29人
延件数71件

B

身体の障がいのため手術を
必要とし、治療効果が期待
される18歳未満の児童に
対し医療給付を実施しま
す。

育成医療　実人数41人
延件数71件

B
医療給付により適切な治療
を受けることができている。

4
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計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

21
地域（出張型）健康
教育

地域の依頼により地域
に出張して講習を実施
します。

各地域健
康課

実施回数459回　参加人
数11,498人

実施回数484回
参加人数11,489人

実施回数428回
参加人数11,482人

実施回数602回
参加人数13,015人

B

乳幼児が集まる場に出向い
て、育児についての情報提
供を行うことにより、乳幼児
の健全な育児を促す。

実施回数591回
参加人数12,370人

B

日常的な通いの場である児
童館などに出向いて健康教
育を行うことで、より多くの対
象者へ知識の普及、育児
の相談ができた。

4
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22
栄養セミナー・栄養
講習会等

健康的な食生活のため
の講習会を実施します。
「パパの」「ママの」クッキ
ングスクールを実施しま
す。

各地域健
康課

栄養セミナー２回　８９人
栄養講習会（一般）
２回　２８人
パパのクッキングスクール
４回　３１人
ママのクッキングスクール
５回　７４人

栄養セミナー２回　175人
栄養講習会（一般）
２回　50人
パパのクッキングスクール
４回43人
ママのクッキングスクー
5回66人

ママのクッキングスクール
8回124人
パパのクッキングスクール
4回　32人

栄養セミナー　2回　114人
栄養講習会（一般）
2回　33人
ママのクッキングスクール8
回116人
パパのクッキングスクール
4回　36人

B

栄養セミナー2回、栄養講
習会（一般）2回
若い世代の健康づくりのた
めの子育て世代向けクッキ
ングスクールの実施

栄養セミナー２回188人、
栄養講習会（一般）２回22
人
ママのクッキングスクール９
回124人
パパのクッキングスクール
２回　17人

B

若い世代が食生活を見直
し、子どもの食育につなげら
れるように、集客方法を見
直しながら食育教育を推進
していく。
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23 乳幼児保健指導

保健師・栄養士・歯科
衛生士等による訪問・
面接・電話等による育
児等の相談を実施しま
す。

各地域健
康課

保健師のよる訪問や保健
師、栄養士、歯科衛生士に
よる電話・面接（延人数　）
6,942人

保健師のよる訪問や保健
師、栄養士、歯科衛生士に
よる電話・面接
延人数　6,328人

保健師による訪問や保健
師、栄養士、歯科衛生士に
よる電話・面接
延人数6,413人

保健師による訪問や保健
師、栄養士、歯科衛生士に
よる電話・面接
延人数6,848人

B

子どもや家庭の抱える健康
上の問題について専門職が
相談対応することにより、養
育者の育児不安の解消に
努める。

保健師による訪問や保健
師、栄養士、歯科衛生士に
よる電話・面接
延人数8,937人

B

専門職が、健康問題の相
談を受けることにより、養育
者の育児不安や育児困難
解消につながっている。
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24
栄養講習会（離乳
食）

妊婦に対して離乳食の
作り方の調理実習を実
施します。

各地域健
康課

実施回数　１６回　参加人
数２０３人

実施回数　１６回　参加人
数209人

栄養講習会16回235人 栄養講習会17回236人 B 栄養講習会（離乳食）17回 栄養講習会16回209人 B

妊娠中に産前産後の食生
活と離乳食について学ぶこ
とでゆとりある子育てにつな
げている。

4
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25
絵本との出会い事
業

４か月健診で絵本セット
を配布して、読み聞か
せの支援や子どもの健
全な発達を促します。

健康づくり
課
各地域健
康課

絵本セット6,316人に配布/
年

絵本セット　5,670人に配布
/年

絵本セット　5,444人に配布
/年

絵本セット　5,710人に配布
/年

B

受診率が高い４か月児健康
診査の機会を捉え、より多く
の親子に絵本を配布し、絵
本の読み聞かせのきっかけ
作りを行う。

絵本セット　5,435人に配布
/年

B

配布数については変動があ
るが、受診者数に見合った
一定数の確保がされてお
り、幼児健診の機会を利用
し、親から子への幼児教育
を啓発する手段となってい
る。
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26
子育てグループワー
ク（子育て支援事
業）

心理相談員、保健師等
とともにグループワークを
行い、子育てを支援しま
す。

各地域健
康課

実施実数124回
延回数 152回
参加実人数 437人
延人数 1,038人

実施実数151回
延回数177回
参加実人数549人
延人数1,319人

実施実数214回
延回数243回
参加実人数621人
延人数1575人

実施実数221回
延回数224回
参加実人数598人
延人数1659人

B

継続実施し、養育者同士相
互関係づくりを支援するとと
もに、育児不安解消に努め
る。

実施実数208回
延回数229回
参加実人数704人
延人数1.553人

B
養育者同士の関係づくりや
適切な支援が、育児不安
解消となっている。

4
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計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績
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事業実績
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実績判定
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事業計画
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H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

27
育児グループへの
支援

孤立しがちな母子等へ
育児グループへの参加
を促し、子育てを支援し
ます。

各地域健
康課

実施回数　50回
参加実人数 748人
延人数 1,094人

実施回数43回
参加実人数　624人
延人数   710人

実施回数43回
参加実人数　457人
延人数  614人

実施回数46回
参加実人数　373人
延人数  507人

B

継続実施し、養育者同士相
互関係づくりを支援するとと
もに、育児不安解消に努め
る。

実施回数28回
参加実人数　279人
延人数  317人

B
教室参加により、孤立しがち
な養育者に対する育児不
安の解消になっている。
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28
学校との連携による
健康教育（みんなで
よい歯のまちづくり）

学校との連携による歯
科健康教育を実施しま
す。

各地域健
康課

実施回数152回
参加人数　4,470人

136回　3,920人 149回　4,318人 144回　4,320人 B

児童の歯と口腔の健康の
保持・増進のため、学校と
の連携による歯科健康教育
を実施する。

131回　4,099人 B
児童の歯と口腔の健康の
保持・増進に寄与している

4
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29
みんなでよい歯のま
ちづくり

依頼により保育所や幼
稚園などに出張し、歯科
健康教育・健康相談を
実施します。

各地域健
康課

実施回数189回
参加者数4,478人

212回　4,956人 221回　4,930人 273回　5397人 B

園児への歯と口腔の健康に
関する啓発及び保護者の
不安軽減のため、施設から
の依頼により保育所や学
童、幼稚園などに出張し、
歯科健康教育・健康相談を
実施する。

310回　6,029人 B

保育園、児童館等施設から
の依頼に応じた歯科健康教
育、健康相談を通じ、歯・口
腔の健康の保持増進に寄
与している。

4
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個別目標３－２　学童期・思春期の健康づくりの支援

1
性感染症検査・相
談

性感染症の血液検査と
相談を実施します。

感染症対
策課

・梅毒・・・252件
・クラミジア・・・248件
・Ｂ型肝炎・・・245件
・相談件数922件（来所
518件、電話404件）

月２回（年24回）、HIV及び
性感染症検査を実施
・梅毒・・・273件
・クラミジア・・・262件
・Ｂ型肝炎・・・276件
・相談件数835件（来所
556件、電話279件）

月２回（年24回）、HIV及び
性感染症検査を実施
・梅毒・・・344件
・クラミジア・・・325件
・Ｂ型肝炎・・・340件

・梅毒・・・342件
・クラミジア・・・323件
・B型肝炎・・・332件

B
・月２回（年24回）、性感染
症検査を実施

月２回（年24回）、HIV及び
性感染症検査を実施
・梅毒・・・364件
・クラミジア・・・350件
・Ｂ型肝炎・・・359件
・相談件数1,192件（来所
829件、電話363件）

B

近年、都内の梅毒患者が
急増している。性感染症予
防について、受けやすい検
査体制の充実や普及啓発
の必要がある。

4
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2
性感染症予防講演
会

性感染症予防のための
講演会を実施します。

感染症対
策課

Ｈ27年6月19日(金）区内
区立中学校
対象：3学年生徒・教員・保
護者
参加人数：167人

区内の中学３年生向けに、
性感染症予防講演会を開
催
①Ｈ28年6月23日(木）区
内区立中学校、対象：3学
年生徒・教員等、参加人
数：113　人
②Ｈ29年3月8日（水）区内
区立中学校、対象：3学年
生徒・教員、参加人数：
132人

区内の中学３年生向けに、
性感染症予防講演会を開
催
①Ｈ29年6月8日(木）区立
中学校、対象：3学年生徒・
教員等、参加人数：131
人
②Ｈ29年11月15日（水）私
立中学校、対象：3学年生
徒・教員等、参加人数：73
人
③Ｈ29年３月12日(月）区
立中学校　対象：3学年生
徒・教員等、参加人数：
116人
④Ｈ29年３月14日(水）区
立中学校　対象：3学年生
徒・教員等、参加人数：
126人

①H30年7月12日（木）区
立中学校、対象者：3年生
116名
②H30年12月4日（火）区
立中学校、対象者：3学年
118名
③H31年3月13日（水）区
立中学校、対象者：3学年
172名

B
・区内の中学３年生向け
に、性感染症予防講演会を
開催

新型コロナウィルス感染拡
大防止のため、中止。

C

実施前後のアンケートによ
ると、講演前はHIV/性感染
症について否定的な印象が
多かったが講演後は正しい
知識を得て、肯定的な感想
が多くなり、意識の変化がう
かがえる。性感染症予防の
一環として、異性に関心を
持ち始める中学生に対し
て、知識の普及啓発は必要
であり、今後も継続していく。

4
3-
2-
2
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

3
エイズ相談・抗体検
査

ＨＩＶ抗体検査と相談を
実施します。

感染症対
策課

・ＨＩＶ抗体検査・・・264件
（※ＨＩＶ即日検査11件含
む）
・相談件数922件（来所
518件、電話404件）

月に２回のHIV及び性感染
症検査の他、11月に土曜
日のHIV即日検査を実施。
またエイズ予防月間に区報
による周知や街頭でのPRを
実施
・ＨＩＶ抗体検査
291件（※ＨＩＶ即日検査　8
件含む）
・相談件数
835件（来所　279件、電話
556件）

月に２回のHIV及び性感染
症検査の他、６月に夜間、
11月に土曜日のHIV即日検
査を実施。またエイズ予防
月間に区報による周知や街
頭でのPRを実施
・ＨＩＶ抗体検査
382件（※ＨＩＶ即日検査
35件含む）
・相談件数
1,251件（来所　810件、電
話　441件）

・HIV抗体検査・・・380件
（即日検査32件含む） B

・月２回（年24回）、HIV及び
性感染症検査を実施
・年2回(6月夜間、11月土
曜日）HIV即日検査を実施
・エイズ予防月間に区報に
よる周知や街頭でのPRを実
施

月に２回のHIV及び性感染
症検査の他、６月に夜間、
11月に土曜日のHIV即日検
査を実施。またエイズ予防
月間に区報による周知や街
頭でのPRを実施
・ＨＩＶ抗体検査
439件（※ＨＩＶ即日検査
27件含む）
・相談件数
1,192件（来所　829件、電
話　363件）

B

都内における年間のHIV感
染者数、AIDS患者数は、横
ばい状態が続いている。HIV
感染者の7割近くは20～30
歳代となっており、若者への
啓発が重要である。

4
3-
2-
3

4
東京都薬物乱用防
止推進大田地区協
議会への支援

協議会が開催する小・
中学生の薬物乱用防止
ポスター・標語コンクー
ルの優秀作品の表彰
式、その他、薬物乱用
防止キャンペーン活動
の支援をします。

生活衛生
課

キャンペーン（池上駅前通5
月・羽田国際線ターミナル7
月・大森スポーツセンター２
月・蒲田駅西口3月）標語・
ポスター表彰（応募ポス
ター161点　標語2156点）

キャンペーン（池上駅前通
路上パフォーマンス6月・薬
物乱用防止イベントコロッケ
さんもやってくる7月・春分パ
レードWellcometoIKEGAMI3
月）
標語・ポスター表彰式（於
羽田空港国際線ターミナル
江戸舞台 応募ポスター
565点　標語1,678点）

・委嘱式（4月　開催場所
羽田空港国際線ターミナル
江戸舞台）
・キャンペーン（①5月薬物
乱用防止イベントあおばin雑
色駅前広場　②9月ふるは
まビーチフェス　③2月春の
池上パレード）
・標語・ポスター表彰式（11
月　開催場所　羽田空港国
際線ターミナル江戸舞台
応募作品：ポスター435点
標語1,699点）

・街頭キャンペーン（①4月
薬物乱用防止イベント蒲田
駅西口駅前広場　②2月春
の池上パレード）
・標語・ポスター表彰式（10
月　開催場所　羽田空港国
際線ターミナル江戸舞台
応募作品：ポスター130点
標語2,033点）
・薬物乱用防止講演会（11
月）池上会館

B

・薬物乱用防止推進委員
委嘱式
・街頭キャンペーン　2回程
度
・標語・ポスター表彰式

・委嘱式（４月　開催場所
蒲田アプリコ小ホール）
・街頭キャンペーン（①５月
矢口の渡商店街夏祭りパ
レード）
・標語・ポスター表彰式（10
月　開催場所　東京実業高
校 応募作品：ポスター189
点　標語1,477点）
・薬物乱用防止講演会（11
月）池上会館

B

　計画期間内で薬物乱用
防止に対するポスターが
1291点、標語は7566点と
多数の小中学生に応募して
いただくことで、広く薬物乱
用防止の普及啓発が行え
たと考える。
　啓発活動は継続的に実
施することが重要で、引き
続き東京都薬物乱用防止
推進大田地区協議会が実
施する事業の支援を行って
いく。

4
3-
2-
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5
精神保健に関する
医師・保健師による
相談

専門医や保健師による
相談（来所、家庭訪問、
電話等）をを実施しま
す。

各地域健
康課

精神科医師による相談：
106回実施。
保健師による家庭訪問
（延）：1,594件実施。
保健師による所内相談
（延）：2,943件実施。
保健師による電話相談
（延）：13,173件実施。

精神科医師による相談
128回実施
保健師による家庭訪問
(延)1,786件実施
保健師による所内相談
(延)2,912件実施
保健師による電話相談
(延)12,063件実施

精神科医師による相談
92回実施
保健師による家庭訪問
(延)1,980件実施
保健師による所内相談
(延)2,773件実施
保健師による電話相談
(延)11,269件実施

精神科医師による相談
97回実施
保健師による家庭訪問
(延)1,703件実施
保健師による所内相談
(延)2,342件実施
保健師による電話相談
(延)9,789件実施

B

精神障害者(疑い含む）の
早期治療・社会復帰及び
自立と社会経済活動への
参加の促進等のため実施
する。

精神科医師による相談
95回実施
保健師による家庭訪問
(延)2,015件実施
保健師による所内相談
(延)3,216件実施
保健師による電話相談
(延)12,474件実施

B

本人及び家族の相談を保
健師や専門医の相談を受
けることで、精神障害者の
早期発見、早期治療につな
げ、社会復帰を促進した。

4
3-
2-
5
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

6
自殺総合対策の推
進

関係機関による自殺総
合対策協議会を開催し
ます。

健康医療
政策課
子ども家
庭支援セ
ンター
保育サー
ビス課
教育セン
ター
指導課
他

関係機関による自殺総合
対策協議会を１回開催し
た。
・教育相談
・こども電話相談
・メール相談「心の輪」（実
績なし）

自殺総合対策協議会を１
回開催し、地域の自殺の現
状と課題、対策などについ
て協議した。

自殺総合対策協議会を開
催（8月3日）し、国、都にお
ける自殺対策の動向や、区
の自殺の現状と関係機関
の取り組みについて情報提
供および協議を行った。
次年度策定予定の「大田
区自殺対策計画」（おおた
健康プラン（第三次）に包
含）について周知し、策定に
向けた区民アンケートの内
容について検討した。

（健康政策部）
大田区自殺総合対策協議
会を２回開催し、区の自殺
の現状と課題を共有し、今
後の対策を検討した。平成
31年３月に「大田区自殺対
策計画」（おおた健康プラン
（第三次）に包含）を策定し
た。

（教育総務部）
「ＳＯＳの出し方に関する教
育」について、全区立小・中
学校で実施した。

B

（健康政策部）
地域のネットワーク構築を図
るため、自殺総合対策協議
会を１回開催する。地域の
関係機関の連携を図り、
「大田区自殺対策計画」に
沿って自殺対策を着実に推
進する。

（教育総務部）
「ＳＯＳの出し方に関する教
育」について、区立全小・中
学校の教育課程に位置付
け、小学校第６学年、中学
校第３学年を悉皆として実
施する。

（健康政策部）
大田区自殺総合対策協議
会を１回開催し、区の課題
と対策を検討した。また、大
田区自殺対策計画の推進
体制を強化するため、新た
に「大田区自殺対策戦略本
部」を設置した。

（教育総務部）
「ＳＯＳの出し方に関する教
育」について、区立全小・中
学校の教育課程に位置付
け、小学校第６学年、中学
校第３学年を悉皆として実
施した。

B

（健康政策部）
医療、福祉、教育、経済労
働等庁内外の関係機関の
ネットワークを構築し、区の
自殺対策を推進することが
できた。今後は、「大田区自
殺対策計画」に基づき、各
部局の連携を図りながら、
対策を着実に推進していく
必要がある。

（教育総務部）
「ＳＯＳの出し方に関する教
育」の、教育課程上での位
置付けや、対象学年及び内
容について、全区立小・中
学校に周知し、実施するこ
とができた。今後も継続して
実施する。

4
3-
2-
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7 精神講演会
毎年テーマを設定し、専
門医等による講演を実
施します。

健康医療
政策課
各地域健
康課

４地域健康課で精神講演
会を各１回実施した。

4地域健康課で精神講演
会を各1回実施した。

4地域健康課で精神講演
会を各1回実施した。

4地域健康課で精神講演
会を各1回実施した。

B

4地域健康課で専門医によ
る精神講演会を実施し、正
しい知識や情報を提供す
る。

４地域健康課で精神講演
会を各１回実施した。

B

専門医等から疾病や障が
い者への対応について、正
しい知識や情報を提供する
ことができた。

4
3-
2-
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個別目標３－３　食育の推進

1
保育園・学校の栄
養士との連携

関係機関との情報交換
等の連携と充実のため、
連絡会（食育検討会）を
実施します。

健康づくり
課
各地域健
康課

食育推進検討会　　２回
食育フェア準備打ち合わせ
会　１回

食育推進検討会　3回　延
３４人出席
食育フェアー　1回、来所者
548人

・食育推進検討会３回開
催。
・食育フェアー１回 来所者
348人。
・区栄養士情報交換会を2
回開催。

・食育推進検討会4回開
催。
・食育フェアー１回 来所者
1986人。

A

食育推進検討会の開催、
・食育フェアーを実施し、多
くの区民に食育の情報を届
ける。

・食育推進検討会５回開
催。
・食育フェアー２回

B

平成30年度より食育フェア
をグランデュオ蒲田３階通
路で開催することになり、よ
り多くの人々に食育をPRす
ることにつなげられた。

4
3-
3-
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2
食育推進サポートの
ための在宅栄養士
（会）との連携

グループ間の情報・意
見交換で連携・協力し、
活動の充実を図るため
の支援をします。

各地域健
康課

地域活動栄養士連絡会　１
１回実施
地域活動栄養士対象講演
会　１回実施
パネルシアター　年２０回実
施　７９４人

在宅栄養士会の開催　11
回、147人　　食育パネルシ
アター28回、８75人

・在宅栄養士会の開催　10
回、138人
・食育パネルシアターの開
催　28回、1034人
・在宅栄養士向け向け講習
会　１回30人

・在宅栄養士会の開催
11回、126人
・食育パネルシアター
28回1,014人
・在宅栄養士向け講習会
１回63人

B

・在宅栄養士会の開催
・食育パネルシアター　28
回
・在宅栄養士向け講習会
１回

・在宅栄養士会の開催
12回、182人
・食育パネルシアター
28回1210人
・在宅栄養士向け講習会
0回

B

平成28年度より食育パネル
シアターの開催回数を増や
し、より多くの学童に食育の
知識を伝えることができた。

4
3-
3-
2

◎は重要施策 24 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

個別目標３－４　産科・小児医療の充実

1 かかりつけ医の推進

両親学級、すこやか赤
ちゃん訪問（新生児･産
婦訪問指導）、健診等
の機会ごとに近隣医を
紹介し、かかりつけ医を
もつことを勧めます。

健康医療
政策課・
各地域健
康課

両親学級参加者総数
3,918人
すこやか赤ちゃん訪問乳児
訪問指導実人員　5,217人
４か月児健康診査受診者
数　5,864人
これらの他に、おおた医療
BOOK2016年版を医師会
等が10万部発行。区が補
助。
これらの事業を通じてかかり
つけ医の必要性をPRした。

両親学級、すこやか赤ちゃ
ん訪問（新生児･産婦訪問
指導）、健診等機会ごとに
乳幼児を持つ保護者に対し
て,「医療BOOK2016年版」
を活用して近医の紹介も含
め、かかりつけ医をもつこと
を勧めた。

両親学級、すこやか赤ちゃ
ん訪問（新生児･産婦訪問
指導）、健診等機会ごとに
乳幼児を持つ保護者に対し
て,「医療BOOK2016年版」
を活用して近医の紹介も含
め、かかりつけ医をもつこと
を勧めた。

両親学級参加者総数
4,075人
すこやか赤ちゃん訪問乳児
訪問指導実人員　5,416人
４か月児健康診査受診者
数　5,752人
これらの他に、おおた医療
BOOK2016年版を医師会
等が  万部発行。区が補
助。
これらの事業を通じてかかり
つけ医の必要性をPRした。

B

両親学級、すこやか赤ちゃ
ん訪問（新生児･産婦訪問
指導）、健診等の機会ごと
に近隣医を紹介し、かかり
つけ医をもつことを勧めま
す。

両親学級参加者総数
3,954人
すこやか赤ちゃん訪問乳児
訪問指導実人員5,000人
４か月児健康診査受診者
数5,061人
これらの他に、おおた医療
BOOK2016年版を医師会
等が10万部発行。区が補
助。
これらの事業を通じてかかり
つけ医の必要性をPRした。

B

母子保健事業を活用し、乳
幼児をもつ保護者に対し、
かかりつけ医を持つことへの
動機づけとなった。

4
3-
4-
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2
休日診療・休日準
夜診療・土曜準夜
診療

医師会委託で祝休日及
び土曜準夜等の急病患
者の診療を実施します。

健康医療
政策課

区内3医師会(休日準夜は
2医師会)に事業を委託し、
各医師会館内の診療所で
実施。
休日診療所3か所　受診件
数9,745件
休日準夜診療所3か所　受
診件数4,585件
土曜準夜診療所2か所　受
診件数2,059件

区内3医師会(休日準夜は
2医師会)に事業を委託し、
各医師会館内の診療所で
実施。
休日診療所3か所　受診件
数10,735件
休日準夜診療所3か所　受
診件数5,612件
土曜準夜診療所2か所　受
診件数2,223件

区内3医師会(休日準夜は
2医師会)に事業を委託し、
各医師会館内の診療所で
実施。
休日診療所3か所　受診件
数11,852件
休日準夜診療所3か所　受
診件数6,026件
土曜準夜診療所2か所　受
診件数2,388件

区内3医師会(土曜準夜は
2医師会)に事業を委託し、
各医師会館内の診療所で
実施。
休日診療所3か所　受診件
数11,902件
休日準夜診療所3か所　受
診件数6,061件
土曜準夜診療所2か所　受
診件数2,150件

B

区内3医師会(土曜準夜は
2医師会)に事業を委託し、
各医師会館内の診療所で
実施する。

区内３医師会(土曜準夜は
２医師会)に事業を委託し、
各医師会館内の診療所で
実施。
休日診療所３か所　受診件
数11,067件
休日準夜診療所３か所　受
診件数5,308件
土曜準夜診療所２か所　受
診件数1,982件

B

土日祝日、年末年始の急
病における診療事業を実施
しており、毎年度１万人前
後の利用者がいることは、
区民の健康を守るという目
的が達せられていると評価
できる。

4
3-
4-
2

3
平日準夜小児初期
救急診療

平日準夜における小児
救急患者の初期救急医
療を実施します。

健康医療
政策課

東邦大学医療センター大
森病院に事業を委託し、病
院3号館内において、区内3
医師会の協力により実施。
診療時間　午後8時～午後
11時
診療実績　　　1,745人

東邦大学医療センター大
森病院に事業を委託し、病
院3号館内において、区内3
医師会の協力により実施。
診療時間　午後8時～午後
11時
診療実績　　　1,492人

東邦大学医療センター大
森病院に事業を委託し、病
院3号館内において、区内3
医師会の協力により実施。
診療時間　午後8時～午後
11時
診療実績　　　1,328人

東邦大学医療センター大
森病院に事業を委託し、病
院3号館内において、区内3
医師会の協力により実施。
診療時間　午後8時～午後
11時
診療実績　　　1,418人

B

東邦大学医療センター大
森病院に事業を委託し、病
院3号館内において、区内3
医師会の協力により実施す
る。

東邦大学医療センター大
森病院に事業を委託し、病
院3号館内において、区内3
医師会の協力により実施。
診療時間　午後8時～午後
11時
診療実績　　　1,262人

B

平日夜間の子どもの急病に
おける診療事業を実施して
おり、毎年度千数百人の利
用者がいることは、区民の
健康を守るという目的が達
せられていると評価できる。

4
3-
4-
3

4 歯科休日応急診療
休日における歯科応急
診療医療を実施しま
す。

健康医療
政策課

区内2歯科医師会に事業を
委託し、各歯科医師会館内
の歯科診療所で実施。
診療所2か所　受診件数
777件

区内2歯科医師会に事業を
委託し、各歯科医師会館内
の歯科診療所で実施。
診療所2か所　受診件数
715件

区内2歯科医師会に事業を
委託し、各歯科医師会館内
の歯科診療所で実施。
診療所2か所　受診件数
651件

区内2歯科医師会に事業を
委託し、各歯科医師会館内
の歯科診療所で実施。
診療所2か所　受診件数
641件

B
区内2歯科医師会に事業を
委託し、各歯科医師会館内
の歯科診療所で実施する。

区内2歯科医師会に事業を
委託し、各歯科医師会館内
の歯科診療所で実施。
診療所2か所　受診件数
718件

B

日曜、祝日、年末年始の急
病における診療事業を実施
しており、毎年度6～700人
超の利用者がいることは、
区民の健康を守るという目
的が達せられていると評価
できる。

4
3-
4-
4
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

5
産科医療機関の設
備整備費助成事業

産科分べん用のベット
数の増加に対して助成
を行い、区内で安心して
子どもを産める環境を整
備します。

健康医療
政策課

(実績なし) (実績なし) (実績なし)
大鳥居医院に対して3,524
万円の助成を実施。

A

分娩機能の整備充実を図
るために医療機関が行う設
備の整備費に対して助成を
行う。

東京労災病院に対して
1,558万4千円の助成を実
施。

B

医療機関が分娩機能の拡
充を図るため、医療機器等
の購入に対し補助金を交付
することにより周産期医療
体制の充実を促進し、区民
が安心して子どもを産み育
てられる環境の整備に寄与
することを目的としている。
平成30年度、令和元年度
に1病院ずつ交付があり、今
後も申請予定があることか
ら、大きく環境整備に寄与し
ていると評価する。

4
3-
4-
5

6
地域医療機関との
協議会等の開催

医師会や医療機関と入
院医療、周産期医療、
小児医療等に関する検
討・協議を行います。

健康医療
政策課

大田区入院医療協議会1
回 同役員会4回
大田区周産期医療検討委
員会幹事会3回
大田区小児救急医療連携
推進連携協議会1回

大田区入院医療協議会1
回 同役員会4回
大田区入院医療協議会小
児医療専門部会3回
大田区周産期医療検討委
員会幹事会3回

大田区入院医療協議会1
回 同役員会4回
大田区入院医療協議会小
児医療専門部会3回
大田区周産期医療検討委
員会幹事会3回

大田区入院医療協議会1
回 同役員会4回
大田区入院医療協議会小
児医療専門部会3回
大田区周産期医療検討委
員会幹事会3回

B
地域医療機関との協議会
に出席し、地域医療に関す
る課題を検討・協議する。

大田区入院医療協議会1
回 同役員会2回
大田区入院医療協議会小
児医療専門部会4回
大田区周産期医療検討委
員会幹事会2回

B

各部会の役員会等の実施
により、相互に顔の見える関
係づくりが着実に進んでい
る。
切れ目のない医療の提供
に向けて、今後も地域医療
連携の推進を実行する。

4
3-
4-
6

基本目標４　子どもの生きる力を伸ばし、未来を担う人材を育成します

個別目標４－１　豊かな心の育成・保幼小の連携

◎ 1
未来
適応指導教室「つ
ばさ」

不登校状態の児童・生
徒が早期に在籍校に復
帰できるよう、保護者・
在籍校と連携し、学習
支援・集団での活動支
援を行います。

教育セン
ター

・全通室者数　83名　（小
学校16名・中学校67名）
・年度途中での在籍校復帰
者数　3名（小学校1名・中
学校2名）
・年度末の在籍校復帰者
数　22名（小学校5名・中
学校17名）

・全通室者数　113名　（小
学校29名・中学校84名）
・年度途中での在籍校復帰
者数　7名（小学校4名・中
学校3名）
・年度末の在籍校復帰者
数　32名（小学校6名・中
学校26名）
・年度末の進学者数　38名
（中学校進学12名・高校等
進学26名）

・全通室者数　136名　（小
学校16名・中学校120名）
・年度途中での在籍校復帰
者数　６名（小学校１名・中
学校５名）
・年度末の在籍校復帰者
数　30名（小学校７名・中
学校23名）
・年度末の進学者数　47名
（中学校進学３名・高校等
進学44名）

・全通室者数
　小学校38名・中学校132
名　合計170名
・年度途中での在籍校復帰
者数
　小学校４名・中学校11名
合計15名
・年度末の在籍校復帰者
数
　小学校３名・中学校20名
合計23名
・年度末の進学者数
　中学校進学20名・高校等
進学32名　合計52名

B

平成31年度から「つばさ」４
教室に各６名の職員配置と
し、各1名配置した心理指
導員による本人・保護者へ
の心理面での相談支援の
充実を図ることにより、安定
した通室につなげる。
また、27年度から配置した
数学（算数）と英語の学習
指導講師による指導を継続
し、基礎学力の定着を図っ
ていく。

・全通室者数　219名　（小
学校29名・中学校190名）
・年度途中での在籍校復帰
者数　9名（小学校0名・中
学校9名）
・年度末の在籍校復帰者
数　33名（小学校4名・中
学校29名）
・年度末の進学者数　88名
（中学校進学13名・高校等
進学75名）

B

　令和元年度の通室者数
は平成27年度の約2.6倍と
なっており、増加する不登
校状態の児童・生徒を、自
宅に引きこもっている状態
から学習できる環境に引き
出すという役割を一定程度
果たすことができた。
　また、通室している児童・
生徒や保護者に対して、定
期的に面談や進学指導を
行うことで安心感を与え、
様々な活動を準備して、興
味・関心や積極性を引き出
す工夫をしてきた。
　その結果、年度途中、年
度末での在籍校復帰や、中
学校、高校等への進学に
成果が見られている。

4
4-
1-
1
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

4-
1-
2

4-
1-
3

令和元年度の相談件数は
平成27年度と比較すると、
約1.3倍に増加している。
　都費のスクールカウンセ
ラーに加え、区費のスクー
ルカウンセラーを配置、増
員し、引き続き小学校５年
生と中学校１年生の全員面
接等に取り組んだ結果、ス
クールカウンセラーによる相
談を行うことの意義が理解
され、浸透してきた。
　また、学校不適応状態に
ある児童・生徒やその兆し
の見える児童・生徒、不安
や悩みを抱える保護者、教
員等にきめ細かい対応を行
うことにより、問題の早期発
見や早期解決に寄与する
体制が一定程度できてい
る。

4B

・28年度の相談件数
　小学校　25,308件
　中学校　19,385件
・28年度も引き続き小学校
5年生と中学校1年生の全
員面接を行った。
・適応指導教室（４教室）に
ついては、週1日のスクール
カウンセラーの配置に変え
て、週4日勤務の心理職相
談員を1名ずつ配置。

・相談件数
　小学校　26,771件
　中学校　19,185件
・29年度も引き続き小学校
５年生と中学校１年生の全
員面接を行った。
・適応指導教室（４教室）に
ついては、28年度から週１
日のスクールカウンセラー
の配置に変えて、週４日勤
務の心理職相談員を１名ず
つ配置した。

・引き続き、都費のスクール
カウンセラーを全小中学校
に配置した上で、区費のス
クールカウンセラーも全中
学校と規模の大きな小学校
等に配置するなど、スクー
ルカウンセラーの充実に努
める。
・スクールカウンセラーの資
質向上のために計画的に
研修を実施し、学校内にお
ける相談体制の充実を図
る。

・相談件数
　小学校　27,936件
　中学校　24,163件
　合計　　 52,099件
・本年度も引き続き小学校
５年生と中学校１年生の全
員面接を行った。

・相談件数
　小学校　29,184件
　中学校　20,975件
・30年度も引き続き小学校
５年生と中学校１年生の全
員面接を行った。

B

B◎ 3

未来
学校支援地域本部
（スクールサポート
おおた）

学校の教育活動の一層
の充実のため、地域全
体で学校を支援する仕
組みとして、学校支援地
域本部（スクールサポー
トおおた）の充実を図りま
す。具体的な支援内容
には、学習支援、部活
動支援、環境整備、安
全パトロールなどの活動
があります。

教育総務
課
指導課

◎ 2
未来
スクールカウンセ
ラーの配置

都費のスクールカウンセ
ラーを全小中学校に配
置し、区費のスクールカ
ウンセラーも全中学校と
規模の大きな小学校、
館山さざなみ学校、２つ
の中学校の相談学級、
４つの適応指導教室に
配置します。計画的にス
クールカウンセラーの研
修を実施し、学校内に
おける相談体制の充実
を図り、学校不適応状
態にある児童・生徒及び
その保護者、教員への
きめ細い支援を行いま
す。

教育セン
ター

・27年度の相談件数
　　小学校　23,595件
中学校　17,765件
・27年度も引き続き小学校
5年生と中学校1年生の全
員面接を行った。
・適応指導教室（2教室）に
ついては、週4日勤務の心
理職の指導員を1名ずつ配
置したため、スクールカウン
セラーの配置は解消した。
・小学校の相談内容で前年
度と比較し増加したのは、
「性格行動」「対教師」「不
登校」に関するもので、減少
したのは「いじめ」「自己理
解」「話し相手」の項目であ
る。
・中学校の相談内容で前年
度と比較し増加したのは、
「自己理解」と「部活動」に
関するもので、減少したのは
「いじめ」「問題行動」の項目
である。

学校支援コーディネーター
等に対する研修により、スキ
ルアップを図った。
①学校支援コーディネー
ター研修（事例発表及び意
見交換）　参加人数48人
②学校支援コーディネー
ター基礎研修（新任者対
象）　参加人数17人
③地区別、校種別研修
（ネットワークづくり）　参加人
数56人

学校支援コーディネーター
に対する研修を行い、コー
ディネーターのスキルアップ
を図った。
・学校支援コーディネーター
基礎研修（新任者対象）
    参加人数14人
・小学校３グループと中学
校別研修（講演とグループ
ワーク）
    参加人数53人
各学校支援地域本部の活
動の活性化や取組みの参
考とするため、各校の学校
支援地域本部の事例を集
約し、実践報告書（事例集）
を発行。

○学校支援コーディネー
ターに対する研修を行い、
コーディネーターのスキル
アップを図った。
・学校支援コーディネーター
基礎研修（新任者対象）
参加人数　31人
・小学校と中学校別研修
（講演とグループワーク）
小学校参加人数　21人
中学校参加人数　10人
・小学校と中学校別交流会
小学校
１回目参加人数　28人
2回目参加人数　30人
中学校参加人数　17人
○学校、学校支援地域本
部、教育委員会を繋ぐ情報
紙「スク・サポ通信」を年２
回発行した。

B

平成25年度までに学校支
援地域本部が区内全校に
設置され、各校それぞれの
学校支援活動が展開され
ている。
今後も引き続き研修等を実
施し、コーディネーターのス
キルアップを図ると共に、情
報紙の発行等により情報提
供を行い、新たな取組みを
支援する。

4

○新任コーディネーターに
対して、その役割と円滑な
コーディネート機能が担える
よう、基礎的な研修会を実
施する。
○学校支援コーディネー
ターのスキルアップを目的
に講演会を２回実施し、活
動の充実を図る。
○交流会を小中別に各１回
実施し、学校間の連携と情
報交換、コーディネーターの
ネットワーク作りにつなげる。
○学校と学校支援地域本
部の連携を深め、情報の共
有化を図るため、スク・サポ
通信を発行する。
○学校支援地域本部活動
を周知するリーフレットを作
成する。

○学校支援コーディネー
ターに対する研修等を行
い、コーディネーターのスキ
ルアップを図った。
・学校支援コーディネーター
基礎研修（新任者対象）
参加人数　26人
・研修（講演とグループワー
ク）
第１回　参加人数　18人
第２回　参加人数　15人
・交流会
(参加しやすいよう、小・中
合同で２回実施）
第１回　参加人数　28人
第２回　参加人数　18人
○学校、学校支援地域本
部、教育委員会を繋ぐ情報
紙「スク・サポ通信」を２回
発行した。
○学校支援地域本部の周
知用及びボランティア募集
のリーフレットを作成した。

○学校支援コーディネー
ターに対する研修等を行
い、コーディネーターのスキ
ルアップを図った。
・学校支援コーディネーター
基礎研修（新任者対象）
参加人数　23人
・研修（講演とグループワー
ク）
第１回　参加人数　16人
第２回　参加人数　14人
・小中別交流会
小学校　参加人数　24人
中学校　参加人数　11人
○学校、学校支援地域本
部、教育委員会を繋ぐ情報
紙「スク・サポ通信」を２回
発行した。
○他校の活動を知り、新た
な活動へつなげるための、
活動事例集を発行した。
○学校支援地域本部の周
知用及びボランティア募集
のリーフレットを作成した。
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 4

未来
小中一貫による教
育の視点に立った
生活指導の充実

義務教育を９年間の枠
で考え、小中一貫による
教育の視点に立った生
活指導を充実させま
す。

指導課

中学校区において、規範意
識向上のための共通ルー
ルである「生活スタンダード」
を作成し、校区によっては
重点項目のキャンペーン期
間を設けるなど、啓発強化
の取組を行った。

中学校区内の児童・生徒に
共通する学習上の課題解
決のため、「小中一貫重点
観点・重点指導事項」を策
定し、小中一貫した学習指
導の工夫を実施

中学校区グループごとに、
【知】「小中一貫重点観点・
重点指導事項の作成及び
学習指導の工夫」、【徳】規
範意識向上プログラムに基
づく生活スタンダードの作成
及び生活指導の充実、
【体】小中一貫「体力向上
全体計画」の作成及び取組
の推進の中から重点項目を
一つ選択し、児童・生徒の
確かな学力の定着・豊かな
心の育成・体力の向上を目
指した取組を実施した。

中学校区グループごとに、
【知】「小中一貫重点観点・
重点指導事項の作成及び
学習指導の工夫」、【徳】規
範意識向上プログラムに基
づく生活スタンダードの作成
及び生活指導の充実、
【体】小中一貫「体力向上
全体計画」の作成及び取組
の推進の中から重点項目を
一つ選択し、児童・生徒の
確かな学力の定着・豊かな
心の育成・体力の向上を目
指した取組を実施した。1月
の分科会においていじめ・
自殺に絞った情報の共有を
図った。

B

各中学校区における「小中
一貫教育プログラム」に基
づく取組の実施
・小中一貫重点観点・重点
指導事項
・小中一貫生活スタンダード
・小中一貫体力向上全体
計画
・1月の「小中一貫教育の
日」に小学校から中学校へ
の引継を目的とした複数で
の情報交換の分科会を設
定する。

各中学校区における「小中
一貫教育プログラム」に基
づき、小中一貫重点観点・
重点指導事項の設定、小
中一貫生活スタンダードの
活用、小中一貫体力向上
全体計画の策定に取り組ん
だ。また、1月の「小中一貫
教育の日」に複数の小中学
校での分科会を開催し、小
学校から中学校への引継
や情報交換を行った。

B

平成28年3月に大田区小
中一貫教育プログラムを作
成し、「学力向上」「豊かな
心を育む」「体力向上」の3
点について小学校と中学校
の義務教育9年間で推進す
る共通の目標・取組を設定
した。各中学校区ではそれ
ぞれの校区の実態に応じて
重点観点・重点事項を定
め、日常の授業や検証授
業を実施し、それらを評価・
改善するサイクルを確立す
ることで、9年間の系統的な
教育を充実させることができ
た。

4
4-
1-
4

◎ 5
未来
職場体験活動の充
実

勤労の尊さや意義を理
解し、職業や進路の選
択等に必要な勤労観や
職業観を身に付け、
キャリア教育充実の視
点から共に助け合って
生きる人間としての生き
方についての自覚を深
め、将来の社会人として
自立していくための態度
を育成する教育を推進
します。

指導課

中学校第2学年生徒を対
象とした職場体験を実施し
た。
・実施期間
　平成27年6月9日～平成
28年2月5日
・体験生　3,612人　受入事
業所1,312箇所

中学校第2学年生徒を対
象に職場体験を実施
・実施期間
　平成2８年６月２９日～
　平成29年２月３日
・体験生徒数　3,584人
・受入事業所　1,269箇所
職場体験推進協議会の実
施
大森第一中学校、東調布
中学校によるものづくり教育
学習フォーラムにおける職
場体験の発表

中学校第２学年生徒を対
象に職場体験を実施
・実施期間
　平成29年６月28日～
　平成30年２月３日
・体験生徒数　3,717人
・受入事業所　1,289箇所
職場体験推進協議会の実
施
大森東中学校、羽田中学
校によるものづくり教育学習
フォーラムにおける職場体
験の発表

中学校第２学年生徒を対
象に職場体験を実施
・実施期間
　平成30年7月10日～
　平成31年２月8日
・体験生徒数　3、564人
・受入事業所　1,283箇所
職場体験推進協議会の実
施
大森第二中学校、南六郷
中学校によるものづくり教育
学習フォーラムにおける職
場体験の発表

B

・企業、事業所、庁内に受
入依頼調査
・受入事業所一覧を作成
し、配布する。
・中学校生徒職場体験連
絡協議会
・職場体験実践報告書の
作成、配布
等を行い、円滑な中学校生
徒職場体験の運営を支援
する。

中学校第２学年生徒を対
象に職場体験を実施
・実施期間
　令和元年７月９日～
　令和２年２月14日
・体験生徒数　3,462人
・受入事業所　1,269箇所
職場体験推進協議会の実
施
大森第六中学校、馬込東
中学校によるものづくり教育
学習フォーラムにおける職
場体験の発表

B

企業、事業所、庁内に受入
依頼調査し受入事業所一
覧を作成し、配布することが
できた。また、中学校生徒
職場体験連絡協議会に多
くの企業、事業所の参加が
あった。
職場体験実践報告書の作
成、配布等を行い、円滑な
中学校生徒職場体験の運
営を支援できた。

4
4-
1-
5

6
道徳授業地区公開
講座

道徳の授業公開と保護
者、地域住民との意見
交換会を実施します。

指導課

区立全校において、道徳の
授業公開と保護者、地域住
民との意見交換会を実施し
た。

区立小中学校全校におい
て、道徳の授業公開と保護
者、地域住民との意見交換
会を実施。

区立小中学校全校におい
て、道徳の授業公開と保護
者、地域住民との意見交換
会を実施し、より良い授業
実践や家庭での取組につい
て協議した。

区立小中学校全校におい
て、道徳の授業公開と保護
者、地域住民との意見交換
会を実施し、より良い授業
実践や家庭での取組につい
て協議した。

B

全区立小中学校において、
道徳の授業公開と保護者、
地域住民との意見交換会
を実施する。

区立小中学校全校におい
て、道徳の授業公開と保護
者、地域住民との意見交換
会を実施し、より良い授業
実践や家庭での取組につい
て協議した。

B

全区立小中学校において、
道徳の授業公開と保護者、
地域住民との意見交換会
を実施することができた。

4
4-
1-
6

7
生活規範意識を高
める教育

生活規範意識向上講
座、規範意識を高める
ための指導法等を実施
します。

指導課
幼児教育
センター

生活規範意識を高めるため
の指導や健全育成に関す
る意見交換を行う生活指導
主任会を開催した。
　開催数　年11回

国・都の状況を報告する道
徳教育推進教師連絡協議
会を開催。
　開催数　年3回
また、同協議会において委
員会を設置し、道徳の指導
資料を作成し、配布。
　配布先　全小学校

生活規範意識向上講座を
開催した。
　開催数　年４回
規範意識向上プログラム改
訂委員会を開催し、新しい
学習指導要領に準拠したプ
ログラムに改訂した。
　開催数　年２回

生活規範意識向上講座を
開催した。
　開催数　年４回
新しい学習指導要領に準
拠したプログラムを活用する
ように周知した。

B

生活規範意識向上講座を
開催する。
　開催数　年４回
新しい学習指導要領に準
拠したプログラムを活用する
ように周知する。

生活規範意識向上講座を
開催した。
　開催数　年４回
新しい学習指導要領に準
拠したプログラムを活用する
ように周知した。

B

生活規範意識向上講座の
開催や、新しい学習指導要
領に準拠したプログラムを
活用するように周知すること
で、生活規範意識を高める
ための指導方法の向上を
図ることができた。

4
4-
1-
7
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

8
幼児教育連絡協議
会の設置

幼稚園・保育所・小学
校等の連携や交流の機
会を充実し、共通理解
を深めます｡

幼児教育
センター

・幼児教育機関連絡協議
会
　年2回開催
・保幼小地域連携協議会
　年14回開催

・幼児教育機関連絡協議
会
　年2回開催
・保幼小地域連携協議会
　年14回開催

・幼児教育機関連絡協議
会
　年２回開催
・保幼小地域連携協議会
　年14回開催

・幼児教育機関連絡協議
会
　年２回開催
・保幼小地域連携協議会
　年14回開催

B

子どもが、就学後に充実し
た学校生活をおくることがで
きるよう、協議会について各
教育機関、特に新設園に
対して積極的に周知し、就
学に向けての情報交換の
場への参加を働きかける。

・幼児教育機関連絡協議
会
　年１回開催
・保幼小地域連携協議会
　年13回開催
※新型コロナウイルス感染
防止のため、幼児教育機関
連絡協議会1回、保幼小地
域連携協議会1回を中止し
た。

B

保幼小の円滑な接続を図
るための貴重な情報交換の
場として、保幼小地域連携
協議会の認知度は年々上
昇している。また、小学校か
ら、本協議会を通じた児童
の情報が、新学期の学級編
成等に有用であるとの声が
多く届いていることから、今
後も、規模の拡大等新たな
課題に対応しながら、事業
を継続する。

4
4-
1-
8

9
メンタルフレンドの派
遣

不登校等の子どもを対
象に、心理学や教育学
専攻の大学生等をその
家庭に派遣し、話し相手
などの活動を通して学
校生活への復帰を支援
します｡

教育セン
ター

・メンタルフレンドの延べ派
遣回数　490回
　　（派遣している家庭数　6
件　　適応指導教室　8件
相談学級　2件）

・メンタルフレンドの延べ派
遣回数　296回
　（派遣している家庭数　6
件　適応指導教室　4件
相談学級　2件）

・メンタルフレンドの延べ派
遣回数　455回
　　（派遣している家庭数
７件　　適応指導教室　10
件　　相談学級　２件）

・メンタルフレンドの延べ派
遣回数　242回
　　（派遣している家庭数
５件　　適応指導教室　４件
相談学級　１件）

B

メンタルフレンドを児童生徒
の家庭、適応指導教室等
に派遣し、学校生活への不
適応が見られたり、家に閉じ
こもったりする傾向のある児
童・生徒の話し相手を務め
ることにより、外出を促し、学
習に向かう意識づけを行
う。

・メンタルフレンドの延べ派
遣回数　218回
　　（派遣している家庭数
２件　　適応指導教室　８件
相談学級　０件）

B

　メンタルフレンドの派遣実
績は年度によって大きく変
わるが、児童・生徒と年齢
の近い支援者による対応
は、家庭に引きこもりがちな
児童・生徒に大きな影響が
ある。
　適応指導教室や相談学
級への派遣では通所者の
登室を促進し、在籍校復帰
の意欲を起こさせる役割を
果たすことができた。

4
4-
1-
9

10
幼稚園教諭・保育
士合同研修

幼稚園教諭・保育士の
資質向上を図る研修を
推進し、教諭・保育士一
人ひとりの幼児理解を深
めます。

幼児教育
センター

・幼稚園教諭・保育士合同
研修会
　年5回開催
・幼児期運動指導保育者
養成研修会
　年9回開催

・幼稚園教諭・保育士合同
研修会
　年5回開催
・幼児期運動指導保育者
養成研修会
　年９回開催

・幼稚園教諭・保育士合同
研修会
　年５回開催
・幼児期運動指導保育者
養成研修会
　年９回開催

・幼稚園教諭・保育士合同
研修会
　年５回開催
・幼児期運動指導保育者
養成研修会
　年９回開催

B

保育者としての専門的な指
導力を高め、子どもの主体
性を引き出す保育を目指し
て、実践的な研修を開催し
ていく。

・幼稚園教諭・保育士合同
研修会
　年５回開催
・幼児期運動指導保育者
養成研修会
　年９回開催

B

幼児教育の充実に資する
目的で、幼稚園、保育園の
垣根を越えて、保育者とし
て共に学んでいく本研修
は、一定の成果を上げてい
る。今後は、研修の質の充
実を図るとともに、研修機会
の少ない小規模園や新設
園を中心に、研修への参加
を促していく。

4
4-
1-
10

11
保幼小の交流及び
連携事業

体験を広げる子ども同
士の交流を充実させると
ともに、子どもの成長を
一貫して支援するため、
各教育機関の教職員同
士の相互連携を図るた
めの研修や情報共有を
推進します。

幼児教育
センター
指導課

・保幼小連携合同研修会
　年9回開催
・保幼小連携運動遊び指
導者研修会
　年1回開催

・保幼小連携合同研修会
　年９回開催
・保幼小連携運動遊び指
導者研修会
　年１回開催

・保幼小連携合同研修会
　年９回開催
・保幼小連携運動遊び指
導者研修会
　年１回開催

・保幼小連携合同研修会
　年９回開催
・保幼小連携運動遊び指
導者研修会
　年１回開催

B

各教育機関が一堂に会し
て、園や学校内で生活する
子どもの姿を話し合うこと
で、共通理解を図り、保幼
小の連携強化につなげてい
く。

・保幼小連携合同研修会
　年９回開催
・保幼小連携運動遊び指
導者研修会
　年１回開催

B

保幼小連携合同研修会等
の実施により、お互いの教
育の進め方に対する情報
共有を図る有用な機会と
なっており、今後も事業を継
続し保幼小連携の更なる推
進を図る。

4
4-
1-
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

12 道徳教育の充実

道徳教育推進教師連
絡会の開催、道徳指導
資料の作成・配布等を
通して道徳授業の充実
を図ります。

指導課

国・都の状況を報告する道
徳教育推進教師連絡協議
会を開催した。
　開催数　年3回
また、同協議会において委
員会を設置し、道徳の指導
資料を作成し、配布した。
　配布先　全小学校

道徳教育推進教師連絡協
議会を３回開催
（その内１回は、区が作成し
た道徳の指導資料を活用し
た伝達研修を、全小学校で
実施）
道徳授業地区公開講座を
全公立小中学校において
開催

道徳教育推進教師連絡協
議会を３回開催
（その内１回は、区が作成し
た道徳の指導資料を活用し
た伝達研修を、全小学校で
実施）
道徳授業地区公開講座を
全公立小中学校において
開催

道徳教育推進教師連絡協
議会を３回開催した。
（その内１回は、区が作成し
た道徳の指導資料を活用し
た伝達研修を、全小・中学
校で実施）
道徳授業地区公開講座を
全公立小・中学校において
開催した。

B

国・都の状況を報告する道
徳教育推進教師連絡協議
会を開催する。
　開催数　年3回
また、同協議会において内
１回を校内伝達講習として
各校で実施するよう周知す
る。

道徳教育推進教師連絡協
議会を３回開催した。
（その内１回は、区が作成し
た道徳の指導資料を活用し
た校内伝達講習を、区立小
中学校全校で実施）
道徳授業地区公開講座を
区立小中学校全校におい
て開催した。

B

毎年度、道徳教育推進教
師連絡協議会を開催するこ
とで、道徳教育に係わる国
や東京都の情報の共有化
が図られた。また、区の道
徳指導資料を活用した校
内伝達講習や道徳授業地
区公開講座についても、毎
年度、区立小中学校全校
で実施することができた。

4
4-
1-
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13 人権教育の推進

学校と家庭、地域が連
携し、道徳授業地区公
開講座の充実を図り、
子どもたちの他者を尊重
し、生命を尊ぶ心を育て
るとともに、児童・生徒
一人ひとりの自己肯定
感や自己決定力を育成
します。

指導課
道徳授業地区公開講座を
開催した。
　開催回数　年１回

蒲田小学校が東京都人権
尊重教育推進校として研究
発表を行い、研究成果を区
立小中学校に還元
道徳授業地区公開講座を
区立小中学校全校におい
て開催

羽田小学校が東京都人権
尊重教育推進校として研究
発表を行い、研究成果を区
立小中学校に還元
平成30年２月９日
道徳授業地区公開講座を
区立小中学校全校におい
て開催

蒲田小学校が東京都人権
尊重教育推進校として研究
発表を行い、研究成果を区
立小中学校に還元
道徳授業地区公開講座を
区立小中学校全校におい
て開催

B

東京都人権尊重教育推進
校、大田区人権教育研究
協力校の研究成果の他校
への普及
道徳授業地区公開講座の
開催

羽田小学校が東京都人権
尊重教育推進校として研究
発表を行い、研究成果を区
立小中学校に還元（令和元
年12月5日）
道徳授業地区公開講座を
区立小中学校全校におい
て開催

B

学校と家庭、地域が連携
し、道徳授業地区公開講座
の充実に努めたことで、子ど
もたちの他者を尊重し、生
命を尊ぶ心を育てるととも
に、児童・生徒一人一人の
自己肯定感や自己決定力
の育成を推進することがで
きた。

4
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14
子どもの心サポート
月間の実施

６月と11月を「子どもの
心サポート月間」と位置
付け、区立小学校４年
から中学校3年の児童・
生徒を対象に学校生活
調査（メンタルヘルス
チェック）を実施し、その
結果から必要に応じて
個別面談等を行い、適
切に組織的な対応をし
ます。

指導課

「子どもの心サポート月間」
（6月、11月）、学校生活調
査（メンタルヘルスチェック）
を実施した。
　調査は年2回、小4～中3
が対象

学校生活調査（メンタルヘ
ルスチェック）を6月、11月
に小4～中3を対象に実施、
また「子どもの心サポート月
間」の取組として支援が必
要な児童・生徒に担任・SC
の面談及び必要に応じて組
織的対応を実施

学校生活調査（メンタルヘ
ルスチェック）を６月、11月
に小４～中３を対象に実
施、また「子どもの心サポー
ト月間」の取組として支援が
必要な児童・生徒に担任・
スクールカウンセラーの面
談及び必要に応じて組織的
対応を実施

・学校生活調査（メンタルヘ
ルスチェック）を６月、11月
に小４～中３を対象に実
施、また「子どもの心サポー
ト月間」の取組として支援が
必要な児童・生徒に担任・
スクールカウンセラーの面
談及び必要に応じて組織的
対応を実施した。
・全区立中学校で、６月と
11月に学級集団調査を実
施し、生徒の学校生活にお
ける満足度等と意欲、学級
集団の状態等を把握し、必
要に応じて組織的に対応し
た。

A

・学校生活調査（メンタルヘ
ルスチェック）を６月、11月
に小４～中３を対象に実
施、また「子どもの心サポー
ト月間」の取組として支援が
必要な児童・生徒に担任・
スクールカウンセラーの面
談及び必要に応じて組織的
対応を実施する。
・全区立中学校で、６月と
11月に学級集団調査を実
施し、生徒の学校生活にお
ける満足度等と意欲、学級
集団の状態等を把握する。

・学校生活調査（メンタルヘ
ルスチェック）を６月、11月
に小４～中３を対象に実施
した。また、「子どもの心サ
ポート月間」の取組として支
援が必要な児童・生徒に担
任・スクールカウンセラーの
面談及び必要に応じた組織
的対応を行った。
・全区立中学校で、６月と
11月に学級集団調査を実
施し、生徒の学校生活にお
ける満足度等と意欲、学級
集団の状態等を把握し、指
導に生かした。

B

・学校生活調査（メンタルヘ
ルスチェック）を６月、11月
に小４～中３を対象に実施
することで、支援が必要な
児童・生徒に担任・スクー
ルカウンセラーの面談及び
必要に応じて組織的対応を
行うことができた。
・平成30年度から新たに全
区立中学校で、６月と11月
に学級集団調査を実施し、
生徒の学校生活における満
足度等と意欲、学級集団の
状態等を把握し、生徒の学
級内における悩み等の改善
を図ることができた。

4
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◎は重要施策 30 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

15
いじめ防止対策の
充実

いじめ防止のための基
本方針に基づき、教育
委員会と学校が一体と
なって、未然防止、早期
発見、早期対応等によ
り、いじめを防止します。

指導課

各校において、いじめの認
知、未然防止、早期発見、
早期対応を目的とした学校
いじめ対策委員会を開催し
た。

・各校において、いじめの認
知、未然防止、早期発見、
早期対応を目的とした学校
いじめ対策委員会を開催し
た。
・いじめに関する調査を年３
回全校で実施

・各校において、いじめの認
知、未然防止、早期発見、
早期対応を目的とした学校
いじめ対策委員会を開催し
た。
・いじめに関する調査を年３
回全校で実施

・各校において、いじめの認
知、未然防止、早期発見、
早期対応を目的とした学校
いじめ対策委員会を開催し
た。
・いじめに関する調査を年３
回全校で実施した。

B

・各校において、いじめの認
知、未然防止、早期発見、
早期対応を目的とした学校
いじめ対策委員会を開催す
る。
・いじめに関する調査を年３
回全校で実施する。

・各校において、いじめの認
知、未然防止、早期発見、
早期対応を目的とした学校
いじめ対策委員会を開催し
た。
・いじめに関する調査を年３
回全校で実施した。

B

・各校において、いじめの認
知、未然防止、早期発見、
早期対応を目的とした学校
いじめ対策委員会を開催す
ることで、校内での児童・生
徒情報の共有化ができ、い
じめの未然防止に努めるこ
とができた。
・いじめに関する調査を年３
回全校で実施することで、
いじめに対する早期発見・
早期対応を図ることができ
た。

4
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16
問題行動対策の充
実

児童・生徒の問題行動
に対して、専門的な力を
有する経験豊かな人材
を学校に派遣します。

指導課

児童・生徒の問題行動への
対応を支援するために経験
豊かな人材で組織した「問
題行動対応サポートチー
ム」を学校に派遣し、支援を
行った。

問題行動対応サポートチー
ムによる年間３回の全公立
小中学校訪問の実施
生活指導支援員を困難校
２３校に配置

問題行動対応サポートチー
ムによる年間３回の全公立
小中学校訪問の実施
生活指導支援員を困難校
26校に配置

問題行動対応サポートチー
ムによる年間３回の全公立
小中学校訪問の実施し、生
活指導支援員を困難校27
校に配置した。

B

問題行動対応サポートチー
ムによる年間３回の全公立
小中学校訪問の実施し、生
活指導支援員を困難校に
配置する。

問題行動対応サポートチー
ムによる年間３回の全公立
小中学校訪問を実施し、生
活指導支援員を困難校に
配置した。

B

問題行動対応サポートチー
ムによる年間３回の全公立
小中学校訪問の実施や生
活指導支援員を困難校に
配置したことで、児童・生徒
の問題行動等を把握すると
ともに、正常な学校運営を
確保するための支援を行う
ことができた。

4
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17
自然体験活動の実
施

豊かな自然環境の中
で、移動教室等を通じ
て自然に親しむとともに
人々との交流を深め集
団生活の在り方を体験
するなど、心身ともに健
全で調和のとれた人間
の育成を推進します。

学務課
指導課

・伊豆高原ガイドブックの改
訂を行った。
・野辺山学園移動教室（中
1）にて使用するガイドブック
「自然を訪ねてのべやま」の
全面改訂にあたり、方針を
決定した。

・伊豆高原学園（小学5年
生対象）
児童4,611人、引率者(補
助員含む)531人　計5,142
人参加
・休養村とうぶ参加者（小学
６年生対象）
児童4,614人、引率者(補
助員含む)447人　計5,061
人参加
・野辺山学園参加者（中学
１年生対象）
生徒3,741人、引率者(補
助員含む)427人　計4,168
人参加

・伊豆高原学園（小学5年
生対象）
児童4,819人、引率者(補
助員含む)541人　計5,360
人参加
・休養村とうぶ参加者（小学
６年生対象）
児童4,476人、引率者(補
助員含む)442人　計4,918
人参加
・野辺山学園参加者（中学
１年生対象）
生徒3,662人、引率者(補
助員含む)414人　計4,076
人参加

・伊豆高原学園（小学5年
生対象）
児童4,796人、引率者(補
助員含む)544人　計5,340
人参加
・休養村とうぶ参加者（小学
６年生対象）
児童4,688人、引率者(補
助員含む)450人　計5,138
人参加
・移動教室参加者（中学１
年生対象）
生徒3,514人、引率者(補
助員含む)401人　計3,915
人参加

B

小中学校の行事委員会・
委員と協力して
・事前説明会
・現地確認のための合同実
地踏査
・現地職員と連携した学校
別実地踏査
・施設利用スケジュール調
整
・交通機関手配
・施設の管理運営
等を行い、円滑な移動教室
の運営を支援する。
中学校移動教室について
は、移動教室事業に関する
あり方検討に基づく実施方
針を策定し、各校の要望を
踏まえながら実施する。

・伊豆高原学園（小学5年
生対象）
児童4,909人、引率者(補
助員含む)517人　計5,426
人参加
・休養村とうぶ参加者（小学
６年生対象）
児童4,688人、引率者(補
助員含む)460人　計5,148
人参加
・移動教室参加者（中学１
年生対象）
生徒3,734人、引率者(補
助員含む)400人　計4,134
人参加

B

平成30年６月以降中学校
移動教室において、実施施
設の変更はあったものの、
自然体験教室の趣旨に基
づき、対象の全学年の児
童・生徒について移動教室
を着実に実施し、推進して
いる。
31年度からは、児童・生徒
の負担や安全等を考慮し、
移動教室の日程について
一部見直しを行った。今
後、中学校移動教室につい
ては、事業のあり方に関す
る検討を進め、実施方針を
策定し、更なる充実を図
る。

3
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

個別目標４－２　様々な交流を踏まえた人材育成

1
保育園・児童館の
児童と高齢者との
交流

保育園、児童館の児童
が高齢者と交流します。

保育サー
ビス課
子育て支
援課

交流件数
・保育園　50件
・児童館　58施設
特別養護老人ホームや老
人いこいの家などを訪問し、
交流を図った。

○特別養護老人ホームや
老人いこいの家などを訪問
し、交流を図った。
○交流件数
・保育園　46件

交流件数
・児童館　58施設
･特別養護老人ホームや老
人いこいの家などを訪問し、
交流を図った。
･行事に高齢者を招待し、
交流を図った。

交流件数
・保育園　49園
・児童館　57施設
･特別養護老人ホームや老
人いこいの家などを訪問し、
交流を図った。
･行事に高齢者を招待し、
交流を図った。

B

・特別養護老人ホームや老
人いこいの家などを訪問し、
交流を図る。
・行事に高齢者を招待し、
交流を図る。

交流件数
・保育園　42件
・児童館　57施設
･特別養護老人ホームや老
人いこいの家などを訪問し、
交流を図った。
･行事に高齢者を招待し、
交流を図った。

B

核家族社会にあって、児童
と高齢者が年代を越えて交
流することで、子どもにも高
齢者にも良い効果が表れて
いる。
今後も、年長者を敬うことの
大切さを学ぶ活動の一環と
して継続していくことが肝要
である。

4
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2
保育園・児童館へ
の中高生ボランティ
ア活動の推進

中高生のボランティアを
受け入れ、園児や児童
との生活や遊びを通して
ふれあいの機会を持ち
ます。

保育サー
ビス課
子育て支
援課

小中高生のボランティアを
受け入れた。
受入件数
・保育園　245件
・児童館
児童館のイベント開催時の
ボランティア活動の受入
れ。
　中高生　739名（中学生
31施設364名、高校生　19
施設375名）

小中高生のボランティアを
受入れ。
受入件数
・保育園　296件
・児童館
児童館のイベント開催時の
ボランティア活動の受入
れ。
　中高生　970名（中学生
３8施設342名、高校生　2
３施設628名）

小中高生のボランティアを
受け入れた。
受入件数
・保育園　受入件数327人
・児童館
児童館のイベント開催時の
ボランティア活動の受入
れ。
　中高生　1,076名（中学生
３5施設348名、高校生　2
３施設728名）

小中高生のボランティアを
受け入れた。
受入件数
・保育園　受入件数254人
・児童館
児童館のイベント開催時の
ボランティア活動の受入
れ。
　中高生　657名（中学生
３5施設352名、高校生
27施設305名）

B
学校や家庭で交流できない
中高生と関わりを持てるよう
な環境を提供していく。

小中高生のボランティアを
受け入れた。
受入件数
・保育園　受入件数109人
・児童館
児童館のイベント開催時の
ボランティア活動の受入
れ。
　中高生576名（中学生:25
施設　273名、高校生:18
施設　303名）

B

学校から奉仕活動教育の
一環として小中高生のボラ
ンティア活動依頼に基づ
き、受入れを行っているが、
園児・児童との遊び等の活
動を通して、年齢が異なる
人間関係の形成を築くうえ
で、小中高生にとって有益
な機会であるだけでなく、園
児・児童たちもお兄さん、お
姉さんの来園を楽しみにし
ている。

4
4-
2-
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3
リーダー講習会
（小学校・中高生）

青少年向けリーダー講
習会を実施します。
①リーダー講習会（小学
生対象）
（※青少対会長会に事
業委託）
②リーダー講習会（中
学・高校生対象）

地域力推
進課

①リーダー講習会（小学生
対象）
・大森・調布・蒲田の３地域
で実施
（５月～12月、全８回）
・受講者数　291人
（大森　98人　調布　79人
蒲田　114人）
②リーダー講習会（中高生
対象）
夏・冬の開催（全１２回）
・受講者数　４９人

①リーダー講習会（小学生
対象）
　受講者数　252人
　　大森65人、調布80人、
蒲田107人
　
②リーダー講習会（中高生
対象）
　全12講座　受講者数50
人
　　夏期　7講座　22人
　　冬期　5講座　28人

①リーダー講習会（小学生
対象）
・大森・調布・蒲田の３地域
で実施
（５月～12月、全８回）
・受講者数　228人
（大森　77人　調布　79人
蒲田　72人）
②リーダー講習会（中高生
対象）
夏・冬の開催（全１２回）
・受講者数  46人

①リーダー講習会（小学生
対象）
・大森・調布・蒲田の３地域
で実施
（５月～12月、全８回）
・受講者数　230人
（大森　80人　調布　82人
蒲田　68人）

②リーダー講習会（中高生
対象）
夏・冬の開催（全１２回）
・受講者数  24人

B

①リーダー講習会（小学生
対象）
青少対会長会に事業委託
し、大森、調布、蒲田の３地
域で実施（５月～12月、全
８講座）
②リーダー講習会（中・高生
対象）
地域の青少年リーダー育成
を図るため、必要な心構え
や技術を身につけることを
目的に夏期と冬期の2回開
催。

①リーダー講習会（小学生
対象）
・大森・調布・蒲田の3地域
で実施
（5月～12月、全８回）
・受講者数　176人
（大森　68人　調布　67人
蒲田　41人）

②リーダー講習会（中高生
対象）
夏　開催（全7回）
冬　中止（全5回）
受講者数　16名

B

①近年参加者が減少して
おり、参加者の拡大が一つ
の課題である。一方、例年
一定数の参加者がおり、
リーダーとしての資質向上に
寄与している。今後は講習
会内容の充実化にも取り組
む。

②リーダーとしての資質向
上に寄与している。今後も
引き続き講習会の周知等を
行い、参加者の拡大を目指
す。

4
4-
2-
3
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

4
リーダー講習会
（成人)

指導者向けリーダー講
習会を実施します。
①自然体験キャンプセ
ミナー
②青少年教育指導者セ
ミナーⅠ（リスクマネジメ
ント）
③青少年教育指導者セ
ミナーⅡ（居場所）

地域力推
進課

①自然体験キャンプセミ
ナー
・全３回
・受講者数　(指導者　13人
親子11組28人）
②青少年教育指導者セミ
ナーⅠ（リスクマネジメント）
・第１回　「インターネットに
ハマる子どもたちの実態と対
応」
受講者数：11名
・第２回「広がるコミュニケー
ションツールと生活の変化
Part1」
受講者数：11名
・第３回「広がるコミュニケー
ションツールと生活の変化
Part2」
受講者数：9名

各講座受講者集
・自然体験キャンプセミナー
　　受講者数　15人
・親子ふれあいデイキャンプ
　　親子12組　28人
・アイスブレイク講座　36人
・子ども・若者居場所づくりシ
ンポジウム　31人
・野外活動のリスクマネジメ
ントを学ぶ
　～日帰り行事を計画する
皆さんへ～　17人

①自然体験キャンプセミ
ナー
「おいしいキャンプをプロ
デュース」
全5回（補講1回）、受講者
数　28人
②リスクマネジメント講座
・「手当てのチカラ」受講者
数：26名
・「いつものカバンに何入れ
る？」
受講者数：18名
③居場所セミナー「青少年
の居場所ってなんだ？どこ
にある？！」
受講者数：15名

①リスクマネジメント講座「子
どもの救急法講座｣全2回、
受講者数：26名
②居場所セミナー「若者と
語る地域の居場所づくり」全
2回、受講者数：29名
③自然体験セミナー「子ど
もと楽しむ自然あそび」受講
者数：11名

B

地域の青少年活動に関わ
る指導者等の育成と資質の
向上を図るため、自然体験
キャンプセミナーや青少年
教育指導者セミナーを開
催。16歳以上対象。

①リスクマネジメント講座「子
どもの救急法講座」全1回、
受講者数：26名
②自然体験セミナー「子ど
もとできる身近な自然あそ
びを学ぼう」全1回、受講者
数：9名
③居場所セミナー「発達障
がいに寄り添った、体験の
場づくりを考える」全1回、受
講者：16名

B

実践的な講座内容を企画
し、青少年活動にかかわる
リーダーの資質向上に寄与
した。今後は参加者数の拡
大を目指すとともに、セミ
ナー内容を再考していく。

4
4-
2-
4

個別目標４－３　親子のふれあいの場・体験機会の場づくり

◎
1

（再
掲）

未来
職場体験活動の充
実

勤労の尊さや意義を理
解し、職業や進路の選
択等に必要な勤労観や
職業観を身に付け、
キャリア教育充実の視
点から共に助け合って
生きる人間としての生き
方についての自覚を深
め、将来の社会人として
自立していくための態度
を育成する教育を推進
します。

指導課

【再掲】
中学校第2学年生徒を対
象とした職場体験を実施し
た。
・実施期間
　平成27年6月9日～平成
28年2月5日
・体験生　3,612人　受入事
業所1,312箇所

中学校第2学年生徒を対
象に職場体験を実施
・実施期間
　平成2８年６月２９日～
　平成29年２月３日
・体験生徒数　3,584人
・受入事業所　1,269箇所
職場体験推進協議会の実
施
大森第一中学校、東調布
中学校によるものづくり教育
学習フォーラムにおける職
場体験の発表

中学校第２学年生徒を対
象に職場体験を実施
・実施期間
　平成29年６月28日～
　平成30年２月３日
・体験生徒数　3,717人
・受入事業所　1,289箇所
職場体験推進協議会の実
施
大森東中学校、羽田中学
校によるものづくり教育学習
フォーラムにおける職場体
験の発表

中学校第２学年生徒を対
象に職場体験を実施
・実施期間
　平成30年7月10日～
　平成31年２月8日
・体験生徒数　3、564人
・受入事業所　1,283箇所
職場体験推進協議会の実
施
大森第二中学校、南六郷
中学校によるものづくり教育
学習フォーラムにおける職
場体験の発表

B
（再掲）

・企業、事業所、庁内に受
入依頼調査
・受入事業所一覧を作成
し、配布する。
・中学校生徒職場体験連
絡協議会
・職場体験実践報告書の
作成、配布
等を行い、円滑な中学校生
徒職場体験の運営を支援
する。

中学校第２学年生徒を対
象に職場体験を実施
・実施期間
　令和元年７月９日～
　令和２年２月14日
・体験生徒数　3,462人
・受入事業所　1,269箇所
職場体験推進協議会の実
施
大森第六中学校、馬込東
中学校によるものづくり教育
学習フォーラムにおける職
場体験の発表

B

企業、事業所、庁内に受入
依頼調査し受入事業所一
覧を作成し、配布することが
できた。また、中学校生徒
職場体験連絡協議会に多
くの企業、事業所の参加が
あった。
職場体験実践報告書の作
成、配布等を行い、円滑な
中学校生徒職場体験の運
営を支援できた。

4
（再掲）

4-
3-
1

◎は重要施策 33 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

2
家庭・地域教育力
向上支援事業

家庭や地域の教育力向
上のため、ＰＴＡや自主
団体に委託して、家庭
や地域における子どもの
教育に関わる講演会や
学習会を実施します。

教育総務
課

平成27年度支援団体数
29団体
（内訳　ＰＴＡ14団体　自主
活動団体15団体）
うち保育付講座7講座
参加者数　1,506人
・主な学習会テーマ
　子どもたちの“決める力”を
育もう
　親から子へ伝えたい大切
なこと
　家族で大切にしていること
など

平成28年度実施団体数
22団体（内訳　PTA等13／
自主団体９）うち保育付２事
業、参加者数1,469人

主な学習テーマ
・子どものやる気を育てるに
は
・子どもとの関わり方・心の
成長
・自分と家族の命を守る
防災知識
・思春期における発達障が
い児の生きる力を育てよう
・子どもの生きづらさと社会
につながる居場所づくり

平成29年度実施団体数
24団体、参加者数1,401人

平成30年度実施団体数
27団体、参加者数1,691人

B
PTAや自主団体等に委託
し、身近な地域で講演会や

学習会を実施する。

令和元年度実施団体数
19団体、参加者数1,314人
（新型コロナウイルス感染症
の影響により４団体の実施
を中止した。）

B

PTAなど地域で活動する団
体に事業を委託することに
よって、区民の身近な場で
関心の高いテーマの講演会
や学習会を開催することが
できた。家庭の教育力を向
上させるため、事業を継続
する必要がある。
・過去５年間の実施団体数
は、年度により差がみられる
ものの概ね20数団体程度
で推移している。新規団体
を増やすために、引き続き
事業の周知や申請事務を
改善する必要がある。毎年
役員の交代があるＰＴＡに
は、地区やブロック等の会
合へ出向き事業の説明等
を行うなど、繰り返し本事業
の主旨を周知していく必要
がある。

4
4-
3-
2

3
子ども向け人材育
成事業

工場見学とものづくり体
験を通して、大田区のも
のづくり産業の意義とそ
の魅力を知ってもらいま
す。また、親子で楽しむ
「ロボット教室」やプログ
ラミングロボットづくりな
ど、工業大学や産業技
術高等専門学校等と連
携したものづくり実践教
室を実施し、ものづくりの
楽しさを通じて、未来の
ものづくり人材を育成し
ます。

産業振興
課

①産業のまちスクール（産
業のまち発見隊、対象：小
学生）　7月22日　参加者：
24組48名　8月25日　参加
者：25組50名
②ものづくり実践教室Ⅰ（親
子で楽しむロボット作り教
室、対象：小学4～6年生）
7月25、26日　参加者：
100組200名
③ものづくり実践教室Ⅱ(秋
のロボット教室、対象：小学
4～中学2年生）　参加者
40名

①産業のまちスクール（産
業のまち発見隊、対象：小
学生）
7月28日　参加者：25組50
名
8月25日　参加者：22組44
名
②ものづくり実践教室Ⅰ（親
子で楽しむロボット作り教
室、対象：小学校低学年）
8月20、21日　参加者：
100組200名
③ものづくり実践教室Ⅱ(秋
のロボット教室、対象：小学
校高学年～中学生）
10月15日　参加者40名

①産業のまちスクール（小
学生）
産業のまち発見隊２回開
催、95名参加
②ものづくり実践教室（小学
校低学年）
198名参加
③ものづくり実践教室（小学
校高学年～中学生）
38名参加

①産業のまちスクール（小
学生）
産業のまち発見隊２回開催
7月27日　参加者：25組50
人
8月22日　参加者：24組48
人
②もののづくり実践教室Ⅰ
（親子で楽しむロボット作り
教室、対象：小学校低学
年）
8月25,26日　参加者：119
組238人
③ものづくり実践教室Ⅱ(秋
のロボット教室、対象：小学
校高学年～中学生）
10月21日　参加者40人

B

子ども世代からものづくりを
体験することで地域産業の
特徴やものづくりの魅力を知
るきっかけにし、今後のもの
づくり人材の育成につなげる
ため、事業を実施する。

①産業のまちスクール（小
学生）
産業のまち発見隊２回開
催、
工場集積地域と工場内の
見学およびものづくり体験
②ものづくり実践教室（小学
校低学年）
ロボット製作
③ものづくり実践教室（小学
校高学年～中学生）
ロボット製作

①産業のまちスクール（対
象：小学生）
産業のまち発見隊２回開催
8月2日：参加者24組47人
8月21日：参加者22組44
人
②もののづくり実践教室Ⅰ
（親子で楽しむロボット作り
教室、対象：小学校低学年
～中学年）
8月24,25日：参加者116組
231人
③ものづくり実践教室Ⅱ(秋
のロボット教室、対象：小学
校高学年～中学生）
10月19日：参加者42人

B

　過去の実績の参加率をみ
るといずれの年度の事業も
９５％以上と成果が出てお
り、確実に効果を出してい
る。
　低学年を対象としたものづ
くり実践教室では親子で参
加するスタイルとしており、
子どもだけでなく大人も、も
のづくり大田の技術に触れ、
新たな発見やその魅力を実
感している様子がアンケート
調査結果に現れている。
　来年も参加したいという声
もあり、今後も、ものづくり教
育と人材育成の一助となる
べく事業を継続していきた
い。

4
4-
3-
3
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

4-
3-
4

5
大田区子どもガーデ
ンパーティー

青少年対策地区委員
会が中心となり、各会場
実行委員会を組織し実
施します。区内10会場
でゲームや軽スポーツ
を楽しみながら、地域の
人たちと一緒に活動す
る体験を通して、子ども
たちが健やかに成長す
ることを願って、地域ぐる
みの協力を得て開催し
ます。

地域力推
進課

・大田区内１０会場で実施
・参加者数　53,740人

平成28年5月8日（日）開催

　子ども　34,574人
　大人　　16,952人
　協力者　　7,936人
　　合計　 59,462人
　　（前年比5,722人増）

・大田区内１０会場で実施
・参加者数　68,335人

・大田区内１０会場で実施
・参加者数　68,335人

B 大田区内１０会場で実施
・大田区内１０会場で実施
・参加者数　62,738人

B

長年継続しているイベントで
あり、例年一定程度の集客
を見込めている。今後も継
続して実施する。

4
4-
3-
5

●「学校デビュー応援プログ
ラム」については、入学前の
保護者や子どもの不安の緩
和等を目的に開催し、一定
の人数が参加している。
●小学校入学後の子を持
つ保護者を対象としたプロ
グラムについては、内容を
低学年向け、思春期向けに
分けることにより、同じ悩み
を持つ保護者同士の学び
合いの場とすることができ
た。
●学習会などに参加しない
保護者に向けての家庭教
育の情報提供が課題であ
る。学習会の開催以外にも
家庭教育支援策が必要で
あり、区立小中学校の児
童・生徒へ配付する「おおた
の教育」と、ホームページや
SNSを活用した家庭教育情
報の発信「家庭教育コラム」
を開始した。

4B

平成28年度実績
・29年度入学予定児童の
保護者対象
夏期　「入学前の夏、親子
で学校へ行こう！～気持ち
がぐっと軽くなる！入学が楽
しみになるヒント～」小学校4
会場（南蒲、千鳥、羽田、
馬込小）、参加者121人、
子ども教室108人、保育28
人
冬期「楽しい小学校生活を
応援するために～家庭・学
校・地域　多様な大人たち
の見守り（1回）～」参加者
28人、子ども教室10人、保
育3人
・フォロー講座（昨年度の参
加者対象）
「初めての夏休みを迎える
前に～子どもの力を伸ばす
ヒントを見つけよう！～」（1
回）参加者6人、保育3人

学校デビュー応援プログラ
ム「入学前の夏、親子で学
校へ行こう～気持ちがぐっと
軽くなる！入学が楽しみに
なるヒンﾄ～」（４会場）参加
者116人、子ども教室参加
者101人、保育30人）
入学後プログラム①「初め
ての夏休みを迎える前に、
子どもの力を伸ばすヒントを
見つけよう」参加者29人、
保育８人
②「子どものできる！を引き
出す 親の関わり方」参加者
24人

●学校デビュー応援プログ
ラム（次年度小学校入学予
定の親子対象）を小学校5
会場で実施する。
●入学後プログラム（小学
校１年生以上の保護者対
象）を3講座実施する。

●学校デビュー応援プログ
ラム「小学校入学に備え
て、親子で心の準備をしよ
う！」を実施（４会場　※台
風の影響で1講座中止）。
参加者100人、子ども教室
参加者86人、保育31人
●入学後プログラム３講座
実施。
①「子どもの“やってみた
い！やってみよう！”を引き
出す育て方」　参加者12
人、保育４人
②「ホッとする会話をテーブ
ルに　思春期入口の子ども
と向き合うために」参加者
20人、保育2人
③童話劇と懇談会「赤ずき
んちゃん　ご用心！～みん
なのよいところってどんなと
ころ？～」　参加者33人、
子ども27人

●学校デビュー応援プログ
ラム「小学校入学に備え
て、親子で心の準備をしよ
う！」を実施（5会場　※1校
台風の影響で中止）。参加
者144人、子ども教室参加
者134人、保育42人
●入学後プログラム「初め
ての夏休みを迎える前に、
子どもの力を伸ばすヒントを
見つけよう」2講座実施。
参加者39人、保育10人
③「親子で演劇を観て、自
分や友達について考えよう」
を実施。童話劇「スモモもモ
モもモモタロウ」の観劇と懇
談　参加者18人、子ども25
人

B4
家庭教育学習会
（学校デビュー応援
プログラム）

子どもの小学校生活が
より充実したものになる
ための家庭や親の役割
について学習会を実施
します。

教育総務
課

次年度小学校入学予定児
の保護者を対象に以下の
事業を実施した。
・夏期
「入学前の夏、親子で学校
へ行こう」
小学校４会場（多摩川小・
洗足池小・志茂田小・開桜
小）
参加者数　114人　子ども
教室（年長児対象）105人
保育32人
・冬期
「楽しい小学校生活を応援
するために　～家庭から学
校へ　入学後の見守り～」
１会場（消費者生活セン
ター）
参加者数　47人　子ども教
室（年長児対象）11人　保
育11人
・『家庭教育リーフレット』
6,500部作成・配付（就学
時検診時）
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

6
青少年健全育成
（青少年対策地区
委員会）

地域における青少年健
全育成活動を積極的に
推進するため、青少年
対策地区委員会への委
託契約により地区活動
事業を実施します。

地域力推
進課

・青少年対策地区委員会
18地区 　1160人、
・会長会 6回開催
・ジュニアリーダークラブ 18
地区

・青少年対策地区委員会
委員
　　18地区合計 　1,147人
・会長会 6回開催
・ジュニアリーダークラブ 18
地区
各地区とも多彩で特色ある
活動がおこなわれた。

・青少年対策地区委員会
委員
　　18地区合計 　1,166人
・会長会 6回開催
・ジュニアリーダークラブ 18
地区
各地区とも多彩で特色ある
活動がおこなわれた。

・青少年対策地区委員会
委員
　　18地区合計 　1,169人
・会長会 6回開催
・ジュニアリーダークラブ 18
地区
各地区とも多彩で特色ある
活動がおこなわれた。

B

地域の力を結集し、子ども
たちが心豊かに健やかに成
長できるよう組織されてい
る。区は、委員会の運営や
地区活動推進のための事
業を委託、その活動を支援
している。

・青少年対策地区委員会
委員
　　18地区合計 　1,162人
・会長会 6回開催
・ジュニアリーダークラブ 18
地区
各地区とも多彩で特色ある
活動がおこなわれた。

B

18地区で特色ある地区活
動事業を実施し、地域にお
ける青少年健全育成の促
進に寄与した。今後も継続
して実施する。

4
4-
3-
6

7
国際理解教育の推
進

日本の伝統・文化や異
文化を理解するととも
に、外国の方々とのコ
ミュニケーション能力の
育成や互いの人権を尊
重する態度など、国際
社会に貢献できる力を
育成するための教育活
動を推進します。

指導課

・大田区外国語活動の実
施（小学校１・２年生８時
間、小学校３・４年生１２時
間）
・大田区立小学校イングリッ
シュキャンプの実施（参加
者 小学校６０校２６９名）
・外国語教育指導員の派
遣（小１・２年８時間３・４年
１２時間５・６年２５時間、中
学校全学年１０時間）
・英語カフェの実施（全校実
施）
・大田区立中学校生徒海
外派遣の実施（アメリカセー
ラム２８名、ドイツブレーメン
２８名）

・大田区外国語活動の実
施（小学校１・２年生８時
間、小学校３・４年生１２時
間）
・大田区立小学校イングリッ
シュキャンプの実施（参加
者 小学校６０校２３５名）
・外国語教育指導員の派
遣（小１・２年８時間３・４年
１２時間５・６年２５時間、中
学校全学年１０時間）
・英語カフェの実施（全校実
施）
・大田区立中学校生徒海
外派遣の実施（アメリカセー
ラム２８名、ドイツブレーメン
２８名）
・各学校、指定の国につい
て、言語、文化、歴史など
を学び、様々な価値観を尊
重することの重要性を理解
した。

・大田区外国語活動の実
施（小学校１・２年生８時
間、小学校４年生12時間）
・大田区立小学校イングリッ
シュキャンプの実施（参加
者 小学生162名）
・外国語教育指導員の派
遣（小１・２年８時間、４年
12時間、３・５・６年25時
間、中学校全学年10時間）
・英語カフェの実施（全校実
施）
・大田区立中学校生徒海
外派遣の実施（アメリカセー
ラム28名、ドイツブレーメン
28名）
・各学校、指定の国につい
て、言語、文化、歴史など
を学び、様々な価値観を尊
重することの重要性を理解
した。

・大田区立小学校イングリッ
シュキャンプを実施した。
（参加者 小学生178名）
・英語カフェを全校で実施し
た。
・大田区立中学校生徒海
外派遣を実施した。（アメリ
カセーラム28名、ドイツブ
レーメン28名）

B

・大田区立小学校イングリッ
シュキャンプをTOKYO
GLOBAL GATEWAYに移行
して実施する。
・英語カフェを全校で実施
する。
・大田区立中学校生徒海
外派遣を実施する。（アメリ
カセーラム28名、ドイツブ
レーメン28名）

・大田区立小学校イングリッ
シュキャンプをTOKYO
GLOBAL GATEWAYに移行
して実施した。（参加者194
名）
・英語カフェを全校で実施し
た。
・大田区立中学校生徒海
外派遣を実施した。（アメリ
カセーラム28名、ドイツブ
レーメン28名）

B

・大田区立小学校イングリッ
シュキャンプや英語カフェを
実施することで、異文化理
解を深め、すすんでコミュニ
ケーションを図る態度を育
成することができた。
・大田区立中学校生徒海
外派遣を実施することで、
派遣先の文化や生活につ
いて理解を深めることができ
た。

4
4-
3-
7

8
（再
掲)

自然体験活動の実
施

豊かな自然環境の中
で、移動教室等を通じ
て自然に親しむとともに
人々との交流を深め集
団生活の在り方を体験
するなど、心身ともに健
全で調和のとれた人間
の育成を推進します。

学務課
指導課

【再掲】
・伊豆高原ガイドブックの改
訂を行った。
・野辺山学園移動教室（中
1）にて使用するガイドブック
「自然を訪ねてのべやま」の
全面改訂にあたり、方針を
決定した。

・伊豆高原学園（小学5年
生対象）
児童4,611人、引率者(補
助員含む)531人　計5,142
人参加
・休養村とうぶ参加者（小学
６年生対象）
児童4,614人、引率者(補
助員含む)447人　計5,061
人参加
・野辺山学園参加者（中学
１年生対象）
生徒3,741人、引率者(補
助員含む)427人　計4,168
人参加

・伊豆高原学園（小学５年
生対象）
児童4,819人、引率者(補
助員含む)541人　計5,360
人参加
・休養村とうぶ参加者（小学
６年生対象）
児童4,476人、引率者(補
助員含む)442人　計4,918
人参加
・野辺山学園参加者（中学
１年生対象）
生徒3,662人、引率者(補
助員含む)414人　計4,076
人参加

・伊豆高原学園（小学5年
生対象）
児童4,796人、引率者(補
助員含む)544人　計5,340
人参加
・休養村とうぶ参加者（小学
６年生対象）
児童4,688人、引率者(補
助員含む)450人　計5,138
人参加
・移動教室参加者（中学１
年生対象）
生徒3,514人、引率者(補
助員含む)401人　計3,915
人参加

B
（再掲）

小中学校の行事委員会・
委員と協力して
・事前説明会
・現地確認のための合同実
地踏査
・現地職員と連携した学校
別実地踏査
・施設利用スケジュール調
整
・交通機関手配
・施設の管理運営
等を行い、円滑な移動教室
の運営を支援する。
中学校移動教室について
は、移動教室事業に関する
あり方検討に基づく実施方
針を策定し、各校の要望を
踏まえながら実施する。

・伊豆高原学園（小学5年
生対象）
児童4,909人、引率者(補
助員含む)517人　計5,426
人参加
・休養村とうぶ参加者（小学
６年生対象）
児童4,688人、引率者(補
助員含む)460人　計5,148
人参加
・移動教室参加者（中学１
年生対象）
生徒3,734人、引率者(補
助員含む)400人　計4,134
人参加

B

平成30年６月以降中学校
移動教室において、実施施
設の変更はあったものの、
自然体験教室の趣旨に基
づき、対象の全学年の児
童・生徒について移動教室
を着実に実施し、推進して
いる。
31年度からは、児童・生徒
の負担や安全等を考慮し、
移動教室の日程について
一部見直しを行った。今
後、中学校移動教室につい
ては、事業のあり方に関す
る検討を進め、実施方針を
策定し、更なる充実を図
る。

3
（再掲）

4-
3-
8
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

個別目標４－４　子どもの居場所づくり

◎ 1

子未来
小学生の居場所づ
くり
（大田区版放課後
子ども総合プラン）
【放課後児童健全
育成事業】

【大田区版放課後子ど
も総合プラン】
学童保育事業と放課後
子ども教室事業を一体
型として、全ての区立小
学校施設を活用した放
課後児童の居場所とし
て順次、実施します。
【学童保育事業】
就労等のために昼間保
護者がいない家庭の児
童（１年生から６年生）の
健全育成を図ります。
【放課後子ども教室】
学校の施設を活用し
て、児童の放課後の安
心・安全な居場所を実
現し、児童の放課後の
活動と交流を通じたプロ
グラムを実施します。

子育て支
援課
教育総務
課

・平成27年度開設
　放課後ひろば（一体型）
14施設
　放課後ひろば（単独型）9
施設
・平成28年度開設準備
　放課後ひろば（一体型）
16施設
※単独型から一体型への
移行4施設、学童先行実施
１施設を含む。
・平成28年4月1日時点の
開設数
　放課後ひろば（一体型）
30施設
※学童先行実施１施設含
む
　放課後ひろば（単独型）
5施設
学童保育通常利用（平成
27年４月１日現在）
4,341名

・平成28年度開設
　放課後ひろば（一体型）
16施設
　・平成2９年度開設準備
　放課後ひろば（一体型）
13施設
※学童先行施設実施の1
施設を含む
   放課後ひろば（単独型）8
施設
・平成29年4月1日時点の
開設数
　放課後ひろば（一体型）４
２施設
※放課後ひろば（単独型）１
３施設
学童保育通常利用（平成2
８年４月１日現在）
　89施設　4,600名

・平成29年度開設
　放課後ひろば（一体型）
12施設
　

・平成30年度開設準備
　放課後ひろば（一体型）3
施設
   放課後ひろば（単独型）
11施設

・平成30年4月1日時点の
開設数
　放課後ひろば（一体型）４
5施設
※放課後ひろば（単独型）１
1施設

学童保育通常利用（平成
29年４月１日現在）
　89施設　4,666名

平成30年度開設
放課後ひろば（一体型）1施
設
放課後ひろば（連携型）2施
設

平成31年度開設準備
放課後ひろば（一体型）1施
設

・平成31年4月1日時点の
開設数
　放課後ひろば（一体型）４
6施設
※放課後ひろば（単独型）１
1施設

学童保育通常利用（平成
30年４月１日現在）
　88施設　4,734名

B

【学童保育事業】
平成31年度の放課後ひろ
ばは、放課後子ども教室と
の一体型を１施設整備す
る。
また、小学校の近隣にある
学童保育を学校内に移転
させ、放課後ひろば一体型
の開設準備を行う。

【放課後こども教室】
平成31年度実施校（57校）
について、実施状況の確認
を徹底し、安定的な運営を
確保する。

・平成31年度開設
おおたっ子ひろば（一体型）
１施設
・令和2年度開設準備
放課後ひろば（一体型）1施
設

平成31年4月1日時点の開
設数
放課後ひろば（一体型）46
施設
放課後ひろば（単独型）11
施設

学童保育通常利用（平成
31年4月1日現在）
86施設　4,808名

B

【学童保育事業】
27年度から放課後ひろば
事業を進め、これまでは、
定員を増やしてきたが、近
年の学級増により、最近で
は空き教室そのものがなく、
今後は、学校改築以外の
展開が望めない状況となっ
ている。

【放課後こども教室】
全ての区立小学校59校の
うち、57校に放課後こども
教室を開設した。
引き続き全ての区立小学
校施設を活用した放課後
児童の居場所づくりを実施
する。

4
4-
4-
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◎ 2

子
学童保育の延長保
育、夏休み利用、
一時利用
【放課後児童健全
育成事業】

【延長保育】
就労などのために17時
以降保護者がいない家
庭の学童を対象に18時
まで預かります。
【夏休み利用】
夏期休業日に保育を必
要とする児童を預かりま
す。
【一時利用】
家庭の都合により緊急
に保育を必要とする児
童を預かります。

子育て支
援課

【延長保育】
・通常利用者数　2,128名
（平成27年4月1日現在）
・夏休み利用者数　33名
【夏休み利用】
・利用者数　　　　 352名
【一時利用】
･延べ利用者数　8,988名

上記取組みを大田区内の
全ての学童保育施設にて
実施した。

【延長保育】
・通常利用者数　2,426名
（平成28年4月1日現在）
・夏休み利用者数　37名
【夏休み利用】
・利用者数　　　　 411名
【一時利用】
･延べ利用者数　9,771名

上記取組みを大田区内の
全ての学童保育施設にて
実施した。

【延長保育】
・通常利用者数　2,601名
（平成29年4月1日現在）
・夏休み利用者数　58名
【夏休み利用】
・利用者数　　　　 447名
【一時利用】
･延べ利用者数　8,719名

上記取組みを大田区内の
全ての学童保育施設にて
実施した。

【延長保育】
・通常利用者数　2,773名
（平成30年4月1日現在）
・夏休み利用者数　80名
【夏休み利用】
・利用者数　　　　 560名
【一時利用】
･延べ利用者数　13,214名

上記取組みを大田区内の
全ての学童保育施設にて
実施した。

B

延長保育や夏休み利用、
一時利用などの制度を全
施設で実施し、安全安心な
こどもの居場所づくりを整備
していく。

【延長保育】
・通常利用者数　2,982名
（平成31年4月1日現在）
・夏休み利用者数　81名
【夏休み利用】
・利用者数　　　　 529名
【一時利用】
･延べ利用者数　17,003名

上記取組みを大田区内の
全ての学童保育施設にて
実施した。

B

より多くの親が就労し、家庭
にいない状態が増加してい
ることにより、利用者は増加
傾向にある。ただし、定員に
対して、空きはあるため、希
望が集中する地区（学校）
の対策が急務と考えられ
る。

4
4-
4-
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3
学童保育室での要
支援児の受け入れ

小学校６年生までの支
援が必要な児童の受け
入れを全学童保育室で
実施します。

子育て支
援課

全学童保育施設89箇所で
受入れ体制を整えている。
　60施設　154名（平成27
年4月1日現在）

全学童保育施設89箇所で
受入れ体制を整えている。
　62施設　184名（平成28
年4月1日現在）

全学童保育室で受入れ体
制を整え、支援が必要な児
童全員の受け入れを行っ
た。
　75施設　251名（平成29
年4月1日現在）

全学童保育室で受入れ体
制を整え、支援が必要な児
童全員の受け入れを行っ
た。
　70施設　218名（平成30
年4月1日現在）

B

全学童保育室で受け入れ
体制を整備し、審査会や心
理専門職員など児童館で
必要な支援を拡充させてい
く。

全学童保育室で受入れ体
制を整え、支援が必要な児
童全員の受け入れを行っ
た。
　71施設　204名（平成31
年4月1日現在）

B

全学童保育施設で受け入
れ体制を整備してきた。審
査会を開催し、グループで
受け入れ方法について、情
報共有を行った。また、心
理専門職員が巡回し、特別
な配慮を要する児童が過ご
しやすいように体制を整備し
た。

4
4-
4-
3
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

4
児童館の一般利用
（自由来館)

小学生、中学生が自由
に利用できる施設です。
館内には図書室、工作
室、遊戯室などがありま
す。

子育て支
援課

小学生の放課後の居場所
として来館を促した。
　55施設　461,587名

小学生の放課後の居場所
として来館を促した。
　55施設　470,556名

小学生の放課後の居場所
として来館を促した。
　54施設　404,327名

小学生の放課後の居場所
として来館を促した。
　53施設　369,435名

B

学童を申し込んでいない児
童にも児童館を利用しても
らい、放課後の居場所づくり
を整備していく。

小学生の放課後の居場所
として来館を促した。
　53施設　316,116名

B

自由来館による利用も進ん
でおり、小中学生の居場所
づくりは一定の評価は得ら
れているものと考える。

4
4-
4-
4

5
児童館での中学生
タイム

中学生の友好活動の場
の提供およびメンタル面
の支援をします。

子育て支
援課

中学生の友好活動の場とし
て利用する。
　50施設　16,102名

中学生の友好活動の場とし
て利用する。
　49施設　16,770名

中学生の友好活動の場とし
て利用する。
　48施設　16,885名

中学生の友好活動の場とし
て利用する。
　48施設　19,807名

B
中学生の健全育成をめざ
し、友好活動の場を提供す
る。

中学生の友好活動の場とし
て利用する。
　46施設　18,375名

B
27年度に比較して、中学生
タイムの参加者数も増えて
おり、交流も増えている。

4
4-
4-
5

6 公園・児童公園
乳幼児親子や小、中学
生に遊びの場を提供し
ます。

都市基盤
管理課
各地域基
盤整備課

乳幼児親子や小、中学生
の遊び場ともなる地域に根
ざした公園緑地の整備を進
めた。
【新設・拡張整備】
　・古川児童公園
　・道塚第三児童公園及び
付属緑地
【公園改良整備】
　・仲蒲田公園
【遊具改修】
　・大森北公園、東調布公
園、西六郷公園

 乳幼児親子や小、中学生
の遊び場ともなる公園の整
備を進めた。
【新設・拡張整備】
　鵜の木松山公園（拡張整
備）
【改良整備】
　新井宿児童公園、他３公
園
【子育て支援遊び場整備】
　中馬込児童公園、蒲田一
丁目公園
【遊具改修】
　西六郷公園
【区公式キャラクター遊具
設置】
　西蒲田公園、他５公園

乳幼児親子や小、中学生
の遊び場ともなる公園の整
備を進めた。
【新設・拡張整備】
　西蒲田まつお児童公園
他３公園
【改良整備】
　千鳥いこい公園　他３公
園
【遊具改修】
　西六郷公園
【区公式キャラクター遊具
設置】
　大森ふるさとの浜辺公園
他11公園

乳幼児親子や小、中学生
の遊び場ともなる公園の整
備を進めた。
【新設・拡張整備】
　みなさん児童公園　他３
件
【改良整備】
　多摩川台公園　他５件
【遊具改修】
　矢口二丁目公園
【区公式キャラクター遊具
設置】
　鶴渡公園　他１件

B

乳幼児親子や小、中学生
の遊び場ともなる公園の整
備を進める。
【新設・拡張整備】
　西四児童公園　他２件
【改良整備】
　多摩川台公園　他２件
【遊具改修】
　未定
【区公式キャラクター遊具
設置】
　多摩川台公園　他３件

乳幼児親子や小、中学生
の遊び場ともなる公園の整
備を進めた。
【新設・拡張整備】
　仲六郷二丁目公園　他５
件
【改良整備】
　多摩川台公園
【遊具改修】
　0件
【区公式キャラクター遊具
設置】
　美原児童公園　他３件

B

地域に根ざした公園整備を
進め、乳幼児親子や小・中
学生の遊び場を提供でき
た。区公式キャラクター「は
ねぴょん」遊具の設置によ
り、乳幼児親子への遊び場
の充実が図れた。

4
4-
4-
6

7 行事開放

土・日・休日にスポー
ツ、レクレーションを通じ
て余暇の有効利用を図
ります。

教育総務
課

・当該校の児童が自由に参
加できるスポーツ及びレクリ
エーションの場、土日祝日、
学校休業日に、区立小学
校の体育施設を開放した。
各学校の承認種目ごとに指
導員を配置して実施した。
・実施校53校、実施回数延
3,128回、利用人数延
74,294人

・土日祝日、学校休業日に
指導員を配置して、区立小
学校の体育施設で事業を
実施した。
・平成28年度の確認の結
果、14種目が児童が自由
に参加できる種目として平
成29年度に残すこととした。
・実施校15校、実施回数延
199回、利用者数延2,946
人

・実施数　11校、14種目
　実施回数　延134回
　利用者数　延1,856人
・調査の結果、参加児童の
少ない6種目の継続を見
送った。。

土日祝日に指導員を配置
して、開放校の児童を対象
に実施した。
・実施数　6校、8種目
　実施回数　延52回
　利用者数　延1,367人

B

土日祝日に指導員を配置
して、小学校の体育施設
で、開放校の児童が自由に
参加できる種目を実施す
る。
　5校で6種目を実施する。

土日祝日に指導員を配置
して、開放校の児童を対象
に実施した。
　実施校　5校、6種目
　実施回数　延39回
　利用者数　893人

B

参加する児童が固定化し、
チーム化していた種目を対
象外とする適正化を進めて
きた結果、実施校が少数と
なった。今後の事業継続に
ついて検討の上、調整を進
めていく。

4
4-
4-
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

8 校庭等開放
児童の安全な遊び場と
して小学校の校庭を開
放します。

教育総務
課

・各学校にＰＴＡの世話人を
配置して校庭等を開放して
子どもたちに自由で安全な
遊び場を提供した。
・放課後子ども教室実施校
は、土日に、未実施校は土
日及び平日の放課後に実
施した。
・実施校53校、開放日数延
べ2,354日、利用人数
73,420人

・各学校にPTAの世話人を
配置して校庭等を開放。子
どもたちに自由で安心・安
全な遊び場を提供した。
・実施校53校、実施日数延
2,526日、利用者数延
68,505人

・学校休業日の安全な居場
所・体力向上の場として、小
学校50校において実施し
た。
　実施日数　延1,663日
　利用者数　延39,511人

学校休業日を中心に、安全
な居場所・体力向上の場と
して、小学校50校で実施し
た。
　実施日数　延1,515日
　利用者数　延39,534人

B

小学校にＰＴＡの世話人を
配置して、子どもたちの自由
で安全な遊び場として、校
庭等を開放する。
　48校で実施する。

学校休業日を中心に、安全
な居場所・体力向上の場と
して、小学校47校で実施し
た。
　実施日数　延1,092日
　利用者数　延29,936人

B

開放校のＰＴＡにご協力い
ただきながら、大きな事故
なく自由で安全な遊び場と
しての役割を果たしてきた。
学校休業日中心の開放の
ため、ＰＴＡの世話人の負
担軽減を踏まえ、運営体制
の検討が必要。

4
4-
4-
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9 スポーツ開放
日曜日に小学校の体育
館を開放し、スポーツの
動機づけを図ります。

教育総務
課

・各学校に管理員を配置
し、各校ごとに運営委員会
で種目を決めて実施してい
る。
・実施校26校、実施回数延
687回、利用人数延
15,189人（内小中学生は
6,447人、対前年度比
74.9％増）

・各学校に管理員を配置し
て、安全に配慮して実施し
た。実施種目は、利用者の
ニーズを踏まえて運営委員
会で決定し実施した。
・実施校26校、実施日数延
698日、利用者数延
13,647人（うち小中学生は
5,504人）

・実施校　26校
　実施日数　延680日
　利用者数　延14,195人
（うち小中学生は5,636人）
・実施校にポスターを掲示
するとともに、ＨＰの実施情
報を定期的に更新し、利用
促進を図った。

開放校ごとの実施日及び実
施種目をＨＰで公開するとと
もに、各校にポスターを掲
示して利用促進を図った。
　実施校　26校
　実施日数　延703日
　利用者数　延13,476人
（内小中学生は4,920人）

B

日曜日に管理員を配置し
て、小学校の体育館で、各
運営委員会が決定した種
目を実施する。
　26校で実施する。

開放校ごとの実施日及び実
施種目をＨＰで公開するとと
もに、各校にポスターを掲
示して利用促進を図った。
　実施校　26校
　実施日数　延660日
　利用者数　延12,762人
（内小中学生は4,214人）

B

卓球やバドミントンを中心
に、多くの方々に利用され
てきたが、長年運営が固定
化されており、種目の偏りが
見られる。利用拡大を図る
ため、新種目を取り入れら
れるよう検討が必要。

4
4-
4-
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10
中高生の居場所づ
くり

中高生の居場所づくりや
若者の社会活動を積極
的に支援します。

子育て支
援課

中高生の居場所として大型
施設2箇所を中心に利用を
促した。
　23施設　18,496名（内
訳：中学生　50施設
16,102名、高校生　2,394
名）

中高生の居場所として大型
施設2箇所を中心に利用を
促した。
　20,045名（内訳：中学生
49施設16,770名、22施設
高校生　3,275名

中高生の居場所として大型
施設2箇所を中心に利用を
促した。
　19,489名（内訳：中学生
48施設16,885名、38施設
高校生　2,604名

中高生の居場所として大型
施設2箇所の他、11月に
オープンした中高生専用施
設「中高生ひろば羽田」を
中心に利用を促した。
　21,229名（内訳：中学生
48施設19,807名、25施設
高校生　1,422名）

B

中高生ひろば羽田を中心に
各施設において、中高生間
の交流や活動を支援するこ
とで、中高生の利用者を増
加させる。

中高生の居場所として大型
施設2箇所の他、中高生ひ
ろば羽田を中心に利用を促
した。
　23,874名（内訳：中学生
47施設21,132名、24施設
高校生　2,742名）

B

27年度に比較して、児童館
の民間委託が進み、開館
時間が19時まで延長され
たことに伴い、今後も中高
生の参加者数の増加が期
待できる。

4
4-
4-
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

基本目標５　子育てにやさしいまちをつくります

個別目標５－１　安全・安心なまちづくりの推進

1
未来
ＬＥＤ街路灯整備の
推進

区道に設置されている
街路灯をＬＥＤ化するこ
とで、夜間における視認
性を高め、安全を確保し
ます。

建設工事
課

小型街路灯改良工事（ＬＥ
Ｄ）
平成27年9月～28年2月
3,730基
大型街路灯改良工事（ＬＥ
Ｄ）　（試験設置）平成27年
8月～28年2月　137基

○小型街路灯改良工事（Ｌ
ＥＤ）
 平成28年9月～平成29年
3月4,799基
○大型街路灯改良工事（Ｌ
ＥＤ）
 平成28年8月～平成28年
12月354基

○小型街路灯改良工事（Ｌ
ＥＤ）平成29年９月～30年
２月4,684基

○大型街路灯改良工事（Ｌ
ＥＤ）平成29年８月～30年
２月369基

○小型街路灯改良工事（Ｌ
ＥＤ）平成30年９月～31年
２月2,423基
○大型街路灯改良工事（Ｌ
ＥＤ）平成30年６月～31年
２月735基

B

○装飾灯改良工事（ＬＥＤ）
令和元年９月～２年２月
416基
○橋梁灯改良工事（ＬＥＤ）
令和元年７月～２年２月
149基

○装飾灯改良工事（ＬＥＤ）
令和元年９月～２年２月
417基
○橋梁灯改良工事（ＬＥＤ）
令和元年７月～２年２月
152基

B

区内全域の街路灯のLED
化改良工事については、平
成30年度に計画どおり完了
した。今後は、全街路灯の
機能の維持に努めていく必
要がある。令和元年度は道
路照明の一種である装飾
灯、橋梁灯のLED化を行っ
て区内全街路灯の大部分
がLED照明に更新され
た。。

4
5-
1-
1

5-
1-
2

2
防災対応マニュア
ル・防災の手引き等

災害に備えて、児童
館、保育所等の各施設
で防災の手引きの作成
をしています。

子育て支
援課
保育サー
ビス課

作成済の「児童館子育て支
援施設の安全対策～震災
編～及び～危機管理編
～」に基づき防災訓練を
行った。
保育園福祉避難所・保育
園応急保育のマニュアル作
成に向けた防災ＰＴを立ち
上げた。
防災ＰＴ開催数　５回

○保育園福祉避難所及び
応急保育所開設手順（案）
を作成した。
○平成28年度開設17施設
に、保育園防災のてびきを
配付した。
既存園については、配付済
み。

（子育て）作成済の「児童館
子育て支援施設の安全対
策震災編及び危機管理
編」に基づき各児童館にお
いて防災訓練を実施した。

（保育）保育園福祉避難所
及び応急保育所開設手順
に沿って2園で実施訓練を
し、課題を検討し、マニュア
ルを見直した。
平成29年度開設13施設
に、保育園防災の手引きを
配付した。
既存園については配付済
み。

【子育て支援課】
各児童館において、「児童
館子育て支援施設の安全
対策」マニュアルを周知徹
底し、定期的に防災訓練の
実施する。

【保育サービス課】
福祉避難所・応急保育所
の実地訓練を区立保育園
全園で実施し、開設手順を
基に、各園の施設状況に合
わせた、マニュアルを作成
する。
また、起こりうる課題に対し
てのQ＆Aの冊子を作成す
る。
福祉避難所、応急保育所
への参集職員の整備をす
る。
防災の手引きの改訂版を
配布する。

【子育て支援課】
・作成済の「児童館子育て
支援施設の安全対策震災
編及び危機管理編」に基づ
き各児童館において防災訓
練を実施した。
・全施設（95施設）におい
て、「洪水時等の避難確保
計画」を策定した。

【保育サービス課】
福祉避難所開設マニュア
ル
応急保育所開設マニュア
ルの完成とともに、各保育
園の施設に合わせた実地
訓練を実施し各保育園マ
ニュアルを作成した。
防災の手引き改訂版が完
成し、手引きの中に「災害
発生時の給食について」
「洪水時の避難確保計画」
「業務継続計画BCP]を入
れ、災害時の対策を強化し
た。各保育園への配布を開
始した。

【子育て支援課】
作成済の「児童館子育て支
援施設の安全対策震災編
及び危機管理編」に基づき
各児童館において防災訓
練を実施した。

【保育サービス課】
区立１８拠点園で福祉避難
所・応急保育所の開設手
順をもとに、実地訓練を実
施し。起こりうる課題を整理
し開設手順のマニュアルに
入れる内容、Q＆A冊子に
する内容を振り分け作業を
実施した。
・防災手引きの内容の変更
部分の検討や、災害発生
時の給食についての項目を
新たに入れて見直しをして
いる。
・保育園福祉避難所の追
加整備及び応急保育所の
新規指定を行うことにより、
福祉避難所は、14園→32
園、776世帯→1,334世帯
へ、応急保育所は、4園、
204人の受入定員が確保さ
れる。

B A

【子育て支援課】
「児童館子育て支援施設の
安全対策震災編」や「危機
管理編」の整備が進み、こ
れを活用した防災訓練も実
施できている。

【保育サービス課】
福祉避難所の追加整備に
より、乳幼児親子が一次避
難所から移動する距離の短
縮が見込まれる。。
福祉避難所・応急保育所
の開設マニュアルを基に開
設保育園全園に説明を行
い、備蓄の管理、使用方法
の確認を行った。
公立直営保育園では全園
福祉避難所の訓練を実施
し、各園マニュアルを作成
し、全職員が訓練を経験し
た。
防災の手引きをA4版にし、
見やすく使用しやすいサイ
ズにした。BCP計画など、災
害時に即対応できる構成に
した。

4
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

4
子育て世帯へのバリ
アフリー情報の提供

「おでかけマップ」の充実
を図ります。

福祉管理
課

区施設のバリアフリー情報
をホームページで公開して
いる。（掲載施設：約200
件）

区施設のバリアフリー情報
を区ホームページで公開し
ている。（掲載施設：約200
件）

区施設のバリアフリー情報
を区ホームページで公開し
ている。（掲載施設：約200
件）

区施設のバリアフリー情報
を区ホームページで公開し
ている。（掲載施設：約200
件）

B

○引き続き、区ホームペー
ジで区施設のバリアフリー情
報を提供していく。
○常に最新の内容で情報
提供ができるよう、区ホーム
ページのメンテナンスを行っ
ていく。

区施設のバリアフリー情報
を区ホームページで公開し
ている。（掲載施設：約200
件）

B

区ホームページについて
は、必要に応じて確認及び
メンテナンスを行ってきた。
一部更新が遅れている情
報について、その内容を検
証しつつ、逐次更新を行っ
ていく。

4
5-
1-
4

個別目標５－２　子どもを犯罪や交通事故から守るまちづくりの推進

◎ 1
未来
区民安全・安心メー
ルサービスの運用

平成20年度から大田区
では、安全安心のまちを
つくるために、携帯電話
やパソコンのメール機能
を利用した区民安全・安
心メールサービスを導
入しました。このメール
サービスにより、希望す
る保護者、施設管理者
等へ不審者情報のメー
ルを配信しています。

防災危機
管理課

登録者増加のための取り組
みとして、全戸配布を行っ
た防災チェックリストに安全・
安心メールの案内記事を掲
載し、また防災講話の際に
安全・安心メールの案内チ
ラシを配布した。
さらに、こどもSOSの家協力
員にPRするなど加入促進を
図った。
27年度末の登録者数は
57,135人で26年度末から
2,420人増となった。

防犯講話や生活展等で案
内チラシを配布し、区民安
全・安心メール事業の普及
に努めました。
平成28年度末の登録者数
は61,758人で、平成27年
度末の57,135人から4,623
人増加しました。

メール登録者は、平成29年
度中に4,873人増加した。
平成29年４月１日時点
61,758人
平成30年４月１日時点
66,631人

平成29年度配信件数 101
件
（気象、地震、水防、防災、
防災無線、防犯情報）

○防犯講話や生活展、特
別出張所窓口で案内チラ
シを配布し、区民安全・安
心メール事業の普及に努め
た。
○平成31年４月１日時点の
登録者数は71,261人で、
平成30年４月１日時点の
66,631人から4,630人増加
した。
○平成30年11月5日から、
英語・中国語・韓国語・タガ
ログ語で気象・地震・津波
情報を配信し、日本語の理
解が困難な外国人へ身の
安全を守る防災情報を提
供した。

A

○区民安全・安心メール事
業を広報するため、防犯講
話における案内やホーム
ページにてＰＲし、メール登
録者数の増加に向けて取り
組む。
○区内関係施設にメール
事業を周知し、不審者情報
等の速やかな情報収集体
制を確立する。

○防犯講話や特別出張所
窓口で案内チラシを配布
し、区民安全・安心メール
事業の普及に努めた。
○令和２年４月１日時点の
登録者数は76,475人で、
平成31年４月１日時点の
71,261人から5,214人増加
した。
○令和元年6月、こども家
庭部との連携により、区内
の保育園、児童館等に勤
務する職員に対して、的確
な不審者情報の報告方法
を周知した。
〇区民安全・安心メールを
遅延することなく配信するた
め、サーバーを増強した。

A

全国各地で震災や水害の
発生が相次ぎ、区民の災害
に対する関心が高まってい
ることや区民等への広報活
動による認知度の向上等か
ら、登録者数は年々増加し
ており、令和元年度末には
76,475人で、平成26年度
末と比較して約４割増加し
区民への情報提供の充実
を図ることができた。

5
5-
2-
1

5-
1-
3

○震災対策として備える３
日分の備蓄食糧及び保存
水を購入するために要する
経費を補助金として平成28
年度開設17施設に支給し
た。
・補助金額　660,990円

（子育て）児童館において
は、災害物品の有効期限を
確認すると同時に、災害備
品の不足について補充し
た。

（保育）震災対策として、帰
宅困難な保護者の児童の
保育に必要な3日分の食糧
をローリングストックするため
の献立を作成し、定員に応
じた食材の備蓄量を各園毎
に作成した。。
・平成29年度開設13施設
に対し、各施設の定員に応
じた3日分の備蓄食糧及
び、保存水の購入経費を支
給した。
・扶助額　 778.920円
福祉避難所開設に必要な
食糧、医薬品、毛布等の物
品を区立直営18拠点園に
配付し備蓄した。

（子育て）
大規模災害に備え、区内す
べての児童館等に３日分の
水・食料を備蓄できるよう整
備していく。

（保育）
・震災対策として備える３日
分の備蓄食糧及び保存水
を購入するために要する経
費を補助金として平成31年
度開設施設を含む55施設
に支給する。（補助金額
2,463,375円）
・福祉避難所の追加整備に
伴い、必要な食糧、医薬
品、毛布等の物品を配備す
る。

（子育て）
児童館においては、災害物
品の有効期限を確認すると
同時に、災害備品の不足に
ついて補充した。

（保育）
・新規開設施設及び定員
増となった既存施設、計55
施設に対して、定員に応じ
た３日分の備蓄食料及び保
存水の購入に要する経費を
支給した。
（補助金額2,463,375円）
・福祉避難所の追加整備に
伴い、必要な食糧、医薬
品、毛布等の物品を配備し
た。

B

（子育て）
児童館においては、災害物
品の有効期限を確認すると
同時に、災害備品の不足に
ついて補充した。
（保育）
・震災対策として備える３日
分の備蓄食糧及び保存水
を購入するために要する経
費を補助金として平成30年
度開設施設を含む37施設
に支給した。（補助金額
1,775,565円）
・帰宅困難な保護者の児童
の保育に必要な3日分の食
糧のローリングストックを開
始した。また、保存水を各
園に配備した。
・福祉避難所に発電機を追
加配備した。
・保育園福祉避難所の追
加整備及び応急保育所の
新規指定を行うことにより、
福祉避難所は、14園→32
園、776世帯→1,334世帯
へ、応急保育所は、4園、
204人の受入定員が確保さ
れる。

B3 災害物品の備蓄

大規模災害に備え、区
内すべての児童館、保
育施設等に３日分の水・
食料を備蓄し、子どもた
ちの安全・安心を図りま
す。

子育て支
援課
保育サー
ビス課

各児童館の災害物品で有
効期限があるものは期限の
確認を実施し、合わせて災
害備品の不足がないか確
認を行った。
保育施設に３日分の水・食
糧を備蓄している。

（子育て）
震災対策も含め、各児童館
の災害物品の棚卸も実施し
た。不足があった場合、順
次配備を行った。

（保育）
・新規開設施設等に備蓄品
の整備を行い、50施設を超
える施設に追加整備が完
了した。令和元年度も同様
に整備を行っていく。
・平成29.30年度において、
備蓄品の備蓄方法につい
て改善を行った。
・引き続き、追加備蓄品に
ついて検討を重ね、円滑な
避難所運営が可能となるよ
うにしていく。
・福祉避難所・応急保育所
の計画を策定し、備蓄品の
配備を行った。今後、円滑
な運営が可能となるよう検
討を重ねていく。

4
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 2

未来
こどもＳＯＳの家によ
る見守り活動の推
進

子どもたちが犯罪などの
被害に遭いそうになった
場合の避難場所や気軽
に相談できる場所として
ＳＯＳの家を設置しまし
た。自治会・町会、ＰＴ
Ａ、学校、警察などの地
域と連携した子どもの見
守り活動を進めるととも
に、子どもたちの健全育
成を図ります。

地域力推
進課

・協力員数　2,358人（平成
28年3月末）
・地域の取り組み事例を協
力員に周知するため「こども
ＳＯＳの家通信（第1号）」を
発行
・セブンイレブンと協定締結
（区内117店舗）

・(株)ファミリーマート（区内
71店舗）および(株)ローソン
（区内50店舗）と協定締結
を行うなど協力員数が増加
した
　2,455人（平成29年3月
末）
・「こどもSOSの家」周知用ポ
スター（500枚）作成
・区立小学校通学区域単
位のマップ（全59種類）作
成。（平成29年度に学校を
通じ全児童へ配布予定）
・地域の取り組み事例を協
力員に周知するため「こども
ＳＯＳの家通信（第2号）」を
発行

・協力員数　2,522人（平成
３０年3月末）
・平成２８年度に作成した協
力員の所在地を示した「こど
もＳＯＳマップ」を大田区
ホームページ内に公開し
た。
・事業周知用ポスターを作
成し、区内施設に掲示する
ことで、意識啓発に努めた。
・平成２９年４月に区立小学
校の全児童へマップを配布
した。

・協力員数　2,529人（平成
３1年3月末）
・協力員の所在地を示した
「こどもＳＯＳの家マップ」カ
ラー版を、大田区ホーム
ページ上に公開した。
・小学校入学前の児童・保
護者に対する意識啓発のた
め、「学校デビュー応援プロ
グラム」会場や区立・私立
保育園を通じ、年長児に周
知チラシを配布した。
・緊急通学路点検時に区内
４警察署の協力によりこども
ＳＯＳの家の一斉点検を
行った。

B

大田区ホームページで公
開中の区立小学校通学区
域単位のマップ（全59種
類・カラー版）を定期的に更
新する。

区立小学校の入学前の児
童に対する周知を行うた
め、小学校入学デビュー応
援プログラム等でのチラシ
配布する。
　
事業協力員の活動時の安
全を守りつつ、学校・児童及
び保護者との関係構築を図
る工夫をする。

・協力員数　2,630人（令和
2年3月末）
・小学校入学前の児童・保
護者に対する意識啓発のた
め、「学校デビュー応援プロ
グラム」会場や区立・私立
保育園を通じ、年長児に周
知チラシを配布した。
・区内警察署と合同で、協
力員登録者を対象とした事
業説明会を開催し、協力員
との連携強化を図った。
　協力員が見守り活動時に
着用するためのタスキを作
成・配布し、事業の周知及
び活動の促進を図った。

B

・コンビニエンスストアとの協
定締結や、協力員募集の
広報を行い、協力員数の拡
大につながった。今後も引
き続き、自治会・町会、ＰＴ
Ａ、学校、警察などの地域
と連携した子どもの見守り活
動を進めるとともに、子ども
たちの健全育成を図る。

4
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◎ 3
未来
公共空間での防犯
カメラの設置

防犯カメラは、犯罪抑止
力としての効果の側面
から、地域の安全・安心
なまちづくりに欠かせま
せん。自治会・町会や
商店街に対して、街頭
防犯カメラの設置費用
の一部として、区と都で
補助金を支出していま
す。公園等の公共空間
での犯罪抑止として防
犯カメラの設置を促進
するなど安全性を向上
させます。

防災危機
管理課

今年度防犯カメラの設置を
予定していた4団体につい
て、設置場所等を確認しな
がら、70台の設置を計画ど
おり進めた。

防犯カメラの設置を予定し
ている14団体のうち12団体
の設置を完了させ、安全・
安心なまちづくりの促進につ
なげました。
また、防犯カメラ維持管理
費一部助成について、制度
化の検討を進め、平成29
年度からの事業開始につな
げました。

平成29年度防犯カメラ設
置団体
22団体256台
平成29年度防犯カメラ維
持管理費補助金申請団体
38団体

○防犯カメラ維持管理費一
部助成制度については、区
のホームページで広報した
ほか、自治会・町会や商店
街に向けた防犯カメラの設
置説明会において周知し
た。
○防犯カメラの設置につい
て、設置団体数を拡大して
20団体の設置を支援した。

A

○防犯カメラ設置・維持管
理費一部助成制度を自治
会・町会、商店街に周知す
ることで、設置団体のさらな
る拡大を目指す。
○平成31年度設置予定の
35団体について、補助金申
請手続きや設置工事の進
捗状況を地域団体に確認
しながら確実に設置される
よう支援していく。

○防犯カメラ設置・維持管
理費一部補助制度につい
ては、区のホームページで
広報したほか、自治会・町
会や商店街に向けた防犯カ
メラの説明会において周知
した。
○防犯カメラの設置につい
て、設置団体数を拡大して
33団体、309台の設置を支
援した。
〇維持管理費補助制度に
ついて、修理費用・移設費
用を補助対象に拡大し、修
理費用について、3団体か
らの申請を受けた。

B

街頭防犯カメラ整備は、犯
罪の抑止力、また犯罪の解
決に繋がる情報、証拠とし
て効果があることが広く認め
られており、令和２年３月末
時点で114団体1,443台に
増加している。平成26年度
末と比較して、団体で約５
倍、台数で約４倍に増加
し、公共空間での防犯力向
上につながっている。

5
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◎ 4
未来
交通安全移動教室
の開催

事故多発地点となって
いる交差点の交通ルー
ルを模擬交差点（信号
機・横断歩道マット持
参）を使って指導するこ
とにより、幼児と車両との
交通事故防止を図りま
す。

都市基盤
管理課

実施回数　　86回
参加者数　　5,030人

実施回数　91回
参加者数　5,428人

実施回数　90回
参加者数　5,168人

実施回数　90回
参加者数　5,001人

A
実施回数　90回
参加者数　5,000人

実施回数　82回
参加者数　5,114人

B

交通事故を未然に防ぐため
には、幼少期の交通安全教
室が不可欠である。実際の
道路での指導もあるので、
幼児が事故に巻き込まれな
いように、最善の注意を払
いながら事業を推進していく
ことが必要である。

4
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 5
未来
交通安全自転車教
室の開催

主として子どもを対象と
し、交通公園の施設内
で自転車の運転に関す
る交通ルールについて
指導することにより、交
通事故の防止及び交通
マナーの向上を図りま
す。

都市基盤
管理課

実施回数　　3回
参加者数　　535人

実施回数　3回
参加者数　475人

実施回数　３回
参加者数　210人

実施回数　４回
参加者数　950人

A
実施回数　３回
参加者数　500人

実施回数　３回
参加者数　220人

B

年３回の予定のところ、30
年度は死亡事故発生を受
けて臨時開催するなど工夫
した。しかし、年々参加者が
減少しており、自転車の安
全利用と正しい点検整備の
啓発のためさらなる工夫が
必要と考えている。

4
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◎ 6
未来
「交通安全だより」の
発行

保育園・幼稚園・小学
校向け啓発用パンフレッ
トを作成し、視覚を利用
して交通事故防止を図
ります。

都市基盤
管理課

幼稚園・保育園向け、小学
校低学年向けに年3回、小
学校高学年向けに年2回発
行。

発行部数
　幼稚園・保育園向け
67,500部
　小学校低学年向け
45,900部
　小学校高学年向け
29,500部

幼稚園・保育園向け、小学
校低学年向けに年3回、小
学校高学年向けに年2回発
行。

発行部数
　　幼稚園･保育園向け
68,500部
　　小学校低学年向け
48,600部
　　小学校高学年向け
31,400部

幼稚園・保育園向け、小学
校低学年向けに年３回、小
学校高学年向けに年２回
発行。

発行部数
　幼稚園・保育園向け
70,700部
　小学校低学年向け
48,600部
　小学校高学年向け
31,000部

幼稚園・保育園向け、小学
校低学年向けに年３回、小
学校高学年向けに年２回
発行。

発行部数
　幼稚園・保育園向け
73,700部
　小学校低学年向け
49,800部
　小学校高学年向け
32,400部

B

幼稚園・保育園向け、小学
校低学年向けに年３回、小
学校高学年向けに年２回
発行。

発行部数
　幼稚園・保育園向け
73,800部
　小学校低学年向け
50,100部
　小学校高学年向け
32,600部

幼稚園・保育園向け、小学
校低学年向けに年３回、小
学校高学年向けに年２回
発行。

発行部数
　幼稚園・保育園向け
76,400部
　小学校低学年向け
49,800部
　小学校高学年向け
32,400部

B

編集会議を年に４回開催
し、委員から意見を受けて
編集を行うことで、よりわかり
やすい表現で深く理解して
もらえるよう工夫している。
内容がマンネリ化しないよ
う、さらなる工夫が必要と考
えている。

4
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7
防犯教育・訓練の
実施

小・中学校におけるセー
フティ教室、保育園など
での不審者侵入を想定
した訓練を実施します。

指導課

セーフティ教室と不審者対
応の避難訓練を実施した。
　実施校　区立小・中学校
の全校

区立小中学校全校でセー
フティ教室と不審者対応の
避難訓練を実施

区立小中学校全校でセー
フティ教室と不審者対応の
避難訓練を実施

区立小中学校全校でセー
フティ教室と不審者対応の
避難訓練を実施

B

校長会でガイドラインの概要
を説明する。
必要に応じ、教育総務課が
学校防災検討委員会を開
催し、防災教育など学校に
おける防災関連事業につい
て検討する。

区立小中学校全校でセー
フティ教室と不審者対応の
避難訓練を実施

B

区立小中学校全校でセー
フティ教室と不審者対応の
避難訓練を実施すること
で、防犯意識の高揚と避難
対応力の向上が図られた。

4
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8
学校と警察等の関
係機関との情報交
換の実施

学校だけでは解決の難
しい非行等の問題行動
に関し、必要な情報の
連絡を行い、対策を講じ
ます｡

指導課
生活指導主任会等におい
て、学校と警察等の関係機
関との情報交換を実施

生活指導主任会において、
学校と警察等の関係機関と
の情報交換を実施

生活指導主任会において、
学校と警察等の関係機関と
の情報交換を実施

生活指導主任会において、
学校と警察等の関係機関と
の情報交換を実施

B
生活指導主任会において、
学校と警察等の関係機関と
の情報交換を実施

生活指導主任会において、
学校と警察等の関係機関と
の情報交換を実施した。

B

学校と警察等の関係機関と
の情報交換を実施すること
で、各学校の児童・生徒の
問題行動に対して、警察を
はじめ関係機関と連携して
適切に対応することができ
た。

4
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

9
小学生への防犯ブ
ザーの貸与

児童の防犯対策の一環
として、防犯ブザーを貸
与し、区立小学校に通
学する全児童が携帯し
ます｡

学務課

７月１日より防犯ブザーの給
付対象を、区立以外の学
校に通学している小学１年
生にも広げ、児童の防犯対
策の充実を図った。
　防犯ブザー配付数
5,195個

入学児童への配付数
区立小学校児童5,305個
区立以外の小学校児童35
個

入学児童への配付数
区立小学校児童5,218個
区立以外の小学校児童22
個

入学児童への配付数
区立小学校児童5,263個
区立以外の小学校児童16
個

B

区立小学校に通う児童は
入学時に学校から配付し、
区立以外の学校に通う小
学1年生は保護者等の申
請に基づき配付して、防犯
対策の一助とする。

入学児童への配付数
区立小学校児童5,212個
区立以外の小学校児童17
個

B

平成27年７月より防犯ブ
ザーの給付対象を、区立以
外の学校に通学している小
学１年生にも広げるととも
に、貸与から給付に変え、
区内児童の登下校における
防犯対策の充実を図った。
これにより、区内児童のさら
なる安全・安心の確保を推
進した。
今後、周知の強化や利用
状況の確認等を行いながら
継続して推進していく。
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10 交通安全巡回指導

専任の交通安全指導員
を２名配置し、児童に交
通安全意識を身につけ
させ、児童自身でその
場の状況に応じた正しい
判断ができるよう指導し
ます｡

教育総務
課

①新一年生に対する交通
安全指導（歩行訓練）58回
②自転車教室47回
③交通安全教室　小学校
90回、中学校5回
④下校指導49回
⑤夏休み交通安全教室4
回
⑥夏休み自転車教室7回

①新小学一年生に対する
交通安全指導（歩行訓練）
58回
②自転車教室50回
③交通安全教室　小学校
92回　中学校5回
④下校指導45回
⑤夏休み交通安全教室4
回
⑥夏休み自転車教室5回

①新小学一年生に対する
交通安全指導（歩行訓練）
58回
②自転車教室51回
③交通安全教室　小学校
92回　中学校13回
④下校指導48回
⑤夏休み交通安全教室２
回
⑥夏休み自転車教室５回

①新小学一年生に対する
交通安全指導（歩行訓練）
58回
②自転車教室54回
③交通安全教室　小学校
96回　中学校9回
④下校指導47回
⑤夏休み交通安全教室3
回
⑥夏休み自転車教室2回

B

児童・生徒の交通安全教
育の充実を図るため、新入
学児童を対象とした歩行訓
練及び自転車教室、交通
安全教室、下校指導を実
施する。

①新小学一年生に対する
交通安全指導（歩行訓練）
58回
②自転車教室56回
③交通安全教室　小学校
89回　中学校６回
④下校指導53回
⑤夏休み交通安全教室１
回
⑥夏休み自転車教室２回

B

交通安全に関する専門知
識・技能を備えた交通安全
指導員を任用し、交通安全
巡回指導の質及び量を確
保してきた。引き続き児童・
生徒に交通安全意識を身
につけさせる取組みを継続
する。

4
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個別目標５－３　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

◎ 1
未来
少年の非行防止啓
発活動

警察、地域、学校と連
携した万引き防止運動
や、非行防止教室等を
実施するほか、少年等
への非行防止のための
周知活動や注意喚起を
行います。不審者情報
のメール配信や地域パト
ロール活動の充実等に
より、子どもが犯罪被害
にあわないようにしま
す。

防災危機
管理課

区内の警察署と連携し、危
険ドラッグ使用禁止キャン
ペーンにおいて啓発グッズ
を配布し、危険ドラッグの危
険性に対する意識向上に
努めた。
大田区生活展において、若
者向けの振り込め詐欺防止
啓発DVDを2日間にわたっ
て上映し、啓発につなげた。

少年が振り込め詐欺の加害
者（受け子・出し子）とならな
いよう生活展のイベントでの
DVD上映等の啓発を実施し
ました。また、警察、地域、
学校と連携した薬物乱用防
止キャンペーン等で啓発
グッズを配布し注意喚起に
つなげました。

区内警察署と連携し、各種
イベント時に青少年に対して
啓発グッズの配布を行っ
た。

○少年が振り込め詐欺の加
害者（受け子・出し子）とな
らないよう、消費者生活セ
ンターでの生活展で、DVD
上映等の啓発を実施
（9/28・9/29、参加362
人）した。
○薬物乱用防止キャン
ペーン（10/20、羽田空
港、参加約200人）に参加
し、標語ポスター表彰式に
合わせて、来場者に対して
注意喚起した。

B

○少年が振り込め詐欺の加
害者とならないよう生活展
等のイベントでのDVD上映
等の啓発を実施するほか、
区内の警察署と連携し、危
険ドラッグ撲滅の活動や薬
物乱用防止キャンペーン等
で啓発グッズを配布する等
注意喚起を継続して行う。

○少年が振り込め詐欺の加
害者（受け子・出し子）とな
らないよう、消費者生活セ
ンターでの生活展で、DVD
上映等の啓発を実施
（10/5・10/6、参加467
人）した。
○薬物乱用防止キャン
ペーン（10/19、東京実業
高校、参加約100人）に参
加し、標語ポスター表彰式
に合わせて、来場者に対し
て注意喚起した。

B

薬物防止イベント等で啓発
物を配布し薬物使用防止
の啓発と、小学５・６年生及
び中学生に万引き防止の
啓発チラシを配布し、防犯
意識向上が図れた。
少年の非行防止啓発活動
を実施しているが、特殊詐
欺の受け子など一部では少
年の関与する犯罪が増加し
ており、今後も少年の非行
防止や、少年が加害者とな
らないために、啓発活動を
継続的に実施していく必要
がある。

4
5-
3-
1
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 2
未来
万引きしにくい環境
づくり

警察、地域、学校と連
携した万引き防止運動
や、「万引きは犯罪であ
る」旨の広報啓発活動
を実施し、規範意識を
高めていきます。万引き
被害にあう商店・店舗も
多いことから、商店・店
舗に対して万引きしにく
い店舗づくりの助言等の
支援を行います。

防災危機
管理課

非常勤職員による店舗に対
する万引き防止講話を計
画的に進め、さらに中学校
の生徒へ啓発チラシを配布
した。
平成27年の区内万引き被
害件数は508件となり、全
体での件数の減少（6件減）
につなげた。

区立全中学校の生徒に、
万引きは犯罪であるという
啓発チラシを配布し、啓発
につなげました。
警察と連携し店舗に対する
万引き被害届出の徹底に
向けた取組みを進め、万引
きしにくい店舗づくりへの支
援を行いました。

区立中学校に通う全生徒
に対して、万引き防止啓発
チラシを配布した。
店舗に対しては、店頭に貼
付する万引き被害防止啓
発ステッカーを作成・配布し
た。

○警察と連携し、大型店舗
等万引きが発生しやすい店
舗にステッカーの貼付けを
依頼するなど、店舗側に対
する注意喚起を行った。
○警察と連携し、田園調布
駅前で地元の高校生と共
に、万引き防止の呼び掛け
とチラシを配布した。
○小学５・６年生及び中学
生にチラシを配付し、万引
きは犯罪であるという啓発に
つなげた。

B

○警察と連携し万引きしにく
い店舗づくりのため万引き被
害防止に向けた支援を行
う。
○小学５・６年生及び中学
生に、万引きは犯罪である
という啓発チラシを配布し、
啓発につなげる。

○警察と連携し、大型店舗
等万引きが発生しやすい店
舗にステッカーの貼付けを
依頼するなど、店舗側に対
する注意喚起を行った。
○小学５・６年生及び中学
生にチラシを配付し、万引
きは犯罪であるという啓発に
つなげた。

B

万引きにより補導等された
小中学生の人数は、関係
機関の取り組みなどにより、
令和元年には33人で、平
成26年の82人と比較して
半分以上減少するなど万
引き防止の意識啓発が図
れた。

4
5-
3-
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3

青少年をめぐる環境
浄化旬間及び青少
年健全育成大会の
実施による啓発活
動の推進

毎年３月１日～10日ま
でを強調旬間とし、広く
区民に青少年健全育成
の重要性を訴え、青少
年を取り巻く社会環境の
浄化に理解、協力を求
めています。
区報、懸垂幕・立看板
による啓発活動、有害
図書等の自粛要請のほ
か、青少年健全育成大
会を実施します。

地域力推
進課

①啓発活動
・区報掲載
・懸垂幕・立看板の掲出
（地域庁舎、特別出張所、
区内警察署、区立小中学
校）
②販売自粛要請活動
・3月1日～10日
③青少年健全育成大会
・平成28年3月6日（日）
・来場者数　423人

①啓発活動
　区報掲載・懸垂幕・立看
板掲出、デジタルサイネー
ジ

②青少年健全育成大会
　平成29年3月5日（日）区
民プラザ
　来場者数　430人
　〈青少年表彰〉
　模範青少年32人、善行
青少年3人
　スポーツ及び文化　個人
21人、
　団体7団体、伝統文化1
団体

「大田区青少年をめぐる環
境浄化推進委員会」の解
散に伴い、青少年をめぐる
環境浄化協調旬間を廃止
とし、内閣府で定める11月
の「子ども・若者育成支援
強調月間」に以下活動を実
施。
①啓発活動
・区報掲載
・啓発ポスターの掲出（特
別出張所、区立小中学校）
②販売自粛要請活動
・11月

「大田区青少年をめぐる環
境浄化推進委員会」の解
散に伴い、青少年をめぐる
環境浄化協調旬間を廃止
とし、内閣府で定める11月
の「子供・若者育成支援強
調月間」に以下活動を実
施。
①啓発活動
・区報掲載
②販売自粛要請活動
・11月

B

「大田区青少年をめぐる環
境浄化推進委員会」の解
散に伴い、青少年をめぐる
環境浄化協調旬間を廃止
とし、内閣府で定める11月
の「子供・若者育成支援強
調月間」に、啓発活動及び
販売自粛要請活動を実施
する。

「大田区青少年をめぐる環
境浄化推進委員会」の解
散に伴い、青少年をめぐる
環境浄化協調旬間を廃止
とし、内閣府で定める11月
の「子供・若者育成支援強
調月間」に以下活動を実
施。
①啓発活動
・区報、ホームページ掲載
②販売自粛要請活動
・11月

B

今後は内閣府で定める「子
供・若者育成支援協調月
間」に合わせ、青少年対策
地区委員会を中心に、有害
環境の浄化を図る。

3
5-
3-
3

4
有害図書等対策の
推進

青少年をめぐる環境浄
化推進委員会と連携
し、青少年に悪影響を
及ぼす有害環境浄化の
ため、書店、コンビニエ
ンスストア、レンタルビデ
オ店、成人向け雑誌・ビ
デオソフト等販売店に対
し、自粛要請活動を行
います。

地域力推
進課

販売自粛要請活動
・3月1日～10日

販売自粛要請活動
　活動時期　　3月1日～10
日

内閣府で定める「子ども・若
者育成支援協調月間」に合
わせ、青少年対策地区委
員会を中心に、販売自粛要
請活動を11月に実施。

内閣府で定める「子供・若
者育成支援協調月間」に合
わせ、青少年対策地区委
員会を中心に、販売自粛要
請活動を11月に実施。

B

各地区青少対委員を中心
に、区内書店・コンビニ店な
どを訪問し、指定図書類の
有無の確認、不適切な場
合は販売自粛要請を行う。

内閣府で定める「子供・若
者育成支援協調月間」に合
わせ、青少年対策地区委
員会を中心に、販売自粛要
請活動を11月に実施。

B

例年の販売自粛要請活動
によって、有害環境の浄化
に寄与した。今後も内閣府
で定める「子供・若者育成
支援協調月間」に合わせ、
青少年対策地区委員会を
中心に、有害環境の浄化を
図る。

4
5-
3-
4

5
青少年をめぐる環境
浄化委員会への支
援

青少年の健全な育成を
妨げる有害環境を浄化
し、青少年にとっての良
好な環境を醸成するた
め、必要な支援を行い
ます。

地域力推
進課

総会（全2回）
・第1回講演　「最近の少年
非行の現況・青少年をめぐ
る諸問題について」
・第2回講演「ネット等の性
被害にあわないために」

総会（全2回）
第1回講演（平成28年5月
26日）
「最近の少年非行の現況・
青少年をめぐる諸問題につ
いて」
※平成28年度をもって本
委員会は解散し、課題は青
少年問題協議会に継承さ
れる。

平成28年度をもって「青少
年をめぐる環境浄化推進委
員会」は解散。「大田区青
少年問題協議会」に課題継
承。

平成28年度をもって「青少
年をめぐる環境浄化推進委
員会」は解散。「大田区青
少年問題協議会」に課題継
承。

-

平成28年度をもって「青少
年をめぐる環境浄化推進委
員会」は解散。「大田区青
少年問題協議会」に課題継
承。

平成28年度をもって「青少
年をめぐる環境浄化推進委
員会」は解散。「大田区青
少年問題協議会」に課題継
承。

-

今後は「大田区青少年問
題協議会」に課題継承し、
必要な取組みを行ってい
く。

3
5-
3-
5
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

基本目標６　特に支援を必要とする子どもと家庭をサポートします

個別目標６－１　ひとり親家庭への支援

1 児童扶養手当

父または母と生計を同じ
にしていない児童が育
成される家庭の、生活
の激変を一定期間緩和
し、自立の促進に寄与
することを目的に支援を
行います。

子育て支
援課

27年度末現在　受給者数
3,873人　対象児童　5,573
人
児童扶養手当支給額；
1,754,974,430円

平成28年度末現在
受給者数　3,696人
対象児童　5,351人
児童扶養手当支給額：
1,736,846,400円

【平成29年度末現在】
受給者数　3,526人
支給対象児童数　5,069人
手当支給金額
1,711,429,850円

平成30年度末現在
受給者数　3,439人
対象児童数　4,958人
手当支給金額
1,649,038,660円

B

制度の認知を高めるため、
よりわかりやすいパンフレット
や区ホームページの作成に
努め、子育て支援課や特
別出張所でも周知する。あ
わせてひとり親家庭等に関
する他の制度についても情
報収集し、必要に応じて情
報提供する。

令和元年度末現在
受給者数　3,192人
対象児童数　4,609人
手当支給金額
2,027,751,450円

B

令和元年度は支払い回数
の変更による移行期間とな
り、年度内15か月分の手当
を支給したため、見かけ上
の支給額が増加している。
なお、制度の周知は概ね計
画どおりに実施できている。
また、受給者が年々減って
きているが、少子化及び社
会情勢の変化が関係してい
ると思われる。

4
6-
1-
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2 児童育成手当

児童の福祉の増進を図
ることを目的とし、児童
の心身の穏やかな成長
に寄与することを趣旨と
して支援します。

子育て支
援課

27年度末現在　受給者数
5,577人　対象児童　7,726
人
児童育成手当支給額；
1,292,757,000円

平成28年度末現在
受給者数　5,450人
対象児童　7,350人
児童育成手当支給額：
1,275,766,000円

【平成29年度末現在】
受給者数　5,283人
支給対象児童数　7,376人
手当支給金額
1,245,006,500円

平成30年度末現在
受給者数　5,081人
対象児童数　7,040人
手当支給金額
1,193,893,000円

B

制度の認知を高めるため、
よりわかりやすいパンフレット
や区ホームページの作成に
努め、子育て支援課や特
別出張所でも周知する。あ
わせてひとり親家庭等に関
する他の制度についても情
報収集し、必要に応じて情
報提供する。

令和元年度末現在
受給者数　4,869人
対象児童数　6,783人
手当支給金額
1,165,709,500円

B

制度の周知は概ね計画ど
おりに実施できている。受給
者が年々減ってきている
が、少子化及び社会情勢の
変化が関係していると思わ
れる。

4
6-
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3
ひとり親家庭医療費
助成事業

ひとり親家庭の保健の
向上に寄与するととも
に、福祉の増進を図るこ
とを目的に、医療費の
自己負担の一部を助成
します。

子育て支
援課

27年度末現在　受給者数
3,299人　受給者数　7,989
人
医療費助成額；
189,836,762円

平成28年度末現在
受給世帯数　3,377人
受給者数　8,224人
医療費助成額：
190,661,086円

【平成29年度末現在】
受給世帯数　3,139人
受給者数　7,563人
医療費助成額
187,137,091円

【平成30年度末現在】
受給世帯数　2,766人
受給者数　7,219人
医療費助成額
177,046,485円

B

制度の認知を高めるため、
よりわかりやすいパンフレット
や区ホームページの作成に
努め、子育て支援課や特
別出張所でも周知する。あ
わせてひとり親家庭等に関
する他の制度についても情
報収集し、必要に応じて情
報提供する。

【令和元年度末現在】
受給世帯数　2,872
受給者数　7,008人
医療費助成額
176,406,748円

B

制度の周知は概ね計画ど
おりに実施できている。受給
者が年々減ってきている
が、少子化及び社会情勢の
変化が関係していると思わ
れる。

4
6-
1-
3

4
母子生活支援施設
（区立ひまわり苑・コ
スモス苑)

施設において母子が健
康で明るい生活ができる
よう援助・助言し、自立
への支援を図ります。

子育て支
援課
各生活福
祉課

（利用者状況）※平成２７年
度末現在
・ひまわり苑
世帯数　１７世帯
（※母親１７人　小学生５人
未就学児１８人）
・コスモス苑
世帯数　１４世帯
（※母親１４人　高校生１人
中学生１人　小学生４人
未就学児１２人）

区内2施設で２９世帯、７０
人が利用した。

（利用者状況）※平成２9年
度末現在
区内２施設　22世帯　60人
使用
・ひまわり苑
世帯数　１2世帯　30人
（※母親１2人　高校生2人
小学生５人　未就学児１1
人）
・コスモス苑
世帯数　１0世帯　30人
（※母親１0人　小学生9人
未就学児１1人）

（利用者状況）※平成30年
度末現在
区内２施設　21世帯　56人
使用
・ひまわり苑
世帯数　１4世帯　39人
（※母親１4人　高校生1人
中学生1人　小学生10人
未就学児13人）
・コスモス苑
世帯数　7世帯　17人
（※母親7人　小学生5人
未就学児5人）

B

施設において、母子が健や
かに生活ができるよう、ま
た、自立がスムーズにでき
るよう、支援をおこなってい
く。

（利用者状況）※令和元年
度末現在
区内２施設　33世帯　86人
使用
・ひまわり苑
世帯数　１9世帯　49人
（※母親１9人　高校生0人
中学生1人　小学生17人
未就学児12人）
・コスモス苑
世帯数　14世帯　37人
（※母親14人　高校生0人
中学生0人　小学生11人
未就学児12人）

B
施設整備を中心に母子が
生活しやすいように支援を
おこなった。

4
6-
1-
4

◎は重要施策 46 



資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

5 ひとり親家庭の相談
ひとり親に関する施策の
案内や、生活について
の相談を実施します。

各生活福
祉課

４生活福祉課に担当職員を
配置し、必要な支援を実施
【実績】　6,189件

４生活福祉課に担当職員を
配置し、必要な支援を実施
【実績】6,441件

４生活福祉課に担当職員を
配置し、必要な支援を実施
【実績】 5,303件

４生活福祉課に担当職員を
配置し、必要な支援を実施
【実績】 4,058件

B
関係機関と連携して適切な
援助を行い、生活安定に向
けた役割を果たしていく。

４生活福祉課に担当職員を
配置し、必要な支援を実施
【実績】 3,997件

B

来所・電話等の相談があっ
た際、相談員が費用に応じ
て、こども家庭支援セン
ター、東京都女性相談セン
ター、児童相談所等の専門
機関と連携の上、相談者に
合わせた対応を行ってき
た。

4
6-
1-
5

6
母子（女性)緊急一
時保護事業の実施

家庭内のトラブルで、緊
急に保護が必要な時、
一時的な生活の場を提
供します。

各生活福
祉課

緊急を要する女性や母子
の一時保護
【実績】101件

緊急を要する女性や母子
の一時保護
【実績】123件

緊急を要する女性や母子
の一時保護
【実績】 163件

緊急を要する女性や母子
の一時保護
【実績】 166件

B
対象者の自立に向け、保護
及び適切な支援を関係機
関と連携して取り組む。

緊急を要する女性や母子
の一時保護
【実績】 126件

B

東京都女性相談センター、
児童相談所等の専門機関
と連携の上、広域利用を含
めて状況に合わせた対応を
行ってきた。

4
6-
1-
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7
ひとり親家庭ホーム
ヘルプサービス

ひとり親家庭で、一時的
な事情により日常生活
等の援助が必要な場
合、ホームヘルパーを
派遣します。

各生活福
祉課

家政婦紹介所等の登録
ホームヘルパーを、1日2回
以内、月50時間を限度とし
て派遣
【実績】　７世帯　247時間

家政婦紹介所等の登録
ホームヘルパーを、1日2回
以内、月50時間を限度とし
て派遣
【実績】 3世帯　156時間

家政婦紹介所等の登録
ホームヘルパーを、1日2回
以内、月50時間を限度とし
て派遣
【実績】5世帯　206.5時間

家政婦紹介所のホームヘ
ルパーに限定していた対象
事業者を、在宅介護・障害
福祉サービス事業者等に
拡大した。
【実績】11世帯　451時間

A

対象児童の疾病時等にお
いて緊急避難的な役割を
果たし、ひとり親家庭の自立
安定の一助となるよう実施
していく。ニーズを詳細に把
握し、更なる利便性の向上
を図る。

家政婦紹介所のホームヘ
ルパーに限定していた対象
事業者を、在宅介護・障害
福祉サービス事業者等に
拡大した。
【実績】７世帯　382時間

B

対象児童の年齢上限引上
げ、利用負担額の見直し、
対象事業者の拡充等によ
り、サービスの利便性向上
を図ってきた。

4
6-
1-
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8
母子及び父子福祉
資金貸付

母子家庭または父子家
庭が経済的に自立した
生活を送るために必要
な資金の貸付（転宅資
金、修学資金、就学支
度資金、事業開始資
金、等）を実施します。

各生活福
祉課

転宅資金、修学資金、就学
支度資金、事業継続資金
等貸付
【実績】313件
<内訳>・母子　308件
　　　　　・父子　　5件

転宅資金、生活資金、修学
資金、就学支度資金等貸
付
【実績】 303件
　 <内訳>
　 　・母子　294件
　 　・父子　 　9件

転宅資金、生活資金、修学
資金、就学支度資金等貸
付
【実績】 268件
　 <内訳>
　 　・母子　257件
　 　・父子 　 11件

転宅資金、生活資金、修学
資金、就学支度資金等貸
付
【実績】 211件
　 <内訳>
　 　・母子　202件
　 　・父子 　9件

B

貸付を通じて、ひとり親家庭
の経済的自立と生活の安
定を図る。また、平成31年
4月改正の内容（一部資金
の貸付限度額の引き上げ
や償還期限の延長など）を
適切に案内していく。

転宅資金、生活資金、修学
資金、就学支度資金等貸
付
【実績】 206件
　 <内訳>
　 　・母子　198件
　 　・父子 　8件

B

来所・電話等の相談があっ
た際、相談員が必要に応じ
て案内を行い、貸付を実施
してきた。

4
6-
1-
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9
母子家庭及び父子
家庭自立支援給付
金事業

母子家庭の母等の就労
を支援するため、職業
能力開発のための講座
受講や国家資格取得の
ための修業期間中に給
付金を支給します。

各生活福
祉課

自立支援教育訓練給付
金、高等職業訓練促進給
付金の支給
【実績】
自立支援教育訓練給付金
1件
高等職業訓練促進給付金
8件

自立支援教育訓練給付
金、高等職業訓練促進給
付金の支給
【実績】
 ・自立支援教育訓練給付
金　  3件
 ・高等職業訓練促進給付
金　17件

自立支援教育訓練給付
金、高等職業訓練促進給
付金の支給
【実績】
  ・自立支援教育訓練給付
金　  3件
  ・高等職業訓練促進給付
金　22件
　・終了一時金
5件

自立支援教育訓練給付
金、高等職業訓練促進給
付金の支給
【実績】
  ・自立支援教育訓練給付
金　  3件
  ・高等職業訓練促進給付
金　31件
　・終了一時金
9件

A

平成31年4月改正の内容
を適切に案内するとともに、
修業期間中の生活の負担
軽減を図り、母子家庭及び
父子家庭の経済的自立の
促進に寄与していく。

自立支援教育訓練給付
金、高等職業訓練促進給
付金の支給
【実績】
  ・自立支援教育訓練給付
金　  5件
  ・高等職業訓練促進給付
金　32件
　・終了一時金
18件

B

支給要件緩和、給付上限
引き上げ等の改正を行うと
ともに、児童扶養手当の現
況届にチラシを同封するな
どして周知を図り、支給実
績を上げた。

5
6-
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

10
高齢者等住宅確保
支援事業

住宅に困窮するひとり親
世帯の民間住宅への入
居を支援するために、相
談を受けて助言を行
い、必要があれば、不動
産業界団体へ住宅の紹
介を依頼します。また、
入居時に必要な火災保
険料や保証料等も所得
制限を設けて一部助成
しております。

建築調整
課

新たに「住宅の住み替えに
お困りの方へ」「保証人が見
つからない方へ」の２種類の
パンフレットを色上質紙を用
いて作成し、窓口の目立つ
所に設置。また、高齢福祉
課、介護福祉課、障害福祉
課、各地域福祉課、各生活
福祉課でも窓口設置を依
頼して広報に努めた。
実績：1件（ひとり親世帯）

・子育て支援課（児童育成
係）に、新たにパンフレットを
設置した。
・区民向け広報の「くらしの
ガイド」「子育てハンドブック」
「大田区子ども家庭支援施
策・ひとり親家庭支援施策
のご案内」「要支援家庭等
支援施策ガイドブック」等に
事業内容を新規掲載した。
また、掲載にあたっては、内
容をより分かりやすく見直し
た。
※子育て支援課経由での
窓口来庁者や電話での問
合せが増えた。
（加入費助成実績：１件）

広報を強化して、対象者へ
事業の周知を図る。
・居住支援施策に関する事
業をひとつにまとめた新パン
フレットを作成する。
・区報へ掲載する。
・各ガイド等の掲載内容を
見直す。
・ひとり親手当等の担当窓
口である子育て支援課（児
童育成係）に引続きパンフ
レットを設置する。

・区報（7/1号）、統合ポス
ター（1月号）を掲載した。
・各ガイド等の掲載内容を
見直しを行った。
・ひとり親手当等の担当窓
口である子育て支援課（児
童育成係）に引続きパンフ
レットを設置した。
＜ひとり親世帯への支援実
績＞
加入費助成：３件

B

引き続き対象者へ事業の
周知を図る。
・区報、統合ポスターの掲
載する。
・各ガイド等の掲載内容を
見直す。
・ひとり親手当等の担当窓
口である子育て支援課（児
童育成係）に引続きパンフ
レットを設置する。

・区報（7/1号）、統合ポス
ター（3月号）を掲載した。
・各ガイド等に事業内容を掲
載した。
・ひとり親手当等の担当窓
口である子育て支援課（児
童育成係）に引続きパンフ
レットを設置した。
＜ひとり親世帯への支援実
績＞
加入費助成：2件

B

Ｈ28年度に新パンフレットを
作成後、継続して関係部署
窓口で設置・配布を行っ
た。また区報及び統合ポス
ターなどの広報媒体を活用
し、区民へ広く周知した結
果、ひとり親世帯からの問
合せが増えた。

4
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11
大田区高齢者世帯
等転居一時金助成
制度

取り壊し等のため民間の
賃貸住宅から別の民間
住宅に転居が必要と
なった、現に児童扶養
手当を受給しているひと
り親家庭に対して、転居
に必要な礼金・権利
金、仲介手数料を助成
します。

建築調整
課

新たに「高齢者世帯等転居
一時金助成事業について」
のパンフレットを色上質紙を
用いて作成し、窓口の目立
つ所に設置。また、高齢福
祉課、介護福祉課、障害福
祉課、各地域福祉課、各生
活福祉課でも窓口設置を
依頼して広報に努めた。
実績：1件（ひとり親世帯）

・子育て支援課（児童育成
係）に、新たにパンフレットを
設置した。
・区民向け広報の「くらしの
ガイド」「子育てハンドブック」
「大田区子ども家庭支援施
策・ひとり親家庭支援施策
のご案内」「要支援家庭等
支援施策ガイドブック」等に
事業内容を新規掲載した。
また、掲載にあたっては内
容をより分かりやすく見直し
た。
※子育て支援課経由での
窓口来庁者や電話での問
合せが増えた。
（転居一時金助成実績：0
件）

・新パンフレット「居住支援
施策のご案内」を作成した。
・区ＨＰ、「くらしのガイド」、
「子育てハンドブック」、「大
田区子ども家庭支援施策・
ひとり親家庭支援施策のご
案内」、「要支援家庭等支
援施策ガイドブック」の掲載
内容を分かりやすく修正し
た。
・子育て支援課（児童育成
係）に新パンフレットを設置
した。
＜ひとり親世帯への支援実
績＞
転居一時金助成：0件

・区報（7/1号）、統合ポス
ター（1月号）を掲載した。
・各ガイド等の掲載内容を
見直しを行った。
・ひとり親手当等の担当窓
口である子育て支援課（児
童育成係）に引続きパンフ
レットを設置した。
＜ひとり親世帯への支援実
績＞
転居一時金：１件

B

引き続き対象者へ事業の
周知を図る。
・区報、統合ポスターの掲
載する。
・各ガイド等の掲載内容を
見直す。
・ひとり親手当等の担当窓
口である子育て支援課（児
童育成係）に引続きパンフ
レットを設置する。

・区報（7/1号）、統合ポス
ター（3月号）を掲載した。
・各ガイド等に事業内容を掲
載した。
・ひとり親手当等の担当窓
口である子育て支援課（児
童育成係）に引続きパンフ
レットを設置した。
＜ひとり親世帯への支援実
績＞
転居一時金：2件

B

Ｈ28年度に新パンフレットを
作成後、継続して関係部署
窓口で設置・配布を行っ
た。また区報及び統合ポス
ターなどの広報媒体を活用
し、区民へ広く周知した結
果、ひとり親世帯からの問
合せが増えた。R1年度の実
績は平成27年度以降、1番
多い件数となった。

4
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個別目標６－２　児童虐待の予防及び被虐待児と家庭への支援

◎ 1

子未来
養育支援訪問事業
養育支援家庭訪問
事業「ゆりかご」

【養育支援訪問事
業等】

【養育支援訪問事業】
養育を支援することが特
に必要な家庭に対し、
養育に関する相談、指
導助言等の支援を行
い、児童虐待を未然に
防止します。
【ゆりかご】すこやか赤
ちゃん訪問事業と連携
し、養育に不安を抱える
乳児家庭に対して地域
の支援員等が訪問し支
援します。

子ども家
庭支援セ
ンター

【養育支援訪問事業】
実績：23世帯　延べ275回
【ゆりかご】
利用者：144人　延べ163
回

【養育支援訪問事業】
実績：24世帯　延べ210回
【ゆりかご】
チラシを母子手帳バック
8000個へ同封、区内周産
期医療機関6か所、地域健
康課、保育サービス課、子
育て支援課の関連窓口に
設置
延べ利用者数121人　延べ
回数140回　　延べ利用時
間272時間

・養育支援家庭訪問事業
　　25世帯、延べ254回。

・養育支援家庭訪問事業
「ゆりかご」
　　延べ利用者数130人、
延べ回数154　回、延べ利
用時間351時間。
支援員（児童委員）を再募
集し、新たに14名を登録す
る。

・養育支援家庭訪問事業
　　28世帯、延べ442回。

・養育支援家庭訪問事業
「ゆりかご」
　　延べ利用者数108人、
延べ回数137　回、延べ利
用時間308時間。
支援員（児童委員）を再募
集し、新たに2名を登録し
た。

B

【養育支援訪問事業】
養育支援が特に必要な保
護者が不安に陥らず、安心
して子育てができるよう、ま
た子どもの安全を守るため
引き続き事業に取り組む。
【ゆりかご】
支援を必要とする家庭に広
く案内できるよう事業の周
知に努める。出産育児支援
事業かるがも、すこやか赤
ちゃん訪問事業と連携し、
切れ目のない子育て支援
に取り組む。

・養育支援家庭訪問事業
　28世帯、延べ301回。

・養育支援家庭訪問事業
「ゆりかご」
　　延べ利用者数93人、延
べ回数120回、延べ利用時
間　　272時間。
支援員（児童委員）を再募
集し、新たに2名を登録し
た。

B

（延べ件数）平成27～31年
度見込み
・養育支援家庭訪問事業
128世帯、延べ1,482回。
養育支援が必要な保護者
及び子どもの安心・安全を
守ることができた。
・養育支援家庭訪問事業
「ゆりかご」一定の支援が必
要な家庭に周知が届き、
「かるがも」事業・すこやか
赤ちゃん訪問事業との連携
により切れ目のない子育て
支援につながった。
延べ利用者数596人、延べ
回数714回、延べ利用時間
1,538時間。

4
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 2
未来
児童虐待防止ネット
ワークの充実

要保護児童対策地域
協議会（代表者会議・
実務者会議・個別ケー
ス会議）を開催し児童虐
待防止ネットワークの構
築を図ります。

子ども家
庭支援セ
ンター

・要保護児童対策地域協
議会代表者会議　2回
・同実務者会議　８回（地区
別４回　分野別４回）
・個別ケース検討会議
135回　学習会　1回

・要保護児童対策地域協
議会代表者会議2回
・同実務者会議８回（地区
別４回　分野別４回）
・個別ケース検討会議147
回
・マニュアル活用講習会実
施20回
・虐待防止ための研修会
参加者：103人

・要保護児童対策地域協
議会代表者会議2回
同実務者会議8回（地域別
4回、分野別4回）子ども家
庭支援会議12回
個別ケース検討会議180
回
虐待対応マニュアルに関す
る講習会6回
学習会出席者101人

・要保護児童対策地域協
議会代表者会議2回
同実務者会議8回（地域別
4回、分野別4回）子ども家
庭支援会議12回
個別ケース検討会議168
回
学習会出席者　143人
巡回支援事業の実施　保
育園19箇所、延べ21回
幼稚園36箇所

B

・関係機関に向けて、児童
虐待の早期発見及び早期
支援の理解を徹底するた
め、代表者会議の開催及び
実務者会議、個別ケース
検討会議等を開催する。
・専門家を招いた虐待防止
のための研修会を開催し、
要保護対策地域協議会関
係機関の体制を強化する。
・子どもを守る地域ネット
ワーク巡回支援事業実施の
ための組織強化を行う。

・要保護児童対策地域協
議会代表者会議2回
・同実務者会議8回（地域
別4回、分野別4回）
・個別ケース検討会議237
回
・学習会出席者　121人
・子ども家庭支援会議12回
・巡回支援事業の実施　保
育園・幼稚園他　延べ164
回

B

（延べ実施回数）
平成27～31年度
・要保護児童対策地域協
議会代表者会議10回
・同実務者会議40回（地域
別20回、分野別20回）
・個別ケース検討会議899
回
・学習会出席者594人
・マニュアル講習会（28・29
年度）26回
・子ども家庭支援会議（29
年度～）36回
・巡回支援事業施（30・31
年度）　保育園・幼稚園他
延325回

4
6-
2-
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◎ 3
未来
児童虐待防止に向
けた啓発の推進

大田区における児童虐
待への対応力を高める
ため、虐待防止マニュア
ルを改訂するとともに、
啓発活動を推進しま
す。

子ども家
庭支援セ
ンター

・児童虐待対応マニュアル
作成：3,700部
・啓発用クリアファイル作
成：5,000枚

・虐待対応マニュアル改訂
版の増刷　１０００部
・啓発用クリアファイル
5,000枚
　キーホルダー3,000個
　ウェットティシュ3,000個

・虐待対応マニュアル改訂
版の増刷　1,000部
虐待防止啓発用パンフレッ
ト　10,000枚　・啓発用クリ
アファイル6,000枚
　キーホルダー3,000個
　ウェットティシュ3,000個
絆創膏3,000個

・児童虐待防止啓発用パン
フレット10,000枚　・ウェット
ティッシュ3,000個
・紙風船等セット3,000個
・クリアファイル5,500枚
以上の作成・配布
・オレンジリボンファミリー
カップ（児童虐待防止啓発
フットサル大会）開催

B
・児童虐待防止に係る広報
啓発活動等を推進する。

・虐待対応マニュアル改訂
版の増刷　　　1,000部
・児童虐待防止啓発用パン
フレット10,000枚　・ウェット
ティッシュ3,000個
・紙風船等セット3,000個
・クリアファイル6,000枚
以上の作成・配布
・オレンジリボンファミリー
カップ（児童虐待防止啓発
フットサル大会）開催

B

児童虐待防止月間（毎年
11月）を中心に啓発用物品
やパンフレットを活用し広報
啓発活動を行った。
平成27～31年度
・児童虐待防止啓発用パン
フレット
・ウェットティッシュ
・紙風船等セット
・クリアファイル等作成・配
布した。
・オレンジリボンファミリー
カップ（児童虐待防止啓発
フットサル大会）を開催し、
児童の人権について参加
者に啓発した。

4
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◎ 4

未来
初めてのお子さんの
パパ・ママ子育て教
室

乳児とパパ・ママが一緒
に参加する教室を開催
し、夫婦の相互理解を
深め、家族力の向上を
目指します。他の子育
て家庭と子育ての悩み
を共有することで、子育
ての不安解消と仲間作
りにつなげていきます。

子ども家
庭支援セ
ンター

・子ども家庭支援センター４
か所の子育てひろばで実
施。
　年12回、延べ参加人数
109組　327人

・子ども家庭支援センター４
か所の子育てひろばで実
施。
　年12回、延べ参加人数
109組
　328人
・試行で行った「事故予防」
　年４回、乳幼児親子延べ
40組
　120人

子ども家庭支援センター４ヶ
所の子育てひろばで実施。
年１６回。延べ参加人数１４
６組４４０人。

・子ども家庭支援センター４
か所の子育てひろばで実
施。
　年16回、延べ参加人数
144組　431人

B

乳児とパパ・ママが一緒に
参加することで、夫婦の相
互理解を深める。プログラム
は、ベビーマッサージ、ふれ
あい遊びのほか事故予防
講習会を実施し、子育ての
不安解消と仲間作りにつな
げる。

・子ども家庭支援センター４
か所の子育てひろばで実
施。
　年16回、延べ参加人数
144組　431人

B

子育ての不安解消と仲間
づくりにつなげることができ
た。
平成27～31年度見込み
開催数　80回
延べ参加人数692組
2,077人

4
6-
2-
4
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

5 見守りサポート事業

虐待により､一時保護や
施設入所した児童が家
庭に戻った時や軽度の
虐待と認定されたとき、
その家庭に対し、児童
相談所の要請により、見
守りサポート支援を行い
ます。

子ども家
庭支援セ
ンター

・児童相談所からの見守り
サポート要請0件
・児童相談所からの協力依
頼9件

・児童相談所からの見守り
サポート要請0件
・児童相談所からの協力依
頼12件

軽微な継続指導のうち、4
件の「見守りサポート」依頼
があり、訪問活動や会議開
催を実施するが減少傾向。

※上記より重篤な案件は
「協力依頼」により支援を開
始、件数は増加傾向。

・児童相談所からの見守り
サポート要請0件
・児童相談所からの協力要
請13件

B

児童相談所と協力して家庭
復帰への取り組みを見直す
とともに。支援職員のスキル
を向上し精度の高い支援を
行っていく。

・児童相談所からの見守り
サポート要請0件
・児童相談所から協力要請
35件

B

家庭復帰に向けた個別
ケース検討会議の開催や、
復帰後の訪問調査が主で
あった。区が一層精度の高
い支援が行えるよう、児童
相談所との連携方法を見
直す。
・児童相談所からの見守り
サポート要請及び協力依頼
へ対応する。
平成27～31年度
・児童相談所からの見守り
サポート要請4件
・児童相談所からの協力要
請81件

4
6-
2-
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6 虐待防止支援訪問

養育困難家庭、養育不
安の強い家庭等、子ど
もの健全な成長が懸念
される家庭を訪問し支
援します。

子ども家
庭支援セ
ンター

訪問数：1,283回 訪問数：1,309回

前年度から15％増、846件
の家庭訪問を実施。虐待
対策コーディネーターや保
健師のも同行も含め、迅速
な対応で養育不安の解消
と、虐待の重篤化を防止し
ている。

訪問数：2,441件 A

養育不安や虐待リスクの高
い家庭に、援助方針に基づ
き、訪問支援を行っている。
支援職員のスキルをあげる
ことでより制度の高い支援を
行っていく。

訪問数：3,238件 A

職員数の増加に伴い、訪問
による支援の件数が増加し
た。より精度の高い支援が
行えるよう、職種に応じたス
キルの向上に取り組む。
平成27～31年　　　訪問数
8,271件

4
6-
2-
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個別目標６－３　障がい児と家庭への支援

6-
3-
1

◎ 1
未来
相談支援の充実

心身の発達に遅れや偏
り、また、その疑いのある
乳幼児や子育てについ
ての心配や悩み等の発
達相談を実施します。ま
た、18歳未満の児童を
対象に、通所サービス
等を利用するための「障
害児支援利用計画」や
「サービス利用計画」の
作成を行う計画相談を
実施します。

障害福祉
課
（わかばの
家）

・平成28年３月末現在の受
給者765人の100％が利用
計画を作成（うち、相談支
援事業所による作成287
人、セルフプランによる作成
478人）している。また、セ
ルフプランの作成にあたっ
ては、障害児相談支援事
業所だけでなく、区職員に
よる丁寧な対応をしている。
・区内の障害児相談支援
事業所連絡会を実施（３
回、7/8、7/29、8/19）し、
障害児相談支援事業所と
区が連携して、相談支援の
充実や区の発達支援のあり
方を検討した。
・さぽーとぴあ、教育セン
ターにおける相談支援の状
況等については、発達障が
い施策検討会や障害福祉
サービス調整会議（月１回）
等で情報共有を行なった。

・区内の障害児相談支援
事業所数は、平成28年3月
末現在に6か所であったが、
令和２年３月末現在16か
所となり、相談の担い手が
増えた。平成28年３月末現
在の相談支援事業所による
障害児支援利用計画の作
成は287人であったが、令
和２年3月末現在は475人
に増加した。
・障がい者総合サポートセン
ターや関係部局、民間事業
所と連携しながら、相談体
制を充実し、早期発見、早
期支援に結びつけた。
　また、区民に向け、区の発
達障がい施策の周知を図る
とともに、支援者相互の情
報共有や連携を図ることが
できた。

4B

・平成29年3月末現在の障
害児通所支援受給者全員
（924人）が障害児支援利
用計画を作成した。（うち、
障害児相談支援事業所に
よる作成331人、セルフプラ
ンによる作成593人）
・福祉部だけでなく、健康政
策部やこども家庭部の相談
窓口とも連携しながら、発
達障がい児の相談の丁寧
な対応を実施した。
・区内の障害児相談支援
事業所数は、平成29年3月
末現在9か所と増加した。
（昨年度の同時期は6か所）
・発達支援についての制度
や事業等の情報を一度に
収集し、子どもにあったサー
ビスが受けられるようにする
ため、発達支援応援フェア
を開催（2/4　参加者60
人）した。

・平成30年３月末現在の障
害児通所支援受給者全員
（1,139人）が障害児支援
利用計画を作成した。（う
ち、障害児相談支援事業
所による作成392人、セル
フプランによる作成747人）
・福祉部だけでなく、健康政
策部やこども家庭部の相談
窓口とも連携しながら、発
達障がい児の相談の丁寧
な対応を実施した。
・区内の障害児相談支援
事業所数は、平成30年３
月末現在12か所と増加し
た。（昨年度の同時期は９
か所）
・発達支援についての制度
や事業等の情報を一度に
収集し、子どもにあったサー
ビスが受けられるようにする
ため、発達支援応援フェア
を開催（11/18　参加者60
人）した。

障がい者総合サポートセン
ターをはじめとする関係部
局や民間事業所と連携しな
がら、区としての相談体制
の充実を図っていく。

・令和２年３月末現在の障
害児通所支援受給者全員
（1,431人）が障害児支援
利用計画を作成した。（う
ち、障害児相談支援事業
所による作成475人、セル
フプランによる作成956人）
・福祉部だけでなく、健康政
策部やこども家庭部の相談
窓口とも連携しながら、発
達障がい児への丁寧な相
談の対応を実施した。
・区内の障害児相談支援
事業所数は、令和２年３月
末現在16か所と増加した。
・児童の発達支援に関する
情報を教育、保育、事業所
等から一度に得られる機会
として、発達支援応援フェア
を本庁舎２階の会議室で開
催した。（11/16　参加者
77世帯154人）
※発達支援応援フェアは令
和元年度より障がい者総合
サポートセンターが所管。

・平成31年３月末現在の障
害児通所支援受給者全員
（1,352人）が障害児支援
利用計画を作成した。（う
ち、障害児相談支援事業
所による作成440人、セル
フプランによる作成912人）
・福祉部だけでなく、健康政
策部やこども家庭部の相談
窓口とも連携しながら、発
達障がい児への丁寧な相
談の対応を実施した。
・区内の障害児相談支援
事業所数は、平成31年３
月末現在14か所と増加し
た。（昨年度の同時期は13
か所）
・発達支援についての制度
や事業等の情報を一度に
収集し、子どもにあったサー
ビスが受けられるようにする
ため、発達支援応援フェア
を本庁舎２階会議室（昨年
度は障がい者総合サポート
センター）で開催した。
（11/17　参加者116人）

B
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

6-
3-
2

3 特別児童扶養手当

身体又は精神に障がい
を有する児童について、
障がい児の福祉の増進
を図るため支援します。

子育て支
援課

27年度末現在　受給者数
482名

平成28年度末現在
受給者数　480人

【平成29年度末現在】
受給者数　470人

平成30年度末現在
受給者数　443人

B

制度の認知を高めるため、
よりわかりやすいパンフレット
や区ホームページの作成に
努め、子育て支援課や特
別出張所でも周知する。あ
わせて関係する他の制度に
ついても情報収集し、必要
に応じて情報提供する。

令和元年度末現在
受給者数　440人

B

制度の周知は概ね計画ど
おりに実施できている。受給
者が年々減ってきている
が、少子化及び社会情勢の
変化が関係していると思わ
れる。

4
6-
3-
3

4
乳幼児発達健康診
査

小児神経専門医による
健診・指導を実施しま
す。

各地域健
康課

受診者数　166人/年 受診者数　143人/年 受診者数　169人/年 受診者数　126人/年 B
継続実施し、健診や育児相
談に応じ、養育者の育児不
安解消に努める。

受診者数　176人/年 B
専門医による健診、相談に
より適切な医療、養育につ
ながっている。

4
6-
3-
4

◎ 2
未来
早期支援の推進

こども発達センターわか
ばの家において、発達
障がい児及びその疑い
のある乳幼児の保護者
からの相談を受け、発
達状況に応じた支援を
行います。

障害福祉
課
（わかばの
家）

・単独通所事業（定員36
人）、親子通所事業（定員
30名）を継続し、委託先法
人の専門性とノウハウを活
用し、個別の状況に対応し
た応用な相談支援事業、
地域支援事業、外来訓練
事業等を行っている。
・平成27年度実績は、昨年
度実績（相談支援事業延
1,090人、地域支援事業延
320人、外来訓練事業延
6,272人）を上回る実績（相
談支援事業延1,268人、地
域支援事業延465人、外
来訓練事業延8,130人）で
推移した。
・平成28年３月末現在、区
内の民間障害児通所支援
事業所数は22か所（昨年
度15か所）あり、受給者数
は765人（昨年度566人）と
なっている。
・区内の障害児通所支援
事業所のサービスの質の向
上、及び適切な量の確保の
ため大田区児童発達支援
地域ネットワーク会議（４
回、6/4、9/7、12/3、
3/9）、事業所向け研修会
（２回、1/15、2/24）を開
催した。
・わかばの家では、施設利
用者代表、受託事業者と区
が連携・協働を図りながら、
事業運営が適正に維持さ
れることを目的として運営委
員会を開催（２回、9/18、
2/12）するとともに、区と委
託先法人との定例の連絡
会を実施（月１回）し、事業
執行状況の確認、課題の
共有化を図っている。

・単独通所事業（定員36
人）、親子通所事業（定員
30人）を継続し、子どもの個
別の状況に対応した相談支
援事業、外来訓練事業、地
域支援事業等を実施した。
・平成28年4月から平成29
年3月末まで、相談支援事
業1,199人、外来訓練事業
8,729人、地域支援事業
578人の支援を実施した。
（昨年度の同期間の実績
は、相談支援事業1,268
人、外来訓練事業8,130
人、地域支援事業465人）
・療育援助事業をわかばの
家利用児以外の子どもも対
象とする方法に変更したこと
に加え、講演会の実施方法
等を見直し、保育園や幼稚
園等における支援力を高め
る地域支援事業を充実させ
た。
・区内の全ての障害児相談
支援事業所、障害児通所
支援事業所等で構成する
大田区児童発達支援地域
ネットワーク会議を開催（年
4回
6/24,9/15,12/16,3/17）
し、支援に関わる情報の共
有や課題の検討をする等、
民間事業者と区が連携しな
がら区としての発達支援の
質の確保、向上を図った。

・単独通所事業（定員36
人）、親子通所事業（定員
30人）を継続し、子どもの個
別の状況に対応した相談支
援事業、外来訓練事業、地
域支援事業等を実施した。
・平成29年4月から平成30
年3月末まで、相談支援事
業1,305人、外来訓練事業
9,507人、地域支援事業
465人の支援を実施した。
（昨年度の同期間の実績
は、相談支援事業1,199
人、外来訓練事業8,729
人、地域支援事業578人）
・保育園や幼稚園等におけ
る支援力の向上を図るため
に、援助訪問やこども発達
講演会等の地域支援事業
を推進した。
・区内の全ての障害児相談
支援事業所、障害児通所
支援事業所等で構成する
大田区児童発達支援地域
ネットワーク会議を開催（年
4回
6/16,9/21,12/19,3/16）
し、支援に関わる情報の共
有や課題の検討をする等、
民間事業者と区が連携しな
がら区としての発達支援の
質の確保、向上を図った。

委託先法人の専門性とノウ
ハウの一層の活用を図るた
め、今後も当該法人との連
携を深めながら、区立施設
としての相談支援、地域支
援事業の充実に向けた取
組みを進めていく。
また、今後も民間事業所と
区が連携しながら、区として
の発達支援の質の確保、向
上を図っていく。

・単独通所（児童発達支援
センター・定員36人）、親子
通所（児童発達支援事業・
定員30人）を継続し子ども
の個別の状況に対応した相
談支援事業、外来訓練事
業、地域支援事業等を実
施した。
・平成31年4月から令和２
年3月末まで、相談支援事
業1,420人、外来訓練事業
7,480人、地域支援事業
632人の支援を実施した。
（昨年度の同期間の実績
は、相談支援事業1,280
人、外来訓練事業10,085
人、地域支援事業675人）
・保育園や幼稚園等におけ
る支援力の向上を図るため
に、援助訪問やこども発達
講演会等の地域支援事業
を推進した。
・わかばの家を、令和元年
度末をもって、障がい者総
合サポートセンターに移管
し、学齢前から学齢後まで
の一貫した支援を充実させ
た。

・単独通所事業（定員36
人）、親子通所事業（定員
30人）を継続し、子どもの個
別の状況に対応した相談支
援事業、外来訓練事業、地
域支援事業等を実施した。
・平成30年4月から平成31
年3月末まで、相談支援事
業1,280人、外来訓練事業
10,085人、地域支援事業
675人の支援を実施した。
（昨年度の同期間の実績
は、相談支援事業1,305
人、外来訓練事業9,507
人、地域支援事業465人）
・保育園や幼稚園等におけ
る支援力の向上を図るため
に、援助訪問やこども発達
講演会等の地域支援事業
を推進した。
・区内の全ての障害児相談
支援事業所、障害児通所
支援事業所等で構成する
大田区児童発達支援地域
ネットワーク会議を開催（年
4回
6/22,9/21,12/14,3/15）
し、支援に関わる情報の共
有や課題の検討をする等、
民間事業者と区が連携しな
がら区としての発達支援の
質の確保、向上を図った。

B B

・早期支援事業として、単
独通所事業（定員36人）、
親子通所事業（定員30人）
の継続を通して、人と関わ
る力や自己肯定感を育て、
就学に向けて切れ目のない
支援に努めることができた。
また、子どもの個別の状況
に対応した相談支援事業、
外来訓練事業、地域支援
事業等を継続して実施し、
子ども、保護者だけでなく、
保育園・幼稚園等の支援
者の力を伸ばすことにも注
力することができた。
さらに、平成３１年３月２４日
に障がい者総合サポートセ
ンターＢ棟がグランドオープ
ンし、学齢期の発達障がい
児への支援を開始したこと
で、幼児期・学齢期から成
人期まで切れ目のない支
援体制の充実を図ることが
できた。

4
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

5

都の重症心身障が
い児対策（訪問事
業等)との連携・支
援

都の保健師・看護師が
訪問し家族とともに日常
生活上の看護をし、相
談に応じる都の制度に
対し、区の保健師が連
携をとり、障がい児と家
族の支援をします。

各地域健
康課

在宅重症心身障害児（者）
訪問診療事業利用者
19人

在宅重症心身障害児（者）
訪問診療事業利用者
21人

在宅重症心身障害児（者）
訪問診療事業利用者
11人

在宅重症心身障害児（者）
訪問診療事業利用者
8人

B

都の保健師・看護師が訪問
し家族とともに日常生活上
の看護をし、相談に応じる
都の制度に対し、区の保健
師が連携をとり、障がい児と
家族の支援をします。

在宅重症心身障害児（者）
訪問診療事業利用者
11人

B

障害児看護に習熟した訪
問看護師や関係機関と地
区担当保健師が連携支援
が、重度障がい児と家族の
在宅生活の支えとなってい
る。

4
6-
3-
5

6
保育所等における
障がい児の受け入
れの推進

全認可園で保育を必要
とする障がい児の受け
入れを実施します。

保育サー
ビス課

区立保育園　46園　133人
私立保育園　44園　92人

○専門職の巡回相談員の
協力のもとに作成した統合
保育のスキル本を活用し、
保育に役だてている。
○専門職による巡回相談
・心理士巡回相談
152回
・小児神経科医巡回相談
17回
・作業療法士巡回相談
２０回

○　専門職による巡回相談
実績
　・心理士の巡回相談
205回
　・小児神経科医巡回相談
11回
　・作業療法士巡回相談
30回
○医療的ケア児受入れに
伴うモデル事業実施を次年
度予算化した。

〇専門職による巡回相談
実績
・心理士の巡回相談
274回
・小児神経科医巡回相談
10回
・作業療法士巡回相談
19回
〇医療的ケア児の受け入
れモデル事業
　として区立保育園２園で
実施した。

B

〇障がいに合わせた個別の
支援ができるように専門職
による保育上の助言や保護
者への相談に応じていくた
めに巡回相談を実施してい
く。
〇医療的ケア児の受け入
れの本格実施を行う。

○専門職による巡回相談
実績
・心理士の巡回相談
 260回
・小児神経科医巡回相談
9回
・作業療法士巡回相談
15回
○区立保育園3園で3名の
医療的ケア児を受け入れ
保育を実施した。
○受け入れ人数（3/31時
点）
　区立保育園　115人
　私立保育園　139人

B

〇私立保育園の増加に伴
い、巡回相談の回数を増や
し、保育園や保護者のニー
ズに応えられるように実施し
た。また、様々な相談に応
じられるように専門職の種
類を増やして専門性を生か
した支援ができる体制を整
えた。
〇平成30年度から区立保
育園に医療的ケア児のモデ
ル実施受入れを行い、平成
31年度以降３園で３名の医
療的ケア児受け入れの本
格実施を行った。

4
6-
3-
6

7
私立幼稚園特別支
援教育事業

特別な支援を要する園
児の教育条件の維持、
向上のために必要な経
費の一部を補助金とし
て交付します。

教育総務
課（私学
行政担
当）

私立幼稚園32園で実施し
た。対象となった園児は
157人で、前年より13人増
加した。

私立幼稚園31園で実施し
た。対象となった園児は
183人で、前年度より26人
増加した。

私立幼稚園31園で実施し
た。対象となった園児は
205人で、前年度より22人
増加した。

私立幼稚園31園で実施し
た。対象となった園児は
221人で、前年度より16人
増加した。

B

継続的な補助を行うことに
より、園児・保護者・幼稚園
自体に利用しやすい制度と
することに努める。

私立幼稚園32園で実施し
た。対象となった園児は
266人で、前年度より45人
増加した。

B

私立幼稚園特別支援教育
事業は、補助対象園児が4
年間で109人（約69％）増
加した。しかし園児を受け入
れている園数は増加してい
ない。今後は、園児を受け
入れる園数の増加に努めた
い。

4
6-
3-
7

8
サポートブックかけ
はし作成講座の開
催

継続した支援を受けるに
は、お子さんの生い立ち
や医療・療育・教育の情
報を幼児期から整理し
ておくことが重要です。
サポートブックかけはし
の普及に努め、作成講
座の開催により、本人の
発達の様子や得意分野
を再認識し、保護者相
互の交流の機会を設け
ます。

障害福祉
課

・児童館での発達障がいミ
ニ学習会・個別相談会（4
回、7/6、9/25、11/16、
2/5）と合わせて開催した。
・保護者が利用しやすいよう
にエクセル版をホームペー
ジに掲載した。
・「サポートブックかけはし」
の普及のため、子育て、教
育等の関係機関へ活用方
法等を周知する機会を持っ
た。（保育園長会、私立幼
稚園長会、児童館長会、特
別支援教育コーディネー
ター連絡協議会等）

・児童館での発達障がいミ
ニ学習会・個別相談会（6
回
6/7,7/11,9/13,11/8,1/1
8,3/16）と合わせて開催。
・わかばの家アフターケア事
業で実施。（6回
9/10,11/12,12/10 各日
2回ずつ実施。）
・教育センターのペアレントト
レーニングでの希望者配布
を実施。
・保育園長会、幼稚園長
会、児童館長会等で周知を
図った。

・児童館での発達障がいミ
ニ学習会・個別相談会（6
回
6/5,7/10,9/8,11/9,1/25
,3/8）と合わせて開催。
・わかばの家アフターケア事
業で実施。（6回
「9/9,10/14,11/11」 各日
2回ずつ実施）
・教育センターのペアレントト
レーニングでの希望者配布
を実施。
・保育園長会、幼稚園長
会、児童館長会等で周知を
図った。

・児童館での発達障がいミ
ニ学習会・個別相談会（6
回
6/4,7/9,9/7,11/2,1/15,
3/7）と合わせて開催。
・わかばの家アフターケア事
業で実施（6回
「10/20,12/15,2/16」 各
日2回ずつ実施）
・教育センターのペアレントト
レーニングでの希望者配布
を実施。
・保育園長会、幼稚園長
会、児童館長会で発達障
がい啓発リーフレットの配布
とあわせて周知を図った。

B

こども家庭部と連携して、児
童館で発達障がいミニ学習
会と合わせてサポートブック
かけはし作成講座を実施す
る。
わかばの家アフターケア事
業で小学校１年から3年の
児童の保護者を対象とした
サポートブックかけはし作成
講座を実施する。
教育委員会と連携して、教
育センターのペアレントト
レーニングの参加者に配布
する。
発達支援応援フェアや発達
障がいシンポジウムの機会
を捉え配布、周知を図る。

・児童館での発達障がいミ
ニ学習会・個別相談会（2
回 7/4,9/13）と合わせて
開催。
・わかばの家アフターケア事
業で実施（6回
「12/7,1/18,2/15」各日２
回ずつ実施）
・教育センターのペアレントト
レーニングでの希望者配布
を実施。
・保育園長会、幼稚園長
会、児童館長会で発達障
がい啓発リーフレットの配布
とあわせて周知を図った。

B

・児童館での発達障がいミ
ニ学習会と個別相談会、わ
かばの家アフターケア事
業、教育センターのペアレン
トトレーニングにおいて、サ
ポートブックかけはしの配布
とともに、その活用方法を説
明、周知することで、より明
確に有用性を伝えることが
できた。

4
6-
3-
8
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

10
(再
掲)

学童保育室での要
支援児の受け入れ

小学校６年生までの支
援が必要な児童の受け
入れを全学童保育室で
実施します。

子育て支
援課

全学童保育施設89箇所で
受入れ体制を整えている。
　60施設　154名（平成27
年4月1日現在）

全学童保育施設89箇所で
受入れ体制を整えている。
　62施設　184名（平成28
年4月1日現在）

全学童保育室で受入れ体
制を整え、支援が必要な児
童全員の受け入れを行っ
た。
　75施設　251名（平成29
年4月1日現在）

全学童保育室で受入れ体
制を整え、支援が必要な児
童全員の受け入れを行っ
た。
　70施設　218名（平成30
年4月1日現在）

B
（再掲）

全学童保育室で受け入れ
体制を整備し、審査会や心
理専門職員など児童館で
必要な支援を拡充させてい
く。

全学童保育室で受入れ体
制を整え、支援が必要な児
童全員の受け入れを行っ
た。
　71施設　204名（平成31
年4月1日現在）

B

全学童保育施設で受け入
れ体制を整備してきた。審
査会を開催し、グループで
受け入れ方法について、情
報共有を行った。また、心
理専門職員が巡回し、特別
な配慮を要する児童が過ご
しやすいように体制を整備し
た。

4
（再掲）

6-
3-
10

11
大田区心身障害児
（者）地域活動支援
センター運営支援

心身障がい児（者）を対
象としている地域活動
支援センターの運営を
支援します。

障害福祉
課

補助施設：２ヶ所
延開所日：474日
延利用者：3,401人

・放課後活動施設の運営
支援の継続。
・放課後等デイサービス事
業所を含めた大田区児童
発達支援地域ネットワーク
会議を開催。（定例会4回
5/20,8/26,11/18,2/17、
研修会1回 11/4）
・事業運営に関する情報提
供や開設相談の実施。

・放課後活動施設の運営
支援の継続。
・放課後等デイサービス事
業所を含めた大田区児童
発達支援地域ネットワーク
会議を開催（年4回
6/16,9/21,12/19,3/16
研修会1回 12/19）
・事業運営に関する情報提
供や開設相談の実施。

・放課後活動施設の運営
支援の継続。
・放課後等デイサービス事
業所を含めた大田区児童
発達支援地域ネットワーク
会議を開催（年4回
6/22,9/21,12/14,3/15
研修会1回 12/19）
・事業運営に関する情報提
供や開設相談の実施。

B

放課後の生活を豊かにし、
日常の関わりを通じて社会
性を養うことを目的として、
心身障がい児（小・中・高校
生）の放課後活動施設の運
営を支援する。
また、引き続き、児童福祉
法に基づく放課後等デイ
サービス事業所が、区内で
安定した事業の継続が行え
るよう支援する。

・放課後等デイサービス事
業所を含めた大田区児童
発達地域ネットワーク会議
を開催(年３回実施。
6/20,9/26,12/23)
※令和元年度より障がい者
総合サポートセンターが所
管。

B

大田区児童発達支援地域
ネットワーク会議を継続して
開催してきたことで、事業所
間の情報共有や安全・安心
の環境と質の高い療育に関
する意識の向上を図ること
ができた。

4
6-
3-
11

6-
3-
9

・障害児通所支援の給付
決定者数（平成29年3月末
重複決定有）
児童発達支援 340人
医療型児童発達支援 24
人
放課後等デイサービス 559
人
保育所訪問支援 6人
・区内事業所の開設状況を
ホームページに掲載。
・発達支援についての制度
や事業等の情報を一度に
収集し、子どもにあったサー
ビスが受けられるようにする
ため、発達支援応援フェア
を開催。（2/4 参加者60
人）

・障害児通所支援の給付
決定者数（平成30年3月末
重複決定有）
児童発達支援 410人
医療型児童発達支援 28
人
放課後等デイサービス 705
人
保育所訪問支援 7人
・区内事業所の開設状況を
ホームページに掲載。
・発達支援についての制度
や事業等の情報を一度に
収集し、子どもにあったサー
ビスが受けられるようにする
ため、発達支援応援フェア
を開催（11/18　参加者60
人）した。
・公平で適切な障害児の発
達支援を確保するため、障
害児通所給付費の支給に
関する要綱を策定し、障害
児通所支援サービスの支
給量に関する基準を定め
た。

障害児通所支援の利用相
談を充実させる。
子どもの状況に応じた適切
な給付決定を行う。
障害児通所支援事業所の
開設相談や、安定した質の
高いサービスを提供出来る
よう事業所支援を実施す
る。

・障害児通所支援の給付
決定者数（令和２年3月末
重複決定有）
児童発達支援 537人
医療型児童発達支援 22
人
放課後等デイサービス 876
人
保育所訪問支援 22人
居宅訪問型児童発達支援
0人
・区内事業所の開設状況を
ホームページに掲載。
・発達支援についての制度
や事業等の情報を一度に
収集し、子どもにあったサー
ビスが受けられるようにする
ため、発達支援応援フェア
を開催（11/16　参加者77
世帯154人）した。
・公平で適切な障害児の発
達支援を確保するため、障
害児通所給付費の支給に
関する要綱で定めた通所支
援サービスの支給量の基準
の厳格な運用に努めた。

B

・障害児通所支援の給付
決定者数（平成31年3月末
重複決定有）
児童発達支援 510人
医療型児童発達支援 28
人
放課後等デイサービス 796
人
保育所訪問支援 17人
居宅訪問型児童発達支援
1人
・区内事業所の開設状況を
ホームページに掲載。
・発達支援についての制度
や事業等の情報を一度に
収集し、子どもにあったサー
ビスが受けられるようにする
ため、発達支援応援フェア
を開催（11/17　参加者
116人）した。
・公平で適切な障害児の発
達支援を確保するため、障
害児通所給付費の支給に
関する要綱で定めた通所支
援サービスの支給量の基準
の厳格な運用に努めた。

B9
障害児通所支援事
業

児童福祉法に基づく障
害児通所支援事業の利
用についての相談や
サービス利用に必要な
給付決定を行い、児童
発達支援や放課後等デ
イサービスの事業所など
の利用を支援します。

障害福祉
課

・障害児通所支援の給付
決定者数は、児童発達支
援299人、医療型児童発
達支援30人、放課後等デ
イサービス440人となってい
る。
・区内事業所の開設状況を
ホームページに掲載した。

公平で適切な障害児の発
達支援の機会を確保するた
め、障害児通所給付費の
支給に関する要綱を策定
し、障害児通所支援サービ
スの支給量に関する基準を
定め、適切に運用した。そ
の適切な運用に努めること
ができた。
また、発達支援応援フェア
の実施や事業所ガイドブック
の編集発行を通して、発達
支援の施策や事業等の情
報を適切に提供し、すること
ができたため、子どもひとり
ひとりにあったサービスの円
滑な利用につなげた。

4
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

12
特別支援学級の運
営

特別支援学級への介添
員の派遣及び教材等整
備を行います。

学務課
指導課

・介添員を配置した。
　配置数　小学校54人　中
学校25人（述べ）
・学校の要望を聞きとり、必
要な教材等の整備を行っ
た。

・介添員を配置した。
　配置数　小学55人　中学
校24人（延べ）
・学校の要望を聞きとり、必
要な教材等の整備を行っ
た。

・介添員を配置した。
　配置数（延べ）小学校60
人、中学校25人
・学校の要望を聞き取り、必
要な教材等を整備した。

・介添員を配置した。
　配置数（延べ）小学校60
人、中学校24人
・学校の要望を聞き取り、必
要な教材等を整備した。

B

・特別支援学級に介添員を
配置する。
・特別支援学級に必要な教
材等の整備を行う。

・介添員を配置した。
　配置数（延べ）小学校60
人、中学校23人
・学校の要望を聞き取り、必
要な教材等を整備した。

B

特別支援学級の児童・生
徒の状況を学校訪問等で
確認するとともに、各学校の
要望等を聞き取り、介添員
の配置、教材等整備を行っ
た。
引き続き、学校との連携を
より強化し、適切な配置を
進めていく。

4
6-
3-
12

13
特別支援教育実施
体制の整備

特別支援教育における
教育内容・方法を充実
し、小中学校における総
合的支援体制を整備し
ます。

学務課
指導課

校内委員会設置100％
特別支援教育コーディネー
ター指名100％
特別支援教育関連の教員
研修をのべ８回870名の参
加

校内委員会設置　100％
特別支援教育コーディネー
ター指名
　100％
特別支援教育関連の教員
研修
　のべ8回　870名参加

校内支援委員会設置
100％
特別支援教育コーディネー
ター指名
　100％
特別支援教育関連の教員
研修
のべ9回実施、808名参加

校内支援委員会設置
100％
特別支援教育コーディネー
ター指名
　100％
特別支援教育関連の教員
研修
のべ８回実施、1,162名参
加

B
校内支援委員会を中心に
特別支援教育の充実に努
める。

校内支援委員会設置
100％
特別支援教育コーディネー
ター指名　100％
特別支援教育関連の教員
研修
延べ８回実施、1,146名参
加

B

各学校で特別支援教育推
進計画を作成することで、
特別支援教育における教
育内容・方法、小中学校に
おける総合的な支援体制
の整備を推進することがで
きた。

4
6-
3-
13

14
保育所・児童館・民
生委員等との連携

関係機関との情報交換
等の連携と子育て支援
の充実のため連絡会を
実施します。

各地域健
康課

保育所・児童館・民生委員
等、各関係機関と年1回程
度連絡会実施。

4地域健康課で13回実施し
た。

4地域健康課で19回実施し
た。

4地域健康課で23回実施し
た。

B

各子育て関係機関との意
見交換、情報共有を継続
し、連携強化、ネットワーク
構築を図る。

4地域健康課で18回実施し
た。

B
関係機関との情報交換等
の連携により子育て支援の
充実が図れた。

4
6-
3-
14

15
関係機関との連携
強化

関係機関や児童発達支
援事業所とネットワーク
を構築し、発達障がいに
関する地域支援力の向
上と人材育成・啓発を
促進します。

障害福祉
課
（わかばの
家）
子育て支
援課

・区内の障害児通所支援
事業所のサービスの質の向
上、及び適切な量の確保の
ため大田区児童発達支援
地域ネットワーク会議（４
回、6/4、9/7、12/3、
3/9）、事業所向け研修会
（２回、1/15、2/24）を開
催した。

・大田区障害児関係機関
連絡会議を開催。（1回
5/24）
・大田区児童発達支援地
域ネットワーク会議を開催。
（定例会4回
5/20,8/26,11/18,2/17、
研修会1回 11/4）

・大田区障害児関係機関
連絡会議を開催。（1回
7/13）
・大田区児童発達支援地
域ネットワーク会議を開催
（年4回
6/16,9/21,12/19,3/16
研修会1回 12/19）

・大田区障害児関係機関
連絡会議を開催。（1回
7/13）
・大田区児童発達支援地
域ネットワーク会議を開催
（年4回
6/22,9/21,12/14,3/15
12/14は自立支援協議会
子ども部会との合同研修会
「テーマ：地域での災害に備
える」を同時開催）

B

発達障がいに関する地域
支援力の向上と人材育成・
啓発のため、関係機関との
連携強化のための事業を
実施する。

・放課後等デイサービス事
業所を含めた大田区児童
発達地域ネットワーク会議
を開催(年３回実施。
6/20,9/26,12/23)
※令和元年度より障がい者
総合サポートセンターが所
管。

B

大田区児童発達支援地域
ネットワーク会議を継続的に
開催してきたことで、事業所
間の情報共有や安全・安心
の環境と質の高い療育に関
する意識の向上を図ること
ができた。引き続き関係機
関との連携を強化していく。

4
6-
3-
15
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

16
発達障がいの理解
啓発の促進

発達障がいの理解啓発
と地域支援力の向上の
ため、講演会・シンポジ
ウムの開催、啓発パンフ
レットの作成・配布を行
います。

障害福祉
課
（わかばの
家）
子育て支
援課

・発達障がいシンポジウム
（12/6　参加者302人）を
開催した。
・児童館での発達障がいミ
ニ学習会・個別相談会（４
回、7/6、9/25、11/16、
2/5）を開催した。
・発達障がい啓発用パンフ
レットを計24,000部、幼児
期版（10,500部）、小学生
版（5,400部）、中学生・高
校生版（5,400部）、一般用
（2,700部）の四種を作成し
た。区施設での窓口配布の
他、幼児期版を各地域健
康課で実施の三歳児健診
で全員配布、小学生版、中
学生・高校生版を全区立小
中学校のスクールカウンセ
ラーに配布した。

・発達障がいシンポジウム
（12/4　参加者350人）を
開催。
・児童館での発達障がいミ
ニ学習会・個別相談会　6
回 開催。
・発達障がい啓発用パンフ
レットを計24,000部、幼児
期版（11,000部）、小学生
版（5,200部）、中学生・高
校生版（5,200部）、一般用
（2,600部）の四種を作成。
区施設での窓口配布の他、
幼児期版を各地域健康課
で実施の三歳児健診で全
員配布、小学生版、中学
生・高校生版を全区立小中
学校のスクールカウンセ
ラーに配布。

・発達障がいシンポジウム
（１/21　参加者256人）を
開催。
・児童館での発達障がいミ
ニ学習会・個別相談会（6
回
6/5,7/10,9/8,11/9,1/25
,3/8）と合わせて開催。
・発達障がい啓発用パンフ
レットを計24,000部、幼児
期版（11,000部）、小学生
版（6,000部）、中学生・高
校生版（5,000部）、一般用
（2,000部）の四種を作成。
区施設での窓口配布の他、
幼児期版を各地域健康課
で実施の三歳児健診で全
員配布、小学生版、中学
生・高校生版を全区立小中
学校のスクールカウンセ
ラーに配布、CSR連携によ
る講演会にて配布。

・発達障がいシンポジウム
（１/20　参加者210人）を
開催。
・児童館での発達障がいミ
ニ学習会・個別相談会（6
回
6/4,7/9,9/7,11/2,1/15,
3/7）と合わせて開催。
・発達障がい啓発用パンフ
レットを計24,000部、幼児
期版（11,000部）、小学生
版（6,000部）、中学生・高
校生版（5,000部）、一般用
（2,000部）の四種を作成。
区施設での窓口配布の他、
幼児期版を各地域健康課
で実施の三歳児健診で全
員配布、小学生版、中学
生・高校生版を全区立小中
学校のスクールカウンセ
ラーに配布、CSR連携によ
る講演会にて配布。

B

講演会、シンポジウム、ミニ
学習会の開催や啓発パンフ
レットの作成・配布等を行
い、発達障がいの理解啓発
を促進させる。

・発達障がいシンポジウム
（1/19　参加者212人）を
開催。
・児童館でのみに発達障が
いミニ学習会・個別相談会
（年２回7/4,9/13）と合わ
せて開催。
・発達障がい啓発用パンフ
レットを計24,000部、幼児
期版（11,000部）小学生版
（6,000部）、中学生・高校
生版（5,000部）、一般用
（2,000部）の四種を作成。
区施設での窓口配布の他、
幼児期版を各地域健康課
で実施の三歳児健診で全
員配布、小学生版、中学
生・高校生版を全区立小中
学校のスクールカウンセ
ラーに配布。
※令和元年度より障がい者
総合サポートセンターが所
管。

B

講演会、シンポジウム、ミニ
学習会の開催や啓発パンフ
レットの作成・配布等を通し
て、一定程度の理解、啓発
が進んだと考える。国や他
地方公共団体、民間団体
によって発達障がいに関す
る啓発イベントが開催される
機会が多くなるなか、区で
は引き続き、発達について
新たに支援が必要になる児
童や不安を持つ保護者の
ためにも、当該啓発事業を
推進していく。

4
6-
3-
16

個別目標６－４　外国人家庭への支援

◎ 1
未来
多文化共生推進セ
ンター事業の充実

日本語が不自由な在住
外国人が区内で安心安
全に暮らせるよう、多文
化共生推進センターに
おいて、外国人を対象
にした日常生活に関す
る相談や、区立施設へ
の通訳派遣・翻訳を、英
語、中国語、タガログ語
等の多言語で行いま
す。

国際都
市・多文
化共生推
進課

・相談件数1,811件
・区施設への通訳派遣：
204件
・翻訳：396件

・相談件数2,251件
・区施設への通訳派遣：
169件
・翻訳：565件

相談件数2,268件
区施設への通訳派遣171
件
翻訳・校正485件

【多言語相談窓口】
　相談件数　2,519件

【通訳派遣・翻訳の協力】
〇通訳派遣：148件
〇翻訳・校正：555件

B

【多言語相談窓口の運営】
(1)多言語相談
①一般相談
大田区多文化共生推進セ
ンターに相談窓口を設置
し、多言語で生活相談や情
報提供を行う。
②専門相談
弁護士による法律相談を行
う。
(2)外国籍保護者のための
学校案内の作成（令和元
年度のみ実施）
外国籍の保護者向けに、日
本の学校特有の制度や慣
習等を分かりやすく伝えるガ
イドブックを作成する。

【通訳派遣及び翻訳】
区内の公的施設等へ通訳
者を派遣するとともに、区へ
提出する文書の翻訳協力
を行う。

【多言語相談窓口の運営】
(1)多言語相談
①一般相談：2,527件
②専門相談：59件
(2)外国籍保護者のための
学校案内の作成
日本の教育制度や学校生
活における習慣等を分かり
やすく伝えるための小学校
案内を多言語で作成した。
当初、５言語での作成を予
定していたが、ベトナム語を
加えて６言語（やさしい日本
語、英語、中国語、タガログ
語、ネパール語、ベトナム
語）で作成した。

【通訳派遣及び翻訳】
区施設への通訳派遣：142
件
翻訳・校正：906件

A

多言語相談窓口では相談
者のニーズにあわせ、母語
によるきめ細かい相談対応
や通訳・翻訳による支援を
行い、地域での円滑な生活
に寄与した。
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資料5-2

計画策定時の
取組み内容

所管課
平成27年度
事業実績

平成28年度
事業実績

平成29年度
事業実績

平成30年度
事業実績

平成30年度

実績判定
令和元年度
事業計画

令和元年度
事業実績

令和元年度

実績判定
計画期間（H27～R1）
総合評価内容コメント

H27～R1

総合評価

「おおた子ども・子育てかがやきプラン（平成27年度～令和元年度）」事業実績報告及び総合評価

個別施策

◎ 2
未来
身近な暮らし情報
の発信

日本語を母語としない
外国人が地域で安心し
て生活できるよう、必要
な地域情報、身近な生
活情報などを、より多く
の言語やルビ付きのわ
かりやすい日本語で提
供します。

国際都
市・多文
化共生推
進課

・外国人向け多言語情報誌
の発行
(Ｏｔａ　Ｃｉｔｙ　Ｎavigationの
発行）
　発行回数：10回（各4,250
部）

・外国人向け多言語情報誌
の発行
(Ｏｔａ　Ｃｉｔｙ　Ｎavigationの
発行）
　発行回数：10回（各4,250
部）
駅、郵便局、スーパー、飲
食店などに設置

・Ota City Navigationの発
行
英語、中国語、韓国・朝鮮
語、タガログ語、
わかる日本語の５言語で提
供。
　発行回数：10回（各回
4,250部）
・くらしのガイド外国語版
2018の作成
英語、中国語、韓国・朝鮮
語、タガログ語、
ネパール語版を作成。
　平成30年３月19日関係
各課へ配布

・くらしのガイド外国語版
2018の配布
英語、中国語、韓国・朝鮮
語、タガログ語、ネパール語
版を窓口等で配布。
英語546部、中国語305
部、韓国・朝鮮語127部、タ
ガログ語150部、ネパール
語51部。

B

①ニュースレター・リーフレッ
トの発行
国際都市おおた協会の活
動内容等を周知するため、
ニュースレター（４回予定）と
リーフレットを発行する。

②外国人向け多言語情報
誌「Ota City Navigation」の
発行（８回予定）
外国人区民が日常生活を
送る上で必要な情報などを
多言語で発信する。

①ニュースレターを４回（各
回1,000部）発行し、区内の
高校や日本語学校等に配
布した。
②外国人区民向けに「Ota
City Navigation」を５言語
（やさしい日本語、英語、中
国語、タガログ語、ネパール
語）で８回（各回4,500部）
発行し、区の施設（特別出
張所、地域庁舎等）や区内
の日本語学校等に配布し
た。

B

くらしのガイド外国語版の作
成により、生活情報、地域
情報や区政、区での各種手
続きなど、身近な暮らしの
情報について、多言語での
発信を行った。ニュースレ
ターの発行により、国際都
市おおた協会の活動報告
や事業予定を広く周知し
た。また、外国人が必要と
する区政情報を集約した
「Ota City Navigation」を多
言語で発行することにより、
区内の外国人が必要とする
情報を適宜・的確に発信し
た。
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◎ 3
未来
外国人のための日
本語教室の充実

日本語が不自由なため
未就学となっている外
国人等の子どもに日本
語指導を行うことで、就
学に結び付けます。

国際都
市・多文
化共生推
進課

大田区こども日本語教室
・蒲田教室：受講生延べ
719人
・大森教室：受講生延べ
173人

大田区こども日本語教室
・蒲田教室：受講生延べ
1,339人
・大森教室：受講生延べ
502人

こども日本語教室
・蒲田教室（多文化共生推
進センター）
　週３日　年141回　延べ
1,708人
・大森教室（山王会館）
　週３日　年138回　延べ
619人

大田区こども日本語教室
・蒲田教室（多文化共生推
進センター）
　週３日　年136回　延べ
1,079人
・大森教室（山王会館）
　週３日　年132回　延べ
314人

B

日本語の問題により不就学
である子どもを対象に日本
語教室を開催し、小中学校
へのスムーズな就学をサ
ポートする。

おおたこども日本語教室
①蒲田教室（多文化共生
推進センター）
週３日　受講者：64人（うち
40人就学）
②大森教室（山王会館）
週３日　受講者：15人（うち
12人就学）

B

外国にルーツのある子ども
たちが不安に思う言葉の壁
を取り払い、円滑な就学に
繋がるよう支援した。
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